
第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

1 1 2
合併支所の空スペース
の活用

　合併支所の空スペースの有効利用について，全庁的に検
討のうえ利活用の方針を定める。

　１９年度
①　４月
　・空きスペースについ
て，全庁的な利用　希望
照会
　・全庁的な検討組織で
協議，検討
②　５月
　・地域の要望，意見を
聴く
③　６月以降
　・活用について，特別に
予算化が必要なものは，
補正対応。予算確定の
後実施。

4 実施 B 2 4 実施

平成１９年４月～５月に全庁的な支所の空スペース利活用の希
望調査と職員提案による利活用案を募集。
各地域審議会より，支所の空スペース利活用案調査し，公有財
産有効活用等検討委員会幹事会にて検討し，平成１９年１１月に
公有財産有効活用等検討委員会に諮り，その後，政策会議に諮
り，職員研修施設（庵治），協働スペース（庵治，牟礼，国分寺，
塩江），音楽活動施設（国分寺）としてかつようするため，必要な
か所は，施設整備を実施した。
①　４月
　・空きスペースについて，全庁的な利用　希望照会
　・全庁的な検討組織で協議，検討
②　５月
　・地域の要望，意見を聴く
③　11月～３月
　・空スペースの活用について，職員研修施設（庵治），協働ス
ペース（庵治，牟礼，国分寺，塩江），音楽活動施設（国分寺）と
して活用すため，財産活用課から予算を所管替し，必要なか所
に施設整備を実施した。

地域政策
課

市
民
政
策
部

1 1 4 債権回収の取組

【平和公園墓園清掃手数料】
　高松市収納対策推進本部会に収納率向上に係る施策を
提出し，手数料滞納額を縮減するため，収納対策に取り組
む。
　１８年度末滞納額　２，５４６千円

①　納付指導の強化・督
促・催告状の送付（定期
的）
②　電話による催促（徴
収強化月間等の設定）
③　転居先不明者の調
査
④　臨戸徴収の実施
（市内中心）
　上記の対応により収納
率１０％増（現年，過年
分）を目指す。

収入金を１００％
予算計上している
ため，効果額は発
生しない。

4 推進 Ｂ 2 2 推進

　納付指導の強化の一環として，定期的に督促・催告状の送付
を行うとともに，電話による催告も実施している。
　また，臨戸徴収に向けて転居先不明者や使用者の死亡に伴う
請求先不明者等の調査も実施している。

推進 推進

市民やす
らぎ課

市
民
政
策
部

1 2 1 各種イベント等の見直し

　従来の屋島クォターマラソンを廃止し，高松ファミリー＆
クォーターマラソンｉｎＡＪＩに変更することにより，合併町との
融和を図るとともに，できるだけ多くの人が参加できるように
する。

　新たな市民層のスポー
ツ人口の拡大を目指す。
　１９年度から，大会に要
する経費節減を図って実
施する。

H19：▲ 2,000
H20：▲ 2,000
H21：▲ 2,000
累計 ▲ 6,000

1 ▲2,000 A 5 ▲ 2,000

１９年度から，高松市民スポーツフェスティバルの総合開会式を
取止め，大会経費の削減を図った。また，フェスティバルの一環
事業として，高松ファミリーマラソンｉｎＡＪＩを実施し，多くの家族連
れを含む約１，１００人の参加者を得た。
　　開催日　平成１９年１０月２８日

▲2,000 ▲2,000

国際文
化・スポー
ツ局
スポーツ
振興課

市
民
政
策
部

1 2 2 指定管理者制度の導入

【合併地区コミュニティセンター】
　旧高松市においては１９年度から，合併地区においては２
０年度以降から順次当該コミュニティ協議会を指定管理者
に指定し，コミュニティセンターの管理運営を委託することに
より，コミュニティセンターを核とした，より一層地域に密着し
た市民サービスの提供を図る。

①　１９年度に，旧高松
市におけるコミュニティセ
ンターへ指定管理者制
度を導入する。
②　２０年度以降から，順
次，合併地区におけるコ
ミュニティセンターへ指定
管理者制度を導入する。

4 ①　導入 B 1 5
①導入済
②導入（川
東）

①平成１９年度に旧市内４１コミュニティセンターに対して，地元
のコミュニティ協議会による指定管理者制度を導入し，管理運営
を委託している。
②平成２０年度以降から，順次，合併地区におけるコミュニティセ
ンターへ指定管理者制度を導入する。

②　導入（川
東）

②　順次導入

地域政策
課

市
民
政
策
部

1 2 2 指定管理者制度の導入

【やすらぎ苑】
　管理運営については，指定管理者制度を導入(原則とし
て，火葬業務については，概ね３年以上地方公共団体の実
績を持つもの等)し，民間のノウハウを最大限に引き出し，
利用の促進を図るとともに，管理経費の縮減を図る。

　２０年度に，指定管理
者制度を導入する。

Ｈ20：▲ 8,920
Ｈ21：▲ 8,920
累計 ▲17,840

1 B 1 5

指定管理者制度の導入に向けて，高松市斎場条例の一部改正
を行うとともに，現場での公募説明会を開催し，公募参加表明団
体１社から指定管理者指定申請書等の提出があり，高松市公の
施設指定管理者選定委員会による面接会を開催した。平成２０
年４月１日より（株）五輪を指定管理者に指定し管理運営を委託
する。
（委託に伴い正規職員２名の削減）

▲8,920 ▲8,920

市民やす
らぎ課

市
民
政
策
部

1 2 2 指定管理者制度の導入

①【木太北部会館】
②【福岡会館】
　管理運営については，指定管理者制度を導入非公募(地
元のコミュニティ協議会を想定)し，利用の促進を図るととも
に，管理経費の縮減を図る。

①　１９年度に，指定管
理者制度を導入する。
②　２０年度に，指定管
理者制度を導入する。

H19 :   ▲   50
Ｈ20 ：  ▲ 100
Ｈ21 ：  ▲ 100
累計    ▲ 250 1 ①　▲50 Ａ 5 ▲ 86

①１９年４月１日に指定管理者制度を導入して，木太地区コミュ
ニティ協議会に委託している。

②指定管理者制度導入に向け，松島地区コミュニティ協議会等
と導入に向け協議を行ったが，地元自治会等との協議が整わ
ず，導入を中止した。

①　▲50

②　▲50

①　▲50

②　▲50
市民やす
らぎ課

市
民
政
策
部

1 2 2 指定管理者制度の導入

【庵治文化館】
　管理運営について，地元団体と連携・協働による地域の
活性化を目指し，業務範囲（施設管理および事業実施）等
を念頭におき，指定管理者制度を導入し，利用の促進を図
るとともに，管理経費の縮減を図る。

①　１８年度に，庵治地
区の地元団体に施設受
付等の業務委託を実施
する。
②　１９年度に，指定管
理者を選定する。
③　２０年度から，指定管
理者による施設管理等を
実施する。

4 Ｂ 1 5

①　実施
②　変更
③　変更

館のより有効的な利用を目指し，２１年度から観光振興課へ所管
変更するため。 導入

国際文
化・スポー
ツ局
国際文化
振興課

市
民
政
策
部

【合併町体育施設25施設】
　管理運営について，指定管理者制度を導入し，民間のノ
ウハウを最大限に引き出し，利用の促進を図るとともに，管
理経費の縮減を図る

　２１年度に，指定管理
者制度を導入する。
　管理運営費　７％削減

１８年度 180 243千

H21：▲12,617 １９年度は，平成２１年４月からの指定管理者制度導入に向け，
管理運営の状況把握に努めた。

国際文
化・スポー

市
民

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 2 指定管理者制度の導入
理経費の縮減を図る。 　　１８年度：180，243千

円
　　２１年度：167，626千
円

1 Ｂ 1 4 ▲12,617
化 スポ
ツ局
スポーツ
振興課

民
政
策
部
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 2
指定管理者業務の見直
し検討

【男女共同参画センター】
　１８年度制度導入後の業務実態およびモニタリング等を踏
まえて，指定管理者と協議する中で，同施設の名称変更の
周知・ＰＲや新たな講座の開設，登録団体の支援・拡充など
により，施設の有効利用の促進に取組む。

　利用者サービスの向上
と施設の有効活用によ
り，利用者数の増加に努
める。
　１８年度：５１，０００人
  １９年度：５３，４００人
  ２０年度：５６，０００人
  ２１年度：５８，８００人

3 53,400人 B 1 4 56,122人

これまでの業務実態およびモニタリング等を踏まえて，指定管理
者と協議する中で，同施設の周知・ＰＲや新たな講座の開設，登
録団体の支援・拡充などに取り組むなど，順調に施設の有効利
用の促進が図れている。
20.3.31現在　56,122人（前年度対比109.8％，19年度同月51,119
人）

56,000人 58,800人

企画課
（男女共
同参画推
進室）

市
民
政
策
部

1 2 2
指定管理者業務の見直
し検討

【高松市文化芸術ホール】
　制度導入後の業務実態およびモニタリング等を踏まえて，
指定管理者と協議する中で，年度協定締結時または次期
指定管理更新時における，業務の範囲・内容，指定または
募集条件等に係る見直しを検討する。
①　利用料金制度の採用を検討する。
②　利用者に対する安全対策の見直し等を検討する。

　２１年度から，業務評価
制度を検討する中で，指
定管理者による施設管
理および文化事業を実
施する。

4 検討 Ｂ 2 3 検討

指定管理者と協議する中で，利用料金制度や利用者に対する安
全対策の見直し等を検討している。 決定 更新 国際文

化・スポー
ツ局
国際文化
振興課

市
民
政
策
部

1 2 2
指定管理者業務の見直
し検討

【健康増進温浴施設「ループしおのえ」】
　指定管理者委託料の縮減を図るため，リピーター層の確
保に積極的に取り組む。

　２１年度入場者数目標
30,000人   １８年度入場
者数：27,000人見込み（１
７年度：3,114人(１２月か
ら営業開始)）

3 B 1 4 26,434人

利用者増を図るための方策を随時指定管理者と協議している。
指定管理者が広報業務等を行い利用者増を図っており，１９年
度においては渇水による休館時期はあったものの，前年よりも１
日当たり利用者は増加している。 　　30,000人

国際文
化・スポー
ツ局
スポーツ
振興課

市
民
政
策
部

1 2 2
指定管理者業務の見直
し検討

【西部クリーンセンタースポーツ施設】
①　指定管理者制度導入後の業務実態を踏まえて，次期指
定管理更新時における業務の範囲・内容，指定または募集
条件等に係る見直しを検討する。
②　利用料金制度の採用を検討する。
③　利用者に対する安全対策の見直しを実施する。

①　１９年度の年度協定
締結時までに，利用者に
対する新安全対策マニュ
アルを指定管理者に策
定させる。
②　２０年度までに，募集
条件等の見直しを行う。
③　２０年度までに，利用
料金制度採用の検討を
行う。

4 検討 B 2 3 検討

１９年度は，２０年度中の次期指定管理者更新時（２１年４月）に
おける募集条件・利用料金制度採用の結論に向け，調査研究を
行った。

決定 更新

国際文
化・スポー
ツ局
スポーツ
振興課

市
民
政
策
部

1 2 2
指定管理者業務の見直
し検討

【高松市総合体育館ほか９施設】
　制度導入後の業務実態およびモニタリング等を踏まえて，
指定管理者と協議する中で，年度協定締結時または次期
指定管理更新時における，業務の範囲・内容，指定または
募集条件等に係る見直しを検討する。
　（指定管理者業務の見直し検討）
①　次期更新時までに募集条件を見直す。
②　次期更新時までに利用料金制度の採用を検討する。
③　利用者に対する安全対策の見直しを実施する。

①　２０年度までに，募集
条件の結論を出す。
②　２０年度までに，利用
料金制度採用の結論を
出す。
③　１９年度の年度協定
締結時までに，利用者に
対する新安全対策マニュ
アルを策定する。

4 検討 Ｂ 2 3 検討

１９年度は，２０年度中の次期指定管理者更新時（２１年４月）に
おける募集条件・利用料金制度採用の結論に向け，調査研究を
行った。

決定 更新

国際文
化・スポー
ツ局
スポーツ
振興課

市
民
政
策
部

1 2 2 外部委託化

【合併支所宿日直体制の見直し】
　機械警備を導入し，管理経費を軽減する。

　１９年度より，機械警備
を導入する。

H19:▲  9,289
H20:▲  9,289
H21:▲  9,289
累計▲27,867

1 ▲9,289 Ａ 5 ▲9,289

平成１９年１月より，試行で機械警備を導入し，平成１９年４月よ
り本格導入を実施しており，職員による宿直を非常勤の夜間管
理人に変更し，また，職員による日直を非常勤の日直に変更す
る。

▲9,289 ▲9,289
地域政策
課

市
民
政
策

部

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

【香川町グリーンセンター】
【国分寺会館】
【庵治やすらぎ会館】
　地域コミュニティ協議会が発足した段階で指定管理者制
度に移行も含めた検討を行う。

　１９年度に，検討する。

4 検討 Ｂ 3 1

各コミュニ
ティ協議会が
指定管理者
として妥当
か，施設管
理を受託でき
るか検討

国分寺地区については，まだ，コミュニティ協議会が発足してい
ない。香川地区と庵治地区に関しては，指定管理者として受託す
るには時間がかかると思われる。

推進 推進

地域政策
課

市
民
政
策
部

②
は，
廃止

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

【斎場施設】
①　斎場公園の指定管理者制度の導入について，引続き検
討する。
②　平和荘集会室の利用促進を図るため，広報たかまつに
掲載するなどＰＲを強化する。

②　利用率の向上
　１８年度３０件/年を，２
１年度目標４５件/年（約
３０％の利用件数増）

3 推進 B 2 1
効果額
①9,637千円
②7,896千円

①指定管理者制度の導入については，正規職員配置の関係で
当面は直営で行う。また，平成19年度末で退職する正規職員１
人の補充を嘱託職員で対応した。
（正規職員を嘱託職員で補充　削減額　９，６３７千円）
②平成１９年度の利用件数は２２件で，集会施設等は平成１９年
度末に廃止した。
（平和荘の廃止に伴う削減額　前年度予算対比で７，８９６千円）

推進 推進

市民やす
らぎ課

市
民
政
策
部

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

【隣保・児童館等】
　試行で実施している隣保・児童館の休日開館の本格実施
や地域福祉事業，地域交流促進事業を拡充実施するほ
か，新たにデイサービス事業を実施するなど，市民サービス
の向上と施設の有効活用を図る。

①　地域福祉・地域交流
促進事業の拡充実施
②　隣保・児童館の休日
開館の本格実施
③　デイサービス事業の
実施

4 検討 B 2 3 検討

　 今後の隣保館等のあり方を検討する中で，事業の拡充や新規
事業の実施などを検討する必要があり，外部の検討委員会の設
置に向けて作業を進めていたが，行政の主体的な事業の検討で
あることから，現員の隣保館長等の職員で構成する検討会を立
ち上げ，定期的に検討会を開催している。

① 拡充事業の
実施

② 実施

人権啓発
課

市
民
政
策
部

施設の効率的運営
【高松市文化芸術ホール】

文化芸術ホ ルの現行の施設予約システムを更新時期
　施設予約システムを，１
９年度の更新時期にあわ

H19：▲ 4,911
H20 ▲ 4 911

文化芸術ホールの施設予約管理システムを，より効率的で機能
的なシステムに見直しし 経費の節減に努めた ▲4 911 ▲4 911

国際文
化 スポ

市

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

　文化芸術ホールの現行の施設予約システムを更新時期
にあわせて，より効率的で，機能的なシステムを構築し，施
設の有効利用を促進する。

９年度の更新時期にあわ
せて構築する。

H20：▲ 4,911
H21：▲ 4,911
累計 ▲14,733

1 ▲4,911 Ａ 5 ▲ 11,298
的なシステムに見直しし，経費の節減に努めた。 ▲4,911 ▲4,911 化・スポー

ツ局
国際文化
振興課

民
政
策

部

-2-



第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

【合併地区体育施設】
　合併地区の体育施設の維持管理について，現在の状況
等を十分把握した上で，近隣他施設との一括発注など仕様
の見直しを行い，経費節減を図る。

管理運営費（各種業務委
託料）
　２０年度目標　対１８年
度予算比２０％削減
　　１８年度：31,181千円
　　２０年度：24,945千円

H19：▲ 5,697
H20：▲ 6,236
累計▲11,933

1 ▲5,697 A 5 ▲ 7,812

１９年度は，近隣他施設との一括発注や業務の見直しを行い，
各種業務委託料の削減を図った。

▲6,236
指定管理者へ
移行

国際文
化・スポー
ツ局
スポーツ
振興課

市
民
政
策
部

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

【市民文化センター】
①　１９年度から，かがわ電子自治体システムに加入し，貸
館予約申込体制の充実を図る。
②　別館の貸館については，人数貸しから使用面の部分貸
しへ変更し，料金は２０年度から施行する。
　　（※１９年度の予約申込は本館が新システム，別館が従
来の台帳方式の２本立ての対応となる。）

①　１９年度に，新システ
ムへ移行する。
②　別館の貸館につい
て，２０年度利用分から
新システム方式とし，人
数貸しを面貸しへ変更す
る。
③利用者への制度の周
知徹底を図り，円滑な運
営に努める。

4
①　実施

②　推進
Ａ 5

①　実施

②　推進

　平成１９年度から，別館も合わせてかがわ電子自治体システム
に加入し，それによる貸館予約システムを運用することにより施
設の効率的な運営と利用率の向上を図っている。
　別館の料金については，平成２０年度から施行のため，平成１
９年３月に条例改正済みである。

②　推進 ②　推進 国際文
化・スポー
ツ局
市民文化
センター

市
民
政
策
部

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

【美術館】
　・小中高校生を対象に，特別展のチラシ等を全員に配布
するほか，園長・校長研修会等での周知活動による継続的
な美術館の利用促進を図る。
　・教職員研修，美術教育研修等の受入れやプログラムの
提案，有志教職員と連携した美術館主催講座の開催などを
図るほか，学校現場等からの要請に応じたテレビ会議授業
システム等による鑑賞教育授業への協力など学校教育活
動面からの利用促進を図る。
　・減免措置等の弾力的運用による団体鑑賞，施設見学，
職場体験学習等の積極的受け入れや，週休日無料開放制
度の積極的なアピールにより利用促進を図る。
　・子どもに美術を楽しみながら鑑賞する力を身につけても
らうことを目指す「アートで遊ぼう！」を，年６回前後実施す
る。
　・子どもが美術を創造する力を養い，幅広い美術表現方
法を体験して貰う「子どものアトリエ」を，年間３期（各期４
回）実施する。

①　「アートで遊ぼう！」
参加者数 ： 1２０人（Ｈ１
７実績比＋２０％）
②　「子どものアトリエ」
参加者数 ： 1４０人（Ｈ１
７実績比＋２５％）
③　学校教育活動による
団体鑑賞，施設見学参
加者数 ： 1，８00人（Ｈ１
７実績比＋２０％）
④　週休日無料開放参
加者数 ： 1，４０0人（Ｈ１
７実績比＋３０％）

ー 3 推進 B 1 4

① 123人

② 214人

③1,483人

④1,112人

①「アートで遊ぼう！(まるごと探偵クラブ含む)を年間９回開催
し，延べ１２３人の参加を得た。
②「子どものアトリエ」を７回開催し，延べ２１４人の参加を得た。
③学校行事による団体鑑賞の児童生徒延べ１，４８３人の入館
があった。
④週休土曜日の無料開放に伴う児童生徒延べ１，１１２人の入
館があった。

推進 推進

国際文
化・スポー
ツ局
美術館美
術課

市
民
政
策
部

1 2 6
戸籍事務総合管理シス
テムの整備

　戸籍事務（戸籍および戸籍附票のほか除籍の見出し管理
等）の電算化を図るとともに，住民記録システムとも連動し
た総合管理システムの構築することにより，事務処理の迅
速化による市民サービスの向上や事務処理の効率化，簡
素化を図る。

①　待ち時間の短縮
　・戸籍謄本の発行　２０
分→１０分
　・除籍謄本の発行　３０
分→１０分
②　事務処理の効率化
　・戸籍原本を保管して
いた支所および女木・男
木出張所の９か所の戸
籍事務処理を市民課で
一元処理する。

3 整備完了 Ａ 5

整備完了

効果額
 11,535　千
円

一次計画の現在戸籍，戸籍附票の電算化は終了し，Ｈ１９年１月
２０日システムが稼動している。二次計画の除籍・改製原戸籍の
電算化については，Ｈ１９年１１月２６日から稼動している。

電算化終了に伴い，市民課の職員は平成１９年度２名減，平成２
０年度２名減となり，平成２０年度予算ベースで算定すると
人件費：7,809,000円×4人＝31,236　千円　の減
戸籍事務統合管理システムの稼動に係る経費：19,701  千円
の増
効果額： 11,535　千円

市民課

市
民
政
策
部

1 2 6
財務会計システムの再
構築

　現在の財務会計システムは，３年度に稼働して以来，相当
年月が経過しており，使用環境は当時に比べ大きく変化し
ていることや，導入済みの電子申請システム，文書管理シ
ステム，電子入札システム，また，今後見込まれる各種収
納金の電子収納等の他システムとの連携を図ることにより
内部管理事務の業務効率の向上かつ簡素化を図り，さらに
は，総合計画・行政評価・予算決算を連携したシステムとし
て再構築を図る。
①　予算・支出・決算事務の効率化（財政課）
②　会計事務（審査支払い，出納の効率化と多様化に対
応）の効率化（出納室）
③　企画・予算・執行・決算・評価の一体化（企画課，行政改
革推進室，財政課）
④　各種共通庶務事務の改善（人事課）
⑤　各種システムとの連携（文書管理システム，電子入札・
調達システム等）（総務課，契約監理課，財産活用課）

　一体的な行政評価シス
テムを整備する。
①　１９・２０年度　新シス
テムの設計・開発
②　２１年度　新システム
の試行・一部運用
③　２２年度　新システム
の本格運用

4 ①　設計・開発 B 1 3 ①　設計

①　総合計画の進行管理，事務事業評価を効率的に実施するた
め，行政評価システムの構築（システム仕様書作成）に着手し，
システムの基本設計を概ね終えることができた。
　また同システムを効果的に運用するため，計画（事務事業）と
決算の一体化に向け新たな予算事項体系の整備について，企
画課・行政改革推進室・財政課で構成する三者会議を定期的に
開催し，調整の方向性等を協議し，9月～10月に約3週間かけて
企画・財政の担当レベルで各部局から出された総合計画の体系
別事業と現計予算事項の一覧表をもとに再構築のシミュレーショ
ンを実施した。

①　設計・開発 ②　試行・一部
運用

③　本格運用

企画課

市
民
政
策
部

1 2 6 自動交付機の機能拡充

　現行の磁気カード対応型に加え，ＩＣカード（住民基本台帳
カード）対応型の機能を追加する。
　また，対象証明を拡大するため，２０年度以降で，戸籍証
明について検討する。

　１９年度に，税関係証
明書も対象証明とするこ
とおよび自動交付機の増
設について検討する。 4

ＩＣカード対応型
の自動交付機
導入

B 1 4
ＩＣカード対応
型の自動交
付機導入

H２０年１月４日から現行の磁気カード対応に加え，ＩＣカード（住
民基本台帳カード)対応の機種に更新し，税証明の交付も可能と
なった。また，H２０年１月１５日からは，それまでの２台に加え，
新たに「ゆめタウン高松」に１台増設し，市民の利便性の向上を
図っている。

対象証明の拡
大検討

市民課

市
民
政
策
部

-3-



第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 8 補助金等の見直し

【地域の各種団体に対する補助金等の一元化】
　地域の各種団体に対する補助金等については，支出先を
地域コミュニティ協議会とし，支出元を地域振興課にそれぞ
れ一元化することにより，その地域全体が抱える問題の解
決が主体的，包括的に図られ，効率的で，効果的な補助金
等の活用が図られる。
　事業実施型で，交付対象団体が，限定されていない補助
金等については，統合・一元化し，地域みずからのまちづく
りを進める財源として，「地域まちづくり交付金制度」の創設
に取組み，１９年度から３補助事業を一本化した，地域の裁
量の働く形の交付金として制度化した。
　組織維持型または事業実施型であるが交付対象団体が
特定されている補助金等についても，「地域包括補助金」と
して申請を一元化し，地域コミュニティ協議会に交付するこ
ととする。

　１９年度に，３補助金の
再編・統合を進め，「地域
まちづくり交付金（仮
称）」として一元化を行
い，地域コミュニティ協議
会へ交付する。
　他の補助金についても
地域での合意形成を促
す中で，可能な限り２０年
度を目標に一元化を図
り，地域の財源として担
保することにより，一層
の自立化を促していく。

4

①　３補助金の
一元化実施

②　その他補助
金は順次実施

Ｂ 1 2

13事業中，
3事業一元
化，
7事業包括補
助金，
2事業対象外

平成１９年度に，地域ふれあい交流事業，地域で高齢者を支え
あう事業および地区文化祭事業の３事業を一元化した。平成２０
年度に，さらに自治会活動支援事業および地区保健委員会育成
支援事業を一元化し，５事業を一元化する。平成２１年度には，
その他の対象となる８事業を一元化し，計１３事業の一元化を目
標に進めている。

 自治会活動支
援事業および
地区保健委員
会育成支援事
業を一元化す
る。
 また，６事業を
選択補助金とし
て，一元化交付
金と合わせて
助成する。

対象としている
全13事業の財
源一元化を図
る

事業のあり方と
コミュニティプラ
ンの関係性の
検討

地域政策
課

市
民
政
策
部

1 2 8 補助金等の見直し

【自治会集会所新築等補助金】
①　自治会集会所新築等補助金について事前協議時に優
先度の設定を行う。
②　集会所改修補助金について補助対象工事の見直しを
する。

①　集会所改修補助につ
いて補助対象工事の見
直しをする。
②　集会所改修補助金
の１０％の削減を目標に
する。

2 実施 Ａ 5
補助採択基
準の見直し

集会所新築補助金については，優先度のを判断する基準を設定
した。
集会所改修補助金については，補助対象事業の見直し（空調機
の新設等を補助対象から除外）を実施した。

実施 実施

地域政策
課

市
民
政
策
部

1 2 8 補助金等の見直し

【防犯灯設置補助金】
　２１年度までに，防犯灯設置補助金について，連合自治会
連絡協議会防犯灯研究班にて制度の見直しを行う。
　・新設防犯灯補助については，地域負担の導入。

　１９・２０年度　見直し検
討
　２１年度　実施 2 検討 C 3 1

連合自治会連絡協議会防犯灯研究班で，防犯灯補助金の見直
しを実施する予定である。 案作成 実施

地域政策
課

市
民
政
策

部

1 2 8 補助金等の見直し

【防犯協会補助金】
　防犯協会の事業内容を精査し，補助基準を見直し，補助
金総額で約１０％削減する。

　１９年度に，防犯協会
の事業内容を精査し，補
助基準を見直し。
　２０年度に，補助金総
額で約１０％削減

H20: ▲1,300
H21: ▲1,300
累計 ▲2,600

1 見直し Ａ 5

各警察署の管内の見直しが予定されており，防犯協会の統合等
が落ち着いてから検討をする。 ▲1,300 ▲1,300

地域政策
課

市
民
政
策
部

1 2 8 補助金等の見直し

【同和対策事業の見直し】
　17年度に設置された「高松市同和施策の在り方検討委員
会」での報告書により，１８年度に委託職業訓練事業ほか１
事業と運動団体補助事業を廃止し，それに伴い，運動団体
委託事業を見直す中で，同委託事業を２３年度までに段階
的に削減しながら一般施策化する。

　１８年度に運動団体補
助事業を廃止する。
　２３年度までに，運動団
体委託事業を段階的に
削減しながら一般施策化
する。

H19：▲ 2,368
H20：▲ 4,513
H21：▲ 6,459
累計▲13,340 1 ▲2,368 Ａ 5 ▲ 2,368

　 17年度に設置された「高松市同和施策の在り方検討委員会」
での報告書により，１８年度から２２年度まで運動団体委託事業
をに段階的に削減しながら一般施策化することとしており，１９年
度分について削減を実施した。

▲4,513 ▲6,459 　２３年度に運
動団体委託事
業の一般施策
化

人権啓発
課

市
民
政
策
部

1 2 8 補助金等の見直し

【文化芸術ホール自主事業に対する補助金額の見直し】
　文化芸術ホールの指定管理者が同ホールを利用して行う
自主事業に対し補助金を支出しているが，入場料収入等の
事業収入増を図るとともに，国等の補助制度を利用すること
により，一般財源の抑制を促す。

　２０年度事業分から，補
助金を減額する。

H20：▲ 5,000
H21：▲ 5,000
累計▲10,000

1 Ｂ 1 4

文化芸術ホール自主事業補助金について，２０年度事業分から
減額している。 ▲5,000 ▲5,000 　自主事業の

実施状況を見
極め，補助を継
続するととも
に，さらに見直
しについて検討
する。

国際文
化・スポー
ツ局
国際文化
振興課

市
民
政
策
部

1 2 11
受益者負担（使用料等）
の見直し

【軽印刷使用料　男女共同参画センター】
　軽印刷使用料について，関連施設の使用料を勘案する中
で，見直しを行う。講座の受講料の徴収については，現在，
一部受益者負担としているが，更に指定管理者と協議する
中で検討する。

　軽印刷写し作成Ａ3判
以内100枚（1セット）につ
き＠10円⇒＠30円（20円
増，３倍）

H19 ： 50
H20 ： 50
H21 ： 50
累計 150

1 50 A 5 84

19年度に軽印刷使用料を見直したことや施設利用者が増えたこ
となどにより，現在のところ順調に増加している。
19年度実績　158千円（18年度　86千円）

50 50 企画課
（男女共
同参画推
進室）

市
民
政
策
部

1 2 13 合併協議事項

【夢励人プロジェクト事業補助金廃止】
　２１年度までに市民活動団体としての自主的な活動に移
行し，２１年度から事業補助金を廃止する。

　２１年度から，補助事業
を廃止する。

H21 ： ▲1,300

1 E

　２１年度までに市民活動団体としての自主的な活動に移行し，
補助金を廃止することから，自主財源を確保できるよう，事業の
活動を見直している。

▲1,300
企画課

市
民
政
策

部

1 2 13 合併協議事項

【高松市婦人団体連絡協議会補助金】
　女性団体育成費として,補助金を交付しており，１８年度は
合併初年度であったため，旧高松市分に合併地区分を含め
て交付したが，１９年度は見直しを行う。

　１９年度は，２６．６％削
減する。

H19：  ▲ 492
H20：  ▲ 492
H21：  ▲ 492
累計 ▲1,476

1 ▲492 Ｂ 1 5 ▲ 492

予定どおり，19年度に見直しを行った。
19年度1,360千円（前年度▲492千円，18年度1,852千円） ▲492 ▲492

企画課
（男女共
同参画推
進室）

市
民
政
策

部

1 2 13 合併協議事項

【塩江後継者育成事業費】
　塩江後継者育成事業は，２１年度から廃止する。

　２１年度から，廃止す
る。

H21 :  ▲2,200

1 E

計画どおり平成２１年度から廃止する予定である。
▲2,200

地域政策
課

市
民
政
策

部

1 2 13 合併協議事項

【自治会活動推進費】
　合併地区に対する自治会活動補助金については，国分寺
地区を除き，合併年度および１８年度に限り，各旧町の制度
のとおりとする

　１９年度から，廃止す
る。

H19： ▲34,346
H20： ▲34,346
H21： ▲34,346
累計▲103 038

1 ▲34,346 Ａ 5 ▲ 34,500

旧町制度の自治会活動補助金は，平成１９年度より廃止し，旧
高松市の制度に合わせている。
平成２０年度よりまちづくり交付金に統合される。

▲34,346 ▲34,346
地域政策
課

市
民
政

部
のとおりとする。 累計▲103,038

策
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 13 合併協議事項

【高松市火葬料補助金交付事業】
　国分寺町地区住民が綾川町設置の「綾川斎苑」を利用す
る場合，１８年度から５年間の時限で利用することが出来る
こととなり，これに伴い当該火葬料金の負担が増大するた
め，激変緩和措置として，１８年度から３年間に限って火葬
料補助金を交付する。

　２１年度から，廃止す
る。

H19：▲1,640
H20：▲1,640
H21：▲2,700
累計 ▲5,980 1 ▲1,640 B 1 3 ▲ 1,380

平成１９年度実績は，６６件，１，３２０千円 を交付した。
▲1,640 ▲2,700

市民やす
らぎ課

市
民
政
策
部

1 2 13 合併協議事項

【合併地区における文化事業等の見直し】
①　「石のさとフェスティバル」については，次回開催時（２１
年度）に，事業内容を見直し，経費を縮減する中で効果的な
事業実施に取組む。
②　「音のまつり」，「文化講演会」については，開催場所を
限定せず，全市的事業として実施するものとし，あわせて入
場料の有料化を検討する。
③　合併地区文化祭については，市の経費負担部分を見直
し，将来的には市の地区文化祭と同じ位置づけとする。

①　２０年度に，事業内
容を見直す。
②　１９年度から段階的
に見直す。
③　２２年度以降におい
て，支援経費の縮減を図
る。

H19：▲  3,340
H20：▲  3,340
H21：▲  3,340
累計▲ 10,020

1 ②  ▲3,340 Ｂ 1 3 ▲ 3,362

①「石のさとフェスティバル」については２１年度開催において，
事業内容を見直しし，効果的な事業実施に向けて検討中。
②「文化講演会」については，高松大学との共催事業「市民大
学」の中で開催するものとし，全市的事業として実施している。
「音のまつり」については全市的事業とするには困難であるが見
直しを検討中。
③合併地区文化祭については，実績に伴い，市の経費負担部分
を見直している。

②  ▲3,340 ②  ▲3,340
①　石のさと
フェスティバル
～次回（２４年
度）開催内容等
について見直
し・検討
②　音の祭り，
文化講演会～
継続
③　旧町文化
祭～支援経費
の縮減検討

国際文
化・スポー
ツ局
国際文化
振興課

市
民
政
策
部

1 2 13 合併協議事項

【牟礼エルバートン親善委員会への補助】
　エルバートン市との交流事業について，住民の自主的活
動へ移行するものとし，合併年度およびこれに続く３年間に
限り，財団法人高松市国際交流協会を通じ，３００千円を事
業補助する。

　２１年度から，補助事業
を廃止する。

H21 :  ▲300

1 Ｅ

実施時期未到来である。
▲300

国際文化
スポーツ
局
国際文化
振興課
（都市交

市
民
政
策
部

1 2 13 合併協議事項

【体育協会，スポーツ少年団，町民運動会への補助事業】
　合併年度の翌年度から段階的に調整し，４年度目におい
て統一する。

①　１８年度（１７年度の
７割）
②　１９年度（１７年度の
５割）
③　２０年度（１７年度の
３割）
　２１年度から，市制度に
統一する。

H19：▲ 3,306
H20：▲ 6,558
H21：▲10,224
累計 ▲20,088

1 ▲3,306 Ｂ 1 5 ▲ 3,306

１９年度は，当初の予定どおり１７年度の５割で実施した。

▲6,558 ▲10,224

国際文
化・スポー
ツ局
スポーツ
振興課

市
民
政
策
部

1 2 13 合併協議事項

【体育施設使用料の減免措置】
　合併年度およびこれに続く３年度に限り，現行のとおりと
する。

　２１年度から，廃止す
る。

H21： 14,100

1 Ｅ

１９年度は，合併協議に基づき，減免措置を継続して実施した。

14,100

国際文
化・スポー
ツ局
スポーツ
振興課

市
民
政
策

部

1 2 13 合併協議事項

【生涯スポーツ推進費（県派遣社会教育主事受入事業）】
　市の制度に統一するため，合併地区の社会体育担当の
県派遣社会教育主事受入事業（牟礼町・香川町・香南町各
１人）を廃止し，負担金（人件費２分の１相当分）の削減を図
る。

　１９年度から，取止め
る。

H19：▲  3,500
H20：▲  3,500
H21：▲  3,500
累計▲ 10,500

1 ▲3,500 A 5 ▲ 3,500

１９年度から，取止めた。

▲3,500 ▲3,500

国際文
化・スポー
ツ局
スポーツ
振興課

市
民
政
策
部

1 3 2

政策形成機能および総
合調整機能を発揮でき
る有機的な組織づくりの
検討

　政策形成機能および総合調整機能を発揮できる有機的な
組織づくりを検討する。
①　企画部門の政策形成および総合調整機能の強化
②　新たな政策課題および横断的課題等に即応できる体制
の整備
③　各部局の自主性・自立性を高めるとともに，政策立案機
能や調整機能等の充実を図る，部長の企画調整権限の充
実強化
④　県との連携を図るため，調整機関を設置する。

①　１９年度　検討
②　２０年度　実施

④　１９年度　設置（継
続）
　検討・調整事項
　・共同実施する施策事
業
　・関連事業の事前調整
　・情報交換

4

①　検討

④　設置・運用

A 5

①　検討

④　設置・運
用

①②③　企画部門の政策形成および総合調整機能の強化につ
いて，平成２０年度の組織機構の見直しの中で検討した。
④　「香川県・高松市政策連携会議」を設置し，情報交換を行うと
ともに，必要に応じてトップ会談を開催している。

②　実施・推進

④　設置・運用

②　実施・推進

④　設置・運用

　

企画課

市
民
政
策
部

1 3 2 地域行政組織の見直し

　「地域行政組織と本庁機能のあり方」の中で，再編・統合
など，支所・出張所のあり方の見直しを行う。

　１９～２１年度　検討・
実施

4 検討・実施 Ａ 5 検討・実施

平成１８年度に市民政策部（市民部）として，検討し，報告済みで
ある。
全庁的な検討委員会の設置が必要である。

検討・実施 検討・実施
地域政策
課

市
民
政
策

部

1 4 1 外郭団体等の見直し

【㈶高松市文化芸術財団】
　高松市文化芸術ホールの指定管理者に指定
①　事業運営体制や組織体制を再度見直すことにより，施
設管理体制や事業実施体制の充実を図り，公共性と専門
性を備え，かつ収益性を備えた財政基盤のしっかりとした財
団とする。
②　団体等に係る情報公開に取組む。

　２１年度指定更新
　１９年度の財団役員の
改選に併せて，財団の組
織体制を充実させる。

4
財団役員の改
選

Ｂ 1 4 実施

１９年度の役員改選に伴い，財団の組織体制をより充実させた。
２１年度の指定管理者更新に向けて，今までの実績から，事業
運営体制や組織体制の見直しをしている。

決定 更新
国際文
化・スポー
ツ局
国際文化
振興課

市
民
政
策
部

1 4 1 外郭団体等の見直し

【㈶高松市スポーツ振興事業団】
　高松市総合体育館ほか９施設の指定管理者である高松
市スポーツ振興事業団の次期指定管理者更新時の公募選
定に向けた経営改善等について，そのあり方の抜本的な見
直しを指導する。

　２１年度指定更新
  ２０年度までに，公募選
定に向けて，経営改善の
取りまとめと事務局体制
の見直しを指導する。

4 Ｂ 2 4

１９年度は，指定管理者のモニタリング実施等を通して，経営改
善へ向けての指導を行った。

決定 更新

国際文
化・スポー
ツ局
スポーツ
振興課

市
民
政
策
部振興課 部

-5-



第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 4 1 外郭団体等の見直し

【㈶高松市国際交流協会】
①　管理運営の効率化・適正化を図るため，事務事業のあ
り方を見直し，運営の自立化を推進する。
②　協会職員の人材育成研修を実施するとともに，外国語
に対応できる即戦力のある人材を雇用する。

①　行政，協会，民間交
流団体の役割分担を明
確化する中で，事務事業
を見直し，協会の中間支
援機能を充実する。
　協会の自立化を高める
ため，中・長期的な経営
計画を策定する。
②　協会職員の資質向
上を図るため，意識改
革・能力開発研修を実施
するとともに，外国語に
対応できる人材を雇用
し，通訳・翻訳の有料実
施を行い，自主財源の確
保を図る。

H20 :  200
H21 :  200
累計   400

1

①－１実施

②実施
Ａ 4 665

①高松市国際交流協会において，民間国際交流団体との情報
交換会を開催し，中間支援機能の充実を図る。
②外国語に対応できる人材を雇用し，ホームステイの受入れ手
配や通訳業務の有料実施など，事業収入の増加を図っている。

①－２
実施

②　200 ②　200
国際文化
スポーツ
局
国際文化
振興課
（都市交
流室）

市
民
政
策
部

2 1 1
コミュニティバス等の運
行方法の見直し

　合併に伴い引き継いだコミュニティバス等については，利
用者が少なく，経常収支率が低いといった課題があり，現在
の利用状況，地元の意向，経常収支率，欠損補助金の額な
どを総合的に勘案し，需要に見合った利用しやすい運行形
態とするため，１９年度に，コミュニティバスの運行形態を見
直す。

　１９年度に，コミュニティ
バスの運行形態を見直
し，利用率の向上を図
る。 3 結論 A 2

塩江・香川・
国分寺地区
コミュニティ
バスの運行
形態を見直
した。

　本年２月に設置した、住民の代表等で構成する塩江・香川・国
分寺地区コミュニティバス等利用促進協議会において、利用率向
上に向けたルー協議を重ね、１０月から改善運行形態の試験運
行に取り組んでいる。
　今後においても、同協議会において、利用率向上に向けた取り
組みを行っていく。

企画課
（交通政
策室）

市
民
政
策
部

2 1 1

合併後の文化施設（文
化芸術の発表・鑑賞の
場としてのホール）整備
のあり方

　類似市における文化施設整備基準や整備の考え方等に
ついて調査を行い，本市の財政状況を踏まえる中で，合併
後の高松市域における文化施設等の整備方針を決定し，
目的に応じた適正規模の施設整備を行う。

　類似市の文化施設整
備基準・整備の考え方等
調査結果に基づき，１９
年度に本市における文
化施設等の整備方針を
まとめる。

4
庁内検討委員
会の設置・協
議・決定

Ｂ 1 3 実施

国分寺地区における文化施設の整備について，関係課で庁内検
討会を設置し検討している。20年度中に検討協議会を立ち上げ
整備方針をまとめる予定。

国際文
化・スポー
ツ局
国際文化
振興課

市
民
政
策
部

2 1 1
市民文化センター(平和
記念室を含む。）のあり
方検討

　類似施設の耐用年数の関係で今後１０年程度のうちに，
市民文化センター施設(平和記念室を含む。)のあり方の検
討を行う必要があることから，現施設での投資，保守，点
検，修理は最小限にする。
　駐車料金の有料化については，同施設のあり方検討の動
向を見極める必要があり，施設改修経費の把握に努める。
・こどもけ向けの科学を中心とした生涯学習拠点施設の整
備の検討
・庁内の検討組織の立上げ

　２１年度に，庁内組織を
設置する。

4 Ｃ 3 未実施

　市民文化センターのあり方検討については，不特定多数の者
が利用する公共施設としての性格上，「建築物の耐震改修の促
進に関する法律」に基づき，特定建築物の所有者の努力義務が
あるとの考えから，まちづくり戦略計画において，耐震化および
改修事業を重点取組事業とした。結果として示達で再検討となっ
たことから，今後は，法令上の耐用年数を踏まえつつ，利用可能
な間は必要最小限の修繕を加えながら現施設を管理運営してい
く中で，市民文化センターの将来のあり方について検討する。

施設整備につ
いて庁内での
検討

国際文
化・スポー
ツ局
市民文化
センター

市
民
政
策
部

3 1 1 ＮＰＯ等との協働の推進

　「ＮＰＯと行政の協働を進めるための指針」を活用し，協働
に関する研修等を実施することで意識啓発を行う。また，「Ｎ
ＰＯと行政との協働に関する基本計画〔改訂版〕」における
重点項目を
　分権型社会に対応する協働推進体制の整備と効果的
なしくみづくり
　広域化した市域に対応するための活動拠点機能の整
備充実
　ＮＰＯや企業等と行政のコミュニケーションの促進
　協働推進のための意識改革および人材育成
として，各計画項目を全庁的に推進する。

NPOとの
・共催事業
・補助金交付事業
・事業委託
・事業協力
・スタッフ募集
等の実施状況を把握し，
協働を推進する。

4
 
推進 B 1 5

・参加・協働
事業　８５事
業

「NPOと行政との協働に関する基本計画（改訂版）」の施策体系
に沿って，現段階における協働の取組状況および協働事業の可
能性について全庁調査を実施した。本調査により，今後，協働の
度合い調査（計画段階からの協働，実施段階からの協働等）を
含め実績調査を実施していく。

 
推進

 
推進

地域政策
課
（市民協
働推進
室）

市
民
政
策
部

3 1 2
地域コミュニティの構築・
支援

　合併地域においては，連合自治会組織が設立されたばか
りであり，地域によって地域コミュニティ活動に対しての理
解・認知度に温度差がある。
　したがって，地域コミュニティ構築支援事業補助金，コミュ
ニティまちづくり活動支援事業を継続して実施し，地域コミュ
ニティ組織設立に向けて支援を行うほか，まちづくりサポー
ター制度，まちづくりアドバイザー設置事業および地域コミュ
ニティ人材養成事業を併せて実施することにより，組織の構
築等に対して支援を行う。また，旧高松市域の地域コミュニ
ティ組織に対しても，組織の運営自立の強化を図る。
　長期的には，コミュニティビジネスの導入による自主的・自
立的なまちづくり活動の導入を検討していく。

①　合併地域の全ての地
区（１１連合自治会）にお
いて地域コミュニティ組織
を構築する。
②　コミュニティビジネス
の導入を検討する。

3 ①　構築着手 Ｂ 2 3

合併町協議
会中
5協議会構築
4協議会未構
築

平成１８年度中に合併町のうち２協議会が構築され，平成１９年
度には，さらに３協議会が構築された。平成２０年度中に残る４協
議会の構築を目標に設立準備会等を立ち上げて取り組んでい
る。（コミュニティ協議会の合計地区数は，協議の経過の中で，１
１から９に減少した。塩江地区が３→１。）
なお，コミュニティビジネスについての取り組みについては，課税
の問題等も含めて，今後さらに検討を進めて行きたい。

①　構築完了 ②　導入検討 ②　導入検討

地域政策
課

市
民
政
策
部

4 1 1 接遇研修の充実

　市民課と保険年金課が合同で実施している窓口応接研修
に参加するなど，接遇研修の充実に取組む。

　市民サービスの向上に
取組む。
　年１回開催する。 3 実施・継続 Ａ 4 実施・継続

窓口応接研修に参加するなどして，接遇研修につとめて，市民
サービスの向上に努めた。 実施・継続

実施・継続
市民やす
らぎ課

市
民
政
策

部

4 1 1
窓口における市民サー
ビスの向上

　朝のあいさつを全員で行う。
　職員が交代で，カウンターの前に出て，午前８時３０分に
市民に対するあいさつを全職員で行い，市民サービスの向
上への意識高揚を図る。

　市民サービスの向上
に，窓口におけるあいさ
つは重要である。
　市民満足度　８０％超を
目指す

3 Ａ 4 実施

毎日，午前８時３０分の始業時に，市民に対するあいさつを全職
員で行い，市民サービス向上への職員の意識高揚を図ってい
る。 実施・継続 市民課

市
民
政
策

目指す。
策
部

4 1 1
フロアマネージャーの配
置等

　フロアマネージャーを配置（非常勤嘱託職員１名が常駐）
し，届書等の記載指導や受付案内を実施し，市民サービス
を推進する。

　窓口サービスの向上に
取組む。
　市民満足度８０％超を
目指す。

3 推進 Ａ 5 推進

非常勤嘱託職員をフロアマネージャーとして配置し，申請書等の
記載指導や窓口案内を行い，市民サービスの向上に努めてい
る。 推進 推進 市民課

市
民
政
策

部
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

4 1 1 接遇研修の充実

　接遇研修を充実する。 　市民サービスの向上に
取組む。
　市民満足度８０％超を
目指す。
　年１回，毎年度実施す
る。

3 実施・継続 Ａ 4 実施・継続

H１９年４月１２日に新任者を対象に接遇研修を実施。

実施・継続 実施・継続 市民課

市
民
政
策
部

4 1 1
繁忙期における窓口取
扱時間の延長

　繁忙期における平日の窓口取扱時間を午後７時まで延長
し，利用者の利便性の向上を推進する。
　休日における窓口開設について関係各課において検討
し，日曜日の開庁を試行する。
　休日開庁：１９年度から，試行的に，３月末および４月初め
の日曜日（２日間）を開庁し，平日（特に月曜日）の窓口混
雑の緩和を図る。

　繁忙期における平日の
窓口取扱時間を延長し，
利用者の利便性の向上
を推進する。
①　休日開庁：２０年３月
末および４月初めの日曜
日に実施予定。
②　市民満足度　80％超
を目指す。

3
①　実施

②　推進
B 1 5

①　実施

②　推進

繁忙期の平日の時間延長をH１９年３月２６日（月）～４月６日
（金）の１０日間，午後５時～７時まで実施。また，３月２５日（日）
と４月１日（日）の午前８時３０分～午後５時に休日開庁を実施
し，市民の利便性の向上に努めている。 ①　実施

②　推進

①　実施

②　推進
市民課

市
民
政
策
部
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

背表紙ページ
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 1 4 債権回収の取組

【塩江ケーブルネットワーク施設使用料】
　督促，電話催告のほか，催告書および臨戸訪問により対
応しているが，今後，臨戸訪問の強化などにより，収納対策
の強化に取り組む。

  ２１年度までに，
① 現年分収納率につい
ては９９．５０％ （１７年
度：９９．０８％）
② 滞納繰越分収納率に
ついては５．０％ （１７年
度：１．８％）

3 B 2 3

１８年度
現年度収納
率99.45%
滞納繰越分
収納率1.8%

現年度中に臨戸訪問等により翌年度への滞納繰越分を減らすよ
う努めた結果，現年度分の収納率は向上しつつある。

①　99.20％

②　2.5％

①　99.35％

②　3.8％

①　99.50％

②　5.0％

情報政策
課

総
務
部

1 2 1
事務事業評価
（内部評価・外部評価）

　公民の役割分担および費用対効果の観点から，「業務の
総点検」として事務事業の全般を見直し，サービス提供主
体の選択，徹底した簡素・効率化・経費節減，公共サービス
の品質向上，事務事業の統廃合等に取組む。
①　業務の総点検に当たっては，事務事業評価を計画推進
の中心機能として活用する。
②　事務事業評価では，第三者機関による外部評価を実施
する。また，外部委託化等を実施した業務に対する監視・評
価の手法を検討する。
③　現行の事務事業評価を施策・政策評価までを含む総合
的な評価とするため，行政評価システムを構築する。

①　２１年度までに検討・
実施
②　毎年度実施（後段
は，１９年度実施）
③　２１年度に導入

4

①　検討・実施

②　実施

③　設計・開発

B 2 4

①　検討

②　実施

③　設計

①　業務の総点検の中心機能となる事務事業評価について，③
のシステム構築の中で検討した。

②　新しい総合計画の実施計画である，まちづくり戦略計画に係
る重点取組事業および新規事業１１７事業のうち，当初計画１０
２事業のうちから１２事業を選定し，行政評価部会による外部評
価を実施し，平成２０年３月に公表した。
　外部委託化等を実施した業務に対する監視・評価手法は，改
革監視部会を３回開催し，検討した。

③　新たに行政評価システムを構築することにより，評価範囲を
より上位の施策・政策まで広げ，さらに，行政経営の根幹をなす
「総合計画」および「行政評価」を一体管理し，的確な行政評価
が次年度以降の実施計画に直接反映されるよう，仕様の打合せ
を行った。

①　検討・実施

②　実施

③　設計・開発

①　検討・実施

②　実施

③　導入・運用

人事課
（行政改
革推進
室）

総
務
部

1 2 1 外部監査制度の推進

　専門的知識を有する包括外部監査人による外部監査を実
施し，必要な場合は個別外部監査を実施する。

　適正かつ効率的な行政
運営に取組む。
　　・契約する包括外部
監査人：年１人
    ・実施する項目件数：
年２～３件

4
推進

Ａ 5 推進

　包括外部監査については，平成１９年４月１日に契約を締結
し，
　①介護老人保健施設こくぶんじ荘の運営管理について
　②未利用資産の活用および売却について
をテーマに監査を実施している。

推進 推進 総務課
総
務
部

1 2 1 文書浄書事務の見直し

　コピー用紙購入および複写機借上にかかる経費の削減を
図る。

　全庁的な経費削減が図
れるよう，具体的方策を
検討する。

H19: ▲ 16,600
H20: ▲ 16,600
H21: ▲ 16,600
累計▲ 49,800

1
▲16,600

B 2 2 ▲10,534 　

　複写機の借上料については，平成１９年度更新機から競争見
積をした結果，約1,000万円の削減が見込まれる。
　用紙・複写機の使用については，引き続き全庁的に経費削減
を呼びかける。

▲16,600 ▲16,600 総務課
総
務
部

1 2 1
被災証明書の迅速・公
正な交付

【H17-18 職員提案】
　災害発生後に，迅速で公正な被災証明の交付を行い，市
民生活の安定につなげるとともに，いち早い災害復旧を図
るため，市災害対策本部調査班において被災証明書の交
付手続の見直しを検討させる。

　１９年度に，検討協議・
報告書を作成する。
　２０年度に，実施する。

4
検討協議
報告書作成 Ｂ 3 2 検討協議

　平成18年度に庁内防災担当者会において，市災害対策本部調
査班関係部局へ協力を依頼し，マニュアル作成等について協議
していくこととした。
　平成19年度では先進地事例など資料を収集しており，平成20
年度に調査班を対象とした検討会を設置し報告書を作成する予
定である。

実施
危機管理
課

総
務
部

1 2 1
システム更新に伴う機器
の見直し

　他自治体との共同開発・運用，民間施設等を利用するＡＳ
Ｐシステム，アウトソーシングなど新たな手法を検討する。
　各部署縦割りのシステムを横断的に見直（全体最適化）し
システム開発・運用の効率化を行う。

　システム等更新に伴う
最適化の実施
　・配置パソコンの使用
年数の延長（４年⇒５年）
　・サーバ等機器統合・
更新による節減

H19:     68,421
H20:▲100,330
H21:▲  48,530
累計▲ 80,439 1

（68,421）
Ａ  5 　

①汎用コンピュータの更新を行い，安価で高機能の機器を導入
した。
②職員の個人パソコンのリース期間を４年から１年延長し，リー
ス料の節減を図った。 ▲　100,330 ▲48,530

情報政策
課

総
務
部

1 2 1
市政情報専用チャンネ
ルの見直し

①　市民提供番組の本数増加を実施し，番組作成の効率
化と市民参加型の番組づくりを進める。
②　市政情報番組の制作方法について，経費面も含め，そ
のあり方を見直す。

①　市民提供番組を，１９
年度に，倍増する。（17
年度２４本→１９年度４８
本）
②　１９年度に，制作経
費を２０％以上縮減す
る。

②
H19 : ▲ 2,736
H20 : ▲ 2,736
H21 : ▲ 2,736
累計  ▲ 8,208

1

①　実施　24本
増

②　▲2,736
Ｂ 2 3 　

①実施24本
増

　市政情報番組の制作方法について，計画どおり，あり方を見直
したが，地上デジタル放送対応のための経費や，広報番組制作
の担当職員（非常勤）の退職に伴い，一部業務を新たに委託した
ことなどにより，効果額目標は達成できなかった。

②　▲2,736 ②　▲2,736

広聴広報
課

総
務
部

1 2 1
市民に読まれる広報紙
づくり

①　現状の広報紙（月２回，16頁，２色刷り）について，情報
の整理，レイアウトの工夫，取材を主とした新企画を実施
し，広報紙の内容充実に取り組む。
②　より競争性を高めることにより，広報紙作成経費の縮減
に取組む。

①　１６年度の広報活動
アンケートの広報紙の読
む程度の調査において，
「見出し程度以下」の割
合１５％を半減（５０％
減）させる。
②　２０年度に，作成経
費を２０％以上縮減す
る。

②
H20: ▲ 29,525
H21: ▲ 29.525
累計▲ 59,050

1
①　10％減

Ｂ 2 4 ▲ 53,317
①15%→
16%，6.7%増

　広報紙の充実として，新たに合併町の情報ページを設定すると
ともに，２色刷りからカラー刷りに変更し，読みやすい紙面つくり
に努めた。
  今後，文字サイズの拡大について検討し，より読みやすい紙面
を目指す。

①　20％減

②　▲29,525

①　20％減

②　▲29,525

広聴広報
課

総
務
部

1 2 1
広報テレビ・ラジオ番組
の見直し

　広報テレビ・ラジオ番組について，今後，番組制作方法や
放送時間・経費面も含め，そのあり方を見直す。

　１９年度に，制作経費を
１０％以上縮減する。

H19: ▲ 1,046
H20: ▲ 1,046
H21: ▲ 1,046
累計▲ 3,138

1
▲1,046

Ａ  5 ▲ 1,376 　

　広報テレビおよびラジオ放送番組の番組制作方法等を見直し
た。

▲1,046 ▲1,046
広聴広報
課

総
務
部

1 2 1 電子会議室の見直し

　市民からの意見聴取のあり方や行政と市民の役割分担の
見直しの観点から，廃止も含め，そのあり方を抜本的に見
直す

　１９年度に，電子会議
室のあり方についての結
論を出す

4
決定

Ａ  5 決定

　平成２０年４月３０日をもって廃止することとした。

実施
広聴広報
課

総
務
部直す。 論を出す。 課
部
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 2 市場化テストの導入

　行政の役割を重点化する観点から，「競争の導入による
公共サービスの改革に関する法律」に基づく，戸籍・住民票
や納税証明の交付事務など特定公共サービス等を，官民
競争を経て，民間事業者へ委託する市場化テストについ
て，対象事務の現状を踏まえ，制度導入に係る課題や条
件，経費節減の効果等，様々な角度から検討を実施する。

　先行事例を調査・研究
するなど，制度導入に関
する検討を進める。

4
検討

Ｂ 2 2 調査

　先行事例等情報の収集を行った。引き続き，先行事例等の情
報収集を行う。

（中間集約） （中間集約）

人事課
（行政改
革推進
室）

総
務
部

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

【塩江ケーブルネットワーク】
　スタジオ等の有効活用を図るとともに，施設の効率的な管
理・運営のあり方について見直す。

①　スタジオ等の施設利
用率を高める。（１７年度
利用日数２２日を２倍に
する。）
②　施設の公設民営化
について，国と協議を進
め，２０年度までにその
あり方についての結論を
出す

3
①　実施

Ｂ 2 2
①実施
（19年度実
績：なし）

スタジオの附帯設備（モニター，放送設備）は，全開庁日に利用
している。
ただし，スタジオ本体の利用が十分ではなく，今後，地元への開
放のあり方等についても，検討する。

②決定

①
広聴広報
課
②
情報政策
課

総
務
部

1 2 6 電子市役所構築

　次期情報化計画（平成２０年～）を策定し，全体最適化を
基本とした電子市役所の構築を実施する。
①　戸籍事務総合管理システムの整備（市民課）
②　公共施設利用総合情報システムの拡充（市民スポーツ
     課，生涯学習センター）
③　電子申請・届出システムの整備（情報システム課）
④　電子調達（CALS/EC）システムの整備（監理課）
⑤　情報提供システムの拡充（情報システム課）
⑥　データ保護とシステムの安全対策（情報システム課）
⑦　パソコン・ネットワーク等の充実（情報システム課）
⑧　職員の情報活用能力向上（情報システム課）
⑨　財務会計システムの再構築（庶務課，人事課，情報シ
ス
　　テム課，企画課，行革推進室，財政課，財産活用課，出
　　納室，監理課）
⑩　文書管理システムの構築（庶務課）
⑪　住民基本台帳カードの多目的利用（情報システム課）
⑫　電子申告システムの整備（市民税課）
⑬　電子カルテシステムの整備（市民病院医事課）
⑭　災害対策本部のオンライン化（庶務課防災対策室）
⑮　地理情報システム（ＧＩＳ）の整備（財産活用課公有財産
管理室）

①　１９年１月本稼働
②　１９年度拡充完了
③　１６年度完了，随時
拡充整備
④⑤　随時拡充整備
⑥　随時実施
⑦　１２年度完了，随時
拡充整備
⑧　随時実施
⑨　２１年度本稼働
⑩　１７年度完了，情報
公開サーバ整備
⑪⑫　随時検討
⑬　２０年度本番稼働
⑭　１８・１９年度で整備
⑮　随時拡充整備

4
計画策定

Ａ  5

「高松市情報
化推進計画」
(平成２０年
度～２４年
度）を策定

　情報通信技術を活用して，第５次高松市総合計画に基づく政
策・施策の実現を推進するため，本市情報化政策の方向性・施
策を体系的に示す「高松市情報化推進計画」（計画期間：平成２
０年度～２４年度）を策定した。
　高松市情報化推進計画は「～すべての市民が情報化の恩恵を
享受・実感できる地域情報化の推進と簡素で効率的な行財政シ
ステムの構築を目指して～」を基本理念として，「１行政サービス
の向上」，「２行政の簡素・効率化」，「３地域の情報化」の３つの
目標を掲げ，市民の視点と費用対効果の視点に立って情報化に
関する施策や事業を推進するものとしている。

推進 推進
情報政策
課

総
務
部

1 2 6

データ保護とシステムの
安全対策/
パソコン・ネットワーク等
の充実

　高松市電子市役所の推進・強化（大量データを速く，安全
に送信）のためネットワークの高速化を行う。
　日々，進化するネットワーク脅威（ウィルス被害，情報漏え
いなど）に対応するためにセキュリティ強化を実施する。

①　本庁舎内ネットワー
クの高速化（１００Ｍ⇒１
０００Ｍ）とセキュリティ強
化を実施し，技術的な情
報漏えい防止率100％を
維持する。
②　出先機関のセキュリ
ティ強化を実施する。
③　高速化・セキュリティ
強化に対応したパソコン
に更新する。

3

①　実施
①　マシン室の
入退室管理を
強化

③　設計

Ａ  4

①　実施
①　マシン室
の入退室管
理を強化
②　研究
③　設計

１９年９月に本庁舎内ネットワークの高速化を実施した。
１９年３月に静脈認証システムを導入し，マシン室入退室管理を
強化した。

③　実施

②　強化検討
情報政策
課

総
務
部

1 2 6
財務会計システムの再
構築

　現在の財務会計システムは，３年度に稼働して以来，相当
年月が経過しており，使用環境は当時に比べ大きく変化し
ていることや，導入済みの電子申請システム，文書管理シ
ステム，電子入札システム，また，今後見込まれる各種収
納金の電子収納等の他システムとの連携を図ることにより
内部管理事務の業務効率の向上かつ簡素化を図り，さらに
は，総合計画・行政評価・予算決算を連携したシステムとし
て再構築を図る。
①　予算・支出・決算事務の効率化（財政課）
②　会計事務（審査支払い，出納の効率化と多様化に対
応）の効率化（出納室）
③　企画・予算・執行・決算・評価の一体化（企画課，行政改
革推進室，財政課）
④　各種共通庶務事務の改善（人事課）
⑤　各種システムとの連携（文書管理システム，電子入札・
調達システム等）（庶務課，監理課，財産活用課）

　一体的な行政評価シス
テムを整備する。
①　１９・２０年度　新シス
テムの設計・開発
②　２１年度　新システム
の試行・一部運用
③　２２年度　新システム
の本格運用

4 ①　設計・開発 Ａ  4 ①　設計

　新財務システムによる財務処理の電子決裁化を図るため，既
に導入されている文書管理システムとの連携について検討を
行った。

①　設計・開発
②　試行・一部
運用

③　本格運用 総務課
総
務
部
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 6
財務会計システムの再
構築

　現在の財務会計システムは，３年度に稼働して以来，相当
年月が経過しており，使用環境は当時に比べ大きく変化し
ていることや，導入済みの電子申請システム，文書管理シ
ステム，電子入札システム，また，今後見込まれる各種収
納金の電子収納等の他システムとの連携を図ることにより
内部管理事務の業務効率の向上かつ簡素化を図り，さらに
は，総合計画・行政評価・予算決算を連携したシステムとし
て再構築を図る。
①　予算・支出・決算事務の効率化（財政課）
②　会計事務（審査支払い，出納の効率化と多様化に対
応）の効率化（出納室）
③　企画・予算・執行・決算・評価の一体化（企画課，行政改
革推進室，財政課）
④　各種共通庶務事務の改善（人事課）
⑤　各種システムとの連携（文書管理システム，電子入札・
調達システム等）（庶務課，監理課，財産活用課）

　一体的な行政評価シス
テムを整備する。
①　１９・２０年度　新シス
テムの設計・開発
②　２１年度　新システム
の試行・一部運用
③　２２年度　新システム
の本格運用

4
①　設計・開発

A 4 ①　設計

④　各種共通庶務事務の改善（人事課）
　　　出退勤管理，休暇管理，休日・時間外勤務管理，その他人
事・給与関係の各種届出申請管理などのシステム設計を進めて
いる。

①　設計・開発
②　試行・一部
運用

③　本格運用 人事課
総
務
部

1 2 6
財務会計システムの再
構築

　現在の財務会計システムは，３年度に稼働して以来，相当
年月が経過しており，使用環境は当時に比べ大きく変化し
ていることや，導入済みの電子申請システム，文書管理シ
ステム，電子入札システム，また，今後見込まれる各種収
納金の電子収納等の他システムとの連携を図ることにより
内部管理事務の業務効率の向上かつ簡素化を図り，さらに
は，総合計画・行政評価・予算決算を連携したシステムとし
て再構築を図る。
①　予算・支出・決算事務の効率化（財政課）
②　会計事務（審査支払い，出納の効率化と多様化に対
応）の効率化（出納室）
③　企画・予算・執行・決算・評価の一体化（企画課，行政改
革推進室，財政課）
④　各種共通庶務事務の改善（人事課）
⑤　各種システムとの連携（文書管理システム，電子入札・
調達システム等）（庶務課，監理課，財産活用課）

　一体的な行政評価シス
テムを整備する。
①　１９・２０年度　新シス
テムの設計・開発
②　２１年度　新システム
の試行・一部運用
③　２２年度　新システム
の本格運用

4 ①　設計・開発 Ａ 3 ①　設計

①　総合計画の進行管理，事務事業評価を効率的に実施するた
め，行政評価システムの構築（システム仕様書作成）に着手し
た。
　また同システムを効果的に運用するため，計画（事務事業）と
決算の一体化に向け新たな予算事項体系の整備について，企
画課・行政改革推進室・財政課で構成する三者会議において調
整を進めた。（平成２０年秋の当初予算（平成２１年度分）入力時
より適用予定）

①　設計・開発
②　試行・一部
運用

③　本格運用

人事課
（行政改
革推進
室）

総
務
部

1 2 6
住民基本台帳カードの
多目的利用

　市民の利便性を向上させるための道具として「住基カー
ド」の多目的利用を検討・導入する。

　住民基本台帳カードが
使用できる新住民票自
動発行システム導入の
検討を開始し，１９年度
中に多目的利用数を１項
目増やす。

3

・多目的利用の
調査検討

・自動発行機導
入

Ａ  5

・１項目増

・自動発行機
導入

平成２０年１月に，住民基本台帳カードを利用できる証明書自動
交付機を本庁，香川支所およびゆめタウンに設置した。

・多目的利用の
調査検討

・自動発行機導
入

・多目的利用の
調査検討

・自動発行機導
入

情報政策
課

総
務
部

1 2 8 補助金等の見直し

　経常的な補助金等について，今後，実施時期・方法等の
検討を経て，「高松市補助金等交付システム見直し基準」に
基づき，見直しを行う。

　実施時期・方法等の検
討・実施

4 検討・実施 Ａ  4 検討・実施

　平成１９年度行財政改革計画取組状況（中間報告）において，
実施項目「補助金等の見直し」の進捗状況等の把握を行った。

検討・実施 検討・実施

人事課
（行政改
革推進
室）

総
務
部

1 2 9 主要な業務コストの公表

(施設維持管理コストを除く)
　市民および職員の行政コストに対する意識を高め，経費
等の適正化に資するため，主要な業務に係る経費および市
税負担額等を算定し，類似都市との比較などを用いて市民
にわかりやすい形で公表する。
　なお，コスト算定は行政評価システムの活用を含めて検討
する。

①　類似都市との比較な
どによる業務コスト算定
方式を開発する。（要綱
整備）
②　主要１００業務に係る
業務コストを公表する。

4
①　検討・開発
（実施要綱の策
定）

Ｂ 3 2 ①　調査

①　類似都市との比較などによる業務コスト算定方式を開発する
ため，他都市の公開状況，算定方式等について調査した。

①　試行
（１０業務程度）

②　実施

人事課
（行政改
革推進
室）

総
務
部

1 2 12 収入増対策（駐車場）

　職員間の公平性を確保するとともに，職員のマイカー通勤
を自粛し，公共交通機関の利用を促進するため，出先機関
等における職員の駐車場使用についての基準を作成する。

①  １８年度　基準作成
②  １９年度　検討・協議
③　２０年度　実施 4

②  検討・協議
B 2 2 ②　協議

　職員間の公平性を確保するとともに，職員のマイカー通勤を自
粛し，公共交通機関の利用を促進するため，出先機関等におけ
る職員の駐車場使用についての基準（案）を作成し，労使協議中
である。

③  実施 人事課
総
務
部

1 2 12 収入増対策（広告料）

　自主財源のさらなる確保を図るため，広報たかまつへの
広告掲載に係る広告料について見直す。

　１９年度に，広告料収
入を２倍以上にする。

 H19:   4,260
 H20:   4,260
 H21:   4,260
 累計 12,780

1
4,260

Ａ  5 5,436 　

　自主財源の確保のため，広報たかまつ等への広告掲載の確
保に努めた。

4,260 4,260
広聴広報
課

総
務
部

1 2 13 合併協議事項

【防災行政無線（同報系）の戸別受信機の経費負担】
　合併地区に設置している防災行政無線（同報系）の戸別
受信機の経費負担については，合併年度及びこれに続く３
年度に限り，現行どおりとしている。

　２１年度から，廃止す
る。

H21 :  ▲3,354

1 Ｅ

　平成20年度に該当各支所と制度廃止に向けた対応についての
検討会を開催する予定である。

▲3,354
危機管理
課

総
務
部

数 適

　合併効果の早期実現，事務事業の整理見直しやアウト
ソーシングを積極的に推進し，行政を簡素・効率化すること
により行政コストを削減するため，職員の適正配置に努める
とともに，引き続き職員数の適正化に取り組む。

　既存の計画を見直し，
新計画を策定・実施す
る。

H19 ：
     ▲  573,340
H20 ：
     ▲  867,756
H21 ：

▲1 731 216

計画策定・実施
▲511 118

▲511,118
般会計

　合併効果の早期実現，事務事業の整理見直しやアウトソーシ
ングを積極的に推進し，行政を簡素・効率化することによりコスト
を削減するため，職員の適正配置に努めるとともに，職員数の適
正化に取り組む。
　19年度においては，23年度までの新たな計画を策定するととも
に 89人を削減した （水道 消防部門除く ） 事

総
務1 3 1 職員数の適正化      ▲1,731,216

累計
     ▲3,172,312

1
▲511,118
（一般会計分）

A 5 （一般会計
分）

に，89人を削減した。（水道，消防部門除く。）

  「高松市職員数の適正化計画」策定（平成19年7月）
　　計画期間　平成19年度～平成23年度
　　数値目標　390人（11.4%）削減（水道，消防部門除く。）

▲ 859,959 ▲ 1,311,822 人事課 務
部
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 3 1 職員数の適正化
▲62,222
（企業会計・特
別会計分）

▲62,222
（企業会計・
特別会計分）

▲ 7,797 ▲ 419,394 人事課
総
務
部

1 3 1 市長等の給与の見直し

　市長，副市長，水道事業管理者，教育長，識見を有する
者のうちから選任された常勤の監査委員の給料月額につい
て，高松市特別職の職員の報酬等審議会の意見を聴きな
がら適正化を推進する。

　市長等の給料の適正
化に取組む。

4
推進

Ａ 5 推進

　高松市特別職の職員の報酬等審議会の答申を尊重し，平成１
９年４月１日からの市長等の給料月額は据え置くこととし，平成１
７年４月１日から実施していた減額措置は実施しないこととした。 推進 推進 総務課

総
務
部

1 3 1 給与等適正化

　国の給与制度に準ずるとともに，市民の理解を得られる適
正な給与水準とし，健全な財政運営に向け，計画的に総人
件費を抑制する。
①　過重労働による健康障害防止の観点からの時間外勤
務時間の上限設定，ノー残業デーや振替・代休制度の活用
の徹底，ワークシェアリングによる非常勤嘱託職員等の配
置などにより，時間外勤務を縮減する。
②　特殊勤務手当の見直しを行う。
③　国の制度に準拠した退職手当の見直しを行う。
④　給料表の見直し，昇給時期の統一（年１回１月），地域
手当の新設，管理職手当の定額化など，国に準じた給与構
造の改革を行う。

①  全所属において，毎
年，時間外勤務の縮減
に向けての具体的な方
策を検討し，１８年度を基
準に，３年間で約１５％の
時間数を減ずることによ
り，累計で約２．２億円の
手当額を縮減する。
②  支給額については，
月額から日額への変更
を検討するとともに，廃
止を含めた見直しを積極
的に進める。
③  国家公務員に準じた
退職手当制度を確立す
る。
④　国家公務員に準じた
給与構造の改革を行う。

①
H19：
      ▲ 37,262
H20：
      ▲ 74,524
H21：
      ▲111,786
累計
      ▲223,572

1

①　▲37,262
(▲13,550h)

②  検討，見直
し

③  実施

④　実施

A 3 ①▲33,671

　国の給与制度に準ずるとともに，市民の理解を得られる適正な
給与水準とし，健全な財政運営に向け，計画的に総人件費を抑
制する。
①　過重労働による健康障害防止の観点からの時間外勤務時
間の上限設定，ノー残業デーや振替・代休制度の活用の徹底，
ワークシェアリングによる非常勤嘱託職員等の配置などにより，
時間外勤務を縮減（▲12,284h）した。
②　国に準拠した退職手当制度の見直しを行うため，関係条例
等を改正した。
③　給料表の見直し，昇給時期の統一（年１回１月），地域手当
の新設，管理職手当の定額化など，国に準じた給与構造の改革
を行うため，条例等を改正した。

※効果額については，19年度において取組み中の時間外縮減
方策の実績が確定していないことから，19年度決算時において
修正報告予定とする。

①　▲74,524
(▲27,100h)

②  検討，見直
し

①　▲111,786
(▲40,650h)

②  検討，見直
し

人事課
総
務
部

1 3 2 組織機構の見直し

　時代の要請に合致した機動的，機能的な組織機構の再整
備について，合併も踏まえ，幅広い視点から検討する。
平成１９年度
・　都市開発部と土木部を統合し，都市整備部とする。
・　歴史資料館と菊池寛記念館の業務組織を文化振興課へ
統合する。
平成２０年度以降
　組織再編に係る課題である，主要項目を中心に見直しを
図る。
　主要項目）
　　・地域行政組織と本庁機能のあり方
　　・開発・建設部門の再編
　　・契約事務の一元化
　　・市長部門と教育委員会部門の所掌事務のあり方
　　・事務処理権限の下位職・出先への委譲

①　１９年度～２１年度
検討・実施
②　１９年度　主要な課
題に係る検討体制を整
備する。

4
①　検討・実施

②　実施
Ａ 4

①　検討・実
施

②　検討

①　平成２０年度において，なお一層，政策主導型組織の機能性
と実効性を高める観点から，行政組織全般に及ぶ見直しを実施
した。
　見直しの主な視点
　　ア　市長部門と教育委員会部門の所掌事務のあり方の見直
し
　　イ　芸術文化，スポーツ，国際・国内交流の一体的な推進
　　ウ　企画部門の政策形成機能および総合調整機能の強化
　　エ　危機管理体制の確立
　　オ　契約事務の一元化
　　カ　不法投棄対策，調査指導体制の充実
　　キ　教育委員会事務局の見直し

②　地域行政組織と本庁機能のあり方について，庁内検討会の
設置等を含め，検討の進め方について協議した。

人事課
（行政改
革推進
室）

総
務
部

1 3 2
部長の権限強化
（人事権）

　効果的な行政運営を図るため，部内の責任者である部長
に，部内の一定範囲の人事異動権を付与し，部長の権限を
強化する。

①  １９年度　先進都市
の調査
②  ２０年度　検討
③  ２１年度　実施

4
①  先進都市の
調査 Ａ 5

①  先進都
市の調査

部内の責任者である部長に，部内の一定範囲の人事異動権を
付与し，部長の権限を強化する方策について，中核市，類似都
市，県内他市の状況の調査，取りまとめを行った。 ②  検討 ③  実施 人事課

総
務
部

1 4 1 外郭団体等の見直し

【㈶香川県市町村職員互助会】
　当該法人に係る役員名簿，事業計画，予算書，決算書等
を既にホームページ（公益法人情報公開共同サイト）に掲載
している。

①　掲載内容の充実等を
図ってもらいつつ，公表
を継続してもらう。
②　本市ホームページに
リンクする。

4

①　推進

②　実施 B 2 3

①　推進

②　協議

①　公表を継続中である。

②　本市ホームページにリンクするため，互助会と協議・調整中
である。

人事課
総
務
部

1 4 1
指定管理公募選定に伴
う対策検討

　指定管理者については，平成２１年度から基本的に公募
制となることに伴い，
①　外郭団体の組織の効率化を推進する方策
②　外郭団体が指定を受けなかった場合のプロパー職員の
処遇策を外郭団体関係課，行政改革推進室，人事課で検
討する。

①　庁内検討組織を設
置，対応策検討
②　公募制対策実施

4

①　設置

②　検討
Ａ 4

①　設置

②　検討

①　庁内検討組織を平成２０年１月に設置した。

②　検討会において外郭団体が指定を受けなかった場合のプロ
パー職員の処遇策等について検討し，対応方針を決定した。

②　実施
人事課

総
務
部

1 4 1
指定管理公募選定に伴
う対策検討

　「指定管理者制度導入計画」に基づき，非公募選定(指名)
により指定管理者の指定をしている団体については，次期
更新時（２１年度）公募選定に備え，庁内検討組織を設置
し，経営の改善指導など，環境整備の対策検討を進める。

①　１９年度　庁内検討
組織を設置する。
②　１９・２０年度で，公募
選定に係る方針を整理
する。

4
①　設置

②　検討
Ａ 4

①　設置

②　検討

①　庁内検討組織を平成２０年１月に設置した。

②　検討会において外郭団体が指定を受けなかった場合のプロ
パー職員の処遇策等について検討し，対応方針を決定した。

②　実施

人事課
（行政改
革推進
室）

総
務
部

2 1 1
技能職員の業務のあり
方に係る検討

　技能職員の業務について，内容を精査し，真に行政が直
接実施しなければならないもの，または代替措置がとれな
いものを除き，基本的には，すべての業務について，廃止ま
たはアウトソーシングすることを検討したうえで，中長期的な
展望に立った方向づけを行う必要があることから，組合側と
協議・検討するための組織として，「技能職員の業務のあり
方に係る検討委員会」を設置し，同委員会を開催する中で，

①　「技能職員の業務の
あり方に係る検討委員
会」開催
②　実施

4

①　検討委員
会設置・開催

②　推進

A 4

①　検討委
員会設置・開
催

②　推進

①　「技能職員の業務のあり方に係る検討委員会」については，
設置後６回開催している。

②　組合に対して，業務の委託・嘱託化等の推進による平成２０
年度から２３年度までの技能職員の増減数を提示し，単年度ごと
に協議を進めることとしており，平成２０年度は，総数で２４人減
とすることで合意を得た。

①　開催

②　推進

①　開催

②　推進
人事課

総
務
部

合意に至った業務について，順次，廃止またはアウトソーシ
ングを進めていく。
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

3 2 1 職員の意識改革

　職員一人ひとりが，市民サービスの提供者として，また，
行財政改革の担い手としての自覚を持ち，能力や資質の向
上を図るとともに，改革の必要性を認識し，実践につなげて
いけるよう意識改革を進める。
　このため，研修制度の充実や新たな人事管理制度の導入
など，体系的な人材育成を推進し，職員の意識啓発に取り
組む。

①　「さわやかサービス」
の推進
　　・さわやかサービス推
進チームによる施策の検
討および実施
　　・接遇マナーの向上
②　人材の育成の推進
　　・職員研修（自主研
修，職場研修，職場外研
修）の充実
　　・人材育成に関する
情報の発信
　　・育成後の人材の有
効活用
③　職員の活力を引き出
す人事管理制度
　　・人事評価制度の検
討
　　　（目標管理制度，能
力評価・実績評価の導
入）
　　・人事・給与への人事
評価結果の活用

4

①　推進

②　推進

③　検討

B 2 3
①②　推進
③　検討

　　職員一人ひとりが，市民サービスの提供者として，また，行財
政改革の担い手としての自覚を持ち，能力や資質の向上を図る
とともに，改革の必要性を認識し，実践につなげていけるよう意
識改革を進めるため，研修制度の充実や新たな人事管理制度
の導入など，体系的な人材育成を推進し，職員の意識啓発に取
り組んだ。
  ①さわやかサービス関係
　　　さわやかサービス推進チームⅢにより，接遇に関する職員
の意識調査や市民の意見を捉えるための新市民アンケートを実
施し，その対応を情報開示した。また，その成果を今後の施策に
適切に反映させるため，報告書を市長に提出するとともに，行政
サービスを提供する上の指針となる「高松市職員CSクレド（信
条・志）」の作成や「さわやかサービスガイド」のリニューアルを行
い，全職員共通のキャッチフレーズを掲載した啓発用プレートと
胸章（ネーム）を一元化するなど，平成２０年４月から新たに「さ
わやかサービスⅢ」を実施することとした。
　②人材育成関係
　　　平成１９年度高松市職員人材育成計画に沿って，計画的に
研修を実施したほか，本市における喫緊の行政課題に対応する
ための特別研修を新たに実施した。
　③人事評価関係
　　　新たな人事評価制度の構築に向け，他市の状況調査およ
び制度構築に係る業務委託等の検討を行った。

①　推進

②　推進

③　試行（管理
職）

①　推進

②　推進

③　検討
（全職員実施の
検討）

人事・給与への
評価結果の活
用検討

③全職員実施

人事・給与への
評価結果の活
用

人事課
総
務
部

3 2 1
｢さわやかサービス」の
推進

　接遇マナーの向上推進，接遇マナー向上のための新たな
施策を全庁的に推進し，実効性を確保する。

①　職員の意識改革，市
民サービスの満足度の
向上を図る。
②　市民満足度８０％超
を目指す。
③　さわやかサービス推
進チームの公募・発足，
新施策の検討・提言，施
策の推進

3

①，②推進

③　チームⅢの
新施策の検討・
提言
　
③　施策の推
進

A 2
①②推進
③実施

さわやかサービス推進チームⅢにより，接遇に関する職員の意
識調査や市民の意見を捉えるための新市民アンケートを実施
し，その対応を情報開示した。また，その成果を今後の施策に適
切に反映させるため，報告書を市長に提出するとともに，行政
サービスを提供する上の指針となる「高松市職員CSクレド（信
条・志）」の作成や「さわやかサービスガイド」のリニューアルを行
い，全職員共通のキャッチフレーズを掲載した啓発用プレートと
胸章（ネーム）を一元化するなど，平成２０年４月から新たに「さ
わやかサービスⅢ」を実施することとした。
②市民を対象に実施した市民サービスアンケートの満足度53%

①，②推進

③　施策の推
進

①，②推進

③　チームⅣ
（仮称）の公募・
発足，新施策
の検討・提言

③　施策の推
進

人事課
総
務
部

文言
修正

3 2 2
職員の活力を引き出す
人事管理

　地方分権の推進に向け，職員の意識改革を進めるため，
人事評価制度を核として人材の育成，配置・異動，給与上
の処遇などが相まった，新たな人事管理システムを確立す
る。
　１５年度から，職員として経験しておくべき分野の職場をで
きるだけ早い段階で経験できるように，新規採用職員のジョ
ブローテーションを制度化し，「税務・福祉等部門」，「事業
部門」，「管理・企画部門」に順次配置している。
　新規採用後１０年経過するまでの間は，一つの課への在
課年数が３～４年を超えないよう，ジョブローテーションの運
用を厳正に行う。

①　人事評価制度の検
討（能力評価，実績評価
の導入）
②　人事評価制度の試
行（管理職）
③　人事評価結果を人事
異動に活用（管理職）
④　人事評価制度・全職
員実施の検討
⑤　給与・人事への人事
評価結果の活用検討
⑥　人事評価制度・全職
員を対象とした本格実施
⑦　給与・人事への人事
評価結果の活用
⑧　活力を引き出すため
の人事配置制度の実施
（ジョブローテーション管
理など）

4
①　検討

B 2 3 ①　検討

　人材の育成，配置・異動，給与上の処遇などが相まった，新た
な人事管理システムの核となる人事評価制度の構築に向け，他
市の状況調査および制度構築に係る業務委託等の検討を行っ
た。

②試行（管理
職）

③活用（管理
職）

④全職員実施
の検討

⑤給与・人事へ
の活用検討

⑥全職員対象
（本格実施）

⑦給与・人事へ
の活用

⑧ジョブロー
テーション管理
など実施

人事課
総
務
部

3 2 2 人材育成の推進

　人材育成の総合的な取組みとして，職場会議の定期的な
実施など人を育てる職場環境，仕事の進め方，人事管理や
職員研修を充実させる。
　研修効果と人事管理との連携策について検討する。

　職場の活性化を図り，
市政の効率的運営を進
め，市民サービスの向上
を図る。

3

職員研修の推
進
　
助成研修数10
回

A 2 ①　推進

人材育成の総合的な取組みとして，職場会議の定期的な実施な
ど人を育てる職場環境，仕事の進め方，人事管理の充実に取り
組むとともに，新たに公務員倫理研修，女性職員エンパワー研
修，住民と行政の協働研修を実施するなど，職員研修の充実を
図った。

職員研修の推
進
　
助成研修数10

職員研修の推
進
　
助成研修数10

人事課
総
務
部

3 2 2
勤務成績不良者に対す
る研修制度の導入等

　公務能率の向上や組織の活性化を図るため，勤務成績
の不良，適格性の欠如等公務を遂行するうえで著しく問題
がある職員に対し，継続的な，研修，指導を行うなど必要な
措置を講じる「職務遂行能力向上特別支援プログラム」を実
施する。

①　制度の導入
②　研修の実施（各年）

4
②　実施・継続

A 5
②　実施・継
続

　公務能率の向上や組織の活性化を図るため，勤務成績の不
良，適格性の欠如等公務を遂行するうえで著しく問題がある職
員に対し，継続的な，研修，指導を行うなど必要な措置を講じる
「職務遂行能力向上特別支援プログラム」を実施している。
　平成19年度プログラム適用職員に対し，5月から10月までの
間，プログラムに基づく職場研修を実施した。

②　実施・継続 ②　実施・継続 人事課
総
務
部

3 2 2
職員の情報活用能力向
上

　庁内ネットワークシステムを安全かつ有効に活用し，効率
的業務ができる職員を育成するとともに，提供システムの充
実を図る。
①　新入職員研修（グループウエア・文書管理システム操作
研修）
②  セキュリティー等情報関連講演会実施
③  ｅ－ラーニングコンテンツ等の充実
④ グループウエア等の活用による内部事務の効率化

①②　毎年継続・充実実
施
③   コンテンツの充実
④　 グループウエア機能
を最大限に活用したシス
テム構築
⑤　 内部・外部監査実施
に向けての組織をつくる

3

①②③　充実

④　職員FAQシ
ステム構築運
用

Ａ  4

①②③　継
続実施

④　職員FAQ
システム構
築

庁内ネットワークシステムの有効活用（ファイルサーバーの容量
拡大）およびコンテンツの充実を図った。 ①②③　充実

④　グループウ
エア機能を活
用したシステム
構築

①②③　充実

情報政策
課

総
務
部④　グル プウ ア等の活用による内部事務の効率化

⑤  セキュリティー内部検査，内部監査，外部監査の実施
に向けての組織をつくる
⑥　 内部監査を２０・２１
年度において全課の3分
の1ずつ実施し，外部監
査の実施に備える。

⑤　内部検査
拡張，内部監
査実施準備

⑤　内部検
査実施

⑤　内部監査
実施　（全課の
3分の1）

⑤　外部監査
実施準備

部
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

3 2 3
職員提案の積極的な運
用

　職員の問題解決能力を図るとともに，職員の創意・工夫を
事務事業の改善や施策等に反映するため，職員提案への
積極的な応募を促し，提案・採択・実施の状況を公表する。

　職員提案を積極的に運
用する。
①　提案件数　３０件/年
（毎年９月末締）
②　運用状況の更新公
表　年４回以上 3 推進 Ａ 2 推進

①　平成１８-１９年度（H18.10.1-Ｈ19.9.30）　提案件数：１８件
　Ａ提案(自由)１０件（採択２，一部採択３，趣旨採択４，見送り１）
　Ｂ提案(実績)　２件（採択１，趣旨採択１）
　Ｃ提案（テーマ）　６件（一部採択２，趣旨採択２，見送り２）
　　提案件数は目標を下回った。今後とも，本市の行財政運営に
ついて，広く職員から提案を求め，行政の効率性の向上，市民
サービスの向上その他行政上の効果の増大を図るとともに，職
員の参画意識の高揚を図っていく。

②　更新公表：１回

推進 推進

人事課
（行政改
革推進
室）

総
務
部

3 3 2 人事給与等の公表

　職員の人事，給与および福利厚生に関する状況を，ホー
ムページ等で公表するとともに，市民が見やすくかつ理解し
やすいものにし，人事行政の公平性，透明性をより高める。
①　１７年９月から，職員数，給与，勤務条件等を公表した
「高松市人事行政の運営等の状況について」のホームペー
ジ掲載を継続して推進する。
②　「市職員給与などの状況」の広報たかまつ，ホームペー
ジ掲載を継続して推進する。

　他の中核市などの類似
団体との比較や経年比
較を行う等，内容の充実
を図りながら，定員・給与
等の状況の公表を継続
する。 4

推進
A 5 推進

①　１７年９月から，職員数，給与，勤務条件等を公表した「高松
市人事行政の運営等の状況について」のホームページ掲載を継
続中であり，１９年度公表分からは，一部の項目について，前年
度の数値を載せたり，グラフを用いるなど，分かりやすい構成に
変更したところである。
②　「市職員給与などの状況」の広報たかまつ，ホームページ掲
載を継続中であり，１９年度分も既に広報たかまつ（９月１日号）
に掲載したほか，今後，ホームページへも，より詳細な内容を掲
載予定である。
今後においても，市民が見やすく，分かりやすい情報の開示に努
めたい。

推進 推進 人事課
総
務
部

3 3 3 外部委託業務の公表

　外部委託業務の現状や今後の計画等について，市民に
対して的確に情報提供する。
　情報の公表・提供に当たっては，市民にとってわかりやす
いものとなるよう，適切な工夫をする。

①　１９年度　公表要領
の作成
②　２０年度から公表す
る。

4 ①　実施 B 2 2 ①　調査

①　市民の立場から，外部委託化業務に係る改革監視の手法を
制度設計する「改革監視部会」での検討とあわせて，他都市の
事例を調査した。 ②　実施 ②　実施

人事課
（行政改
革推進
室）

総
務
部

3 3 5
外郭団体等に係る組織・
経営状況等の公表

　外郭団体等の管理運営の適正化を図るため，組織・経営
状況等を公開する。
　（行政改革推進法第５７条の規定に基づき，本市が出資
等をしている外郭団体等に対し，当該団体の職員数および
職員の給与に関する情報の公開を要請する。）

①　本市の４分の１以上
出資法人に対し，情報公
開を要請する。
②　上記①に併せ，「第
三セクターに関する指針
(１５年１２月１２日付総務
省自治財政局長通知)」
等に基づき，法人の経営
状況を，わかりやすく情
報公開する。

4

①②
実施要領の調
整
実施

B 2 2 ①　調査

①②　　平成１９年度行財政改革計画取組状況（中間報告）にお
いて，実施項目「外郭団体等の見直し」の進捗状況等の把握を
行った。

①②
実施要領の調
整
実施

①②
実施要領の調
整
実施

人事課
（行政改
革推進
室）

総
務
部

3 3 6 情報公開の推進

　情報公開条例の趣旨に則り，同条例を適切に運用し，情
報公開を推進する。

　市の諸活動について市
民に説明する責任を全う
し，市民の市政に対する
理解と信頼を深め，公正
で民主的な市政を実現
する。

4
推進

Ａ  4 推進

　情報公開条例に基づく公開請求に対しては，情報公開審査会
の答申や判例を参考とし，適切な公開に努めている。また，行政
資料として市民に情報提供できる情報については，積極的な提
供に努めている。 推進 推進 総務課

総
務
部

3 3 6 審議会等の公開の推進

　審議会等の透明性を高め，市政への理解と参加を推進す
るとともに，幅広い市民の意見を反映させるため，１８年１０
月１日から施行した新たな指針等に基づき，審議会等の会
議の公開を推進する。

　・会議開催通知をホー
ムページに掲載するとと
もに，終了後は会議記録
を作成・公表する。
　・会議は，原則公開とす
るほか，内容の一部に非
公開情報が含まれてい
る場合等は，審議順序の
変更を行うなど，公開で
きる部分は極力公開する
よう指導する。
　・会議の公開状況およ
び会議記録作成状況を
点検する。（年１回）

4
推進

Ａ 5 推進

　平成１９年４月に，会議の公開状況および会議記録作成状況を
調査・点検するとともに，インフォギャラリーにて，１８年１０月に改
正した附属機関等の会議の公開および委員の公募に関する指
針の遵守等を全庁に周知した。
　また，会議開催通知をホームページに掲載し，審議会等の透
明性の向上に努めた。

推進 推進 総務課
総
務
部

3 3 6
情報提供システムの拡
充

　インターネット等の双方向性の情報通信技術を利用して市
民に情報を発信する。
①　 市民向けＦＡＱデータベース対応のシステムを構築す
る。
②　 ２０年度までにホームページ上で地図を提供できる仕
組み（WebＧｉｓ）について方針を決定する。

①　 １９年度に，構築す
る。
②　 ２０年度までに，方
針決定する。 4

①　構築
Ａ  4

①　構築実
施

②　研究

市民向けＦＡＱシステムを構築するとともに，「市長への提言」「報
道発表資料」の公表のためのシステムを構築し，１２月から運用
を開始した。

②　決定
情報政策
課

総
務
部

3 3 6
ホームページの総括管
理

　市民に対してわかりやすく，最新の情報を提供するツール
としてのホームページを統括管理する体制について，その
あり方を見直す。

　１９年度に，ホームペー
ジの総括管理の体制を
見直す。
　２０年度までに，あり方
についての結論を出す。

4
検討

Ａ  5 検討

　ホームページの管理体制のあり方について，関係課と調整を
行った結果，いわゆるハード面を除いて，平成２０年度から，広
聴広報課が総括的に担当することとした。 実施

広聴広報
課

総
務
部

3 3 6 「市長への提言」の公表

　多様な要望等に対する行政情報を市民と共有するため
ホームページへの公表を実施する。

　１９年度に，公表する。

4
実施

Ａ  5 実施

　ホームページへの公表のためのシステム構築に取り組み，平
成１９年１２月１０日以降に寄せられた提言，回答内容を，原則と
して，ホームページに掲載している。

広聴広報
課

総
務
部
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

3 3 6
「市政出前ふれあいトー
ク」の推進

　よりタイムリーなテーマを取り入れるなど，内容充実に取り
組むほか，周知方法を見直す。

　２１年度までに，実施件
数を１７年度の３０％増と
する。
（参考）１７年度１５７件
（３０%増 →２００件）

3
実施件数の
１０％増 Ａ  5

実施件数の
約２０％増

平成１９年度実施件数　１８８件（１７年度の約２０％増）
市政出前ふれあいトークのテーマを見直すとともに，テーマ数を
増やして利用促進に努めている。
　（テーマ数：１８年度　１１７，１９年度　１２５，２０年度　１３１）

広聴広報
課

総
務
部

3 4 2
行革取組結果・進捗状
況の評価組織

　行財政改革の取組結果・進捗状況の評価に当たり，その
客観性を高め，透明性を確保するため，引き続き，「高松市
行財政改革推進委員会」を設置し，市民の立場からの点検
等を行う。

①　１９年度　委員会を設
置（継続）する。
②　毎年度　委員会提言
等を公表する。

4
①　設置

②　実施
Ａ 4

①　設置

②　実施予
定

①　平成１９年４月に新たな任期（１９～２０年度）による行財政改
革推進委員会を設置した。

②　行財政改革計画の１９年度の取組実績に対する委員会から
の意見を付し，平成２０年６月に公表予定

人事課
（行政改
革推進
室）

総
務
部

3 4 3 事務事業の評価組織

　事務事業評価を中心とする「業務の総点検」の実施に当
たり，その客観性と透明性を確保するため，市民の立場か
らの評価等を行う担当部会を行財政改革推進委員会に設
置する。

①　１９年度に，担当部
会を設置する。
②　毎年度　外部評価を
実施し，結果を公表す
る。 4

①　設置

②　実施
Ａ 5

①　設置

②　実施

①　平成１９年４月に，担当部会である「行政評価部会」を設置し
た。

②　新しい総合計画の実施計画である，まちづくり戦略計画に係
る重点取組事業および新規事業１１７事業のうち，当初計画１０
２事業のうちから１２事業を選定し，行政評価部会による外部評
価を実施し，平成２０年３月に公表した。

人事課
（行政改
革推進
室）

総
務
部

3 4 4
外部委託化業務に係る
改革監視組織

　民間事業者へ外部委託等をした業務の事後状況につい
て，市民の立場からの監視・点検等を行う担当部会を，行
財政改革推進委員会に設置する。

①　１９年度　担当部会を
設置する。
②　１９年度　手法を制度
設計（要綱整備）し，施行
する。
③　２０・２１年度　監視・
点検を実施し，結果を公
表する。

4 ①②　実施 Ａ 2
①　実施

②　検討

①　平成１９年４月に，担当部会である「改革監視部会」を設置し
た。

②　部会を３回開催し，外部委託化業務に係る改革監視の手
法，制度設計について検討した。 ③　実施

人事課
（行政改
革推進
室）

総
務
部

3 5 1 広聴広報機能の充実

　市民満足度評価システムの整備等の検討
　現行体制での処理を充実する中で，系統だった市民への
周知機関として機能するよう取組む。

　提出意見数，アクセス
件数の増加

3
検討

Ａ 5 検討

　今後，市民満足度調査等の調査内容や結果について，市民に
分かりやすく提供できる方法について,検討した。

検討 実施
広聴広報
課

総
務
部

3 5 2 委託化業務調査

　外部委託等を実施した業務については，事後の業務状況
を把握し，改善・見直しに役立てるため，モニタリングや利用
者アンケート等を実施する。
　ホームページに寄せられる意見等も参考にする。

①　委託化業務調査要
領を作成する。
②　毎年度，市民意識調
査を実施する。
③　①の要領に基づく取
組を実施する。

4
①　作成
②　実施

Ｂ 2 3
①　検討

②　実施

①　市民の立場から外部委託化業務に係る改革監視の手法を
制度設計する「改革監視部会」における制度構築と合わせて検
討した。

②　市民意識調査については，新しい総合計画の進行状況を把
握するために実施することとし，企画課の所管とした。平成１９年
度調査を実施した。

③　実施

①③
人事課
（行政改
革推進
室）

総
務
部

3 5 3
パブリック・コメントの実
施・運用

　パブリック・コメントの効果的な実施，運用
　「高松市パブリック・コメント手続要綱」に基づき，「実施手
続要領（仮称）」を定めるなど，パブリック・コメントの効果的
な実施，運用を図る。

　１９年度に，手続要領を
定める。
　提出意見数，アクセス
件数の増加

3
要領策定

推進

Ａ 4
要領（案）策
定

　パブリック・コメントの事務処理の効率化，標準化をさらに図る
ため，実施マニュアル（案）を策定した。
　平成２０年４月に公表予定

推進 推進

人事課
（行政改
革推進
室）

総
務
部

3 5 3
パブリック・コメントの実
施・運用

　パブリック・コメントの効果的な実施，運用
　現行体制での処理を充実する中で，系統だった市民への
周知機関として機能するよう取組む。

　提出意見数，アクセス
件数の増加

3
①推進

Ａ  4 ①推進

　本市ホームページ上に，パブリック・コメントのコーナーを設け，
各課が実施しているパブリック・コメントの情報整理を行い，市民
に提供している。 ①推進 ①推進

広聴広報
課

総
務
部

4 1 1 申請書等押印の見直し

　１７年８月に，市が市民に提出を求めている申請書等の書
類に係る押印および記載事項の見直しを実施したが，引き
続き，当該規則の一部改正時等の機会を捉え，これらの見
直しの促進を図る。

　例規審査委員会の案
件を審査する際，申請書
等押印の見直しについて
主管課と協議する。
（年４回）

4
推進

Ａ 5 推進

　様式の整備を伴う規則改正において，適宜押印および記載事
項の見直しを行った。

推進 推進 総務課
総
務
部

4 1 1
市民を温かく迎えるさわ
やかな市役所づくりの推
進

　市民に親しまれる市役所づくりのため，市民ホールでのフ
ロアコンサート，小学校訪問演奏会を実施する。

①　フロアコンサート実施
目標   　４回/年
②　小学校訪問演奏会
実施目標  　１０回/年

3
①　②　推進

A 4
①　②　推進

①　４回（６・９・１２・３月）実施済み。

②　９回（男木・牟礼・屋島西・塩江・牟礼北・大野・檀紙・下笠
居・牟礼南の各小学校）実施済み。

①　②　推進 ①　②　推進 人事課
総
務
部

文言
修正

4 1 1
電子申請・届出システム
の整備

　各種申請・届出を市民の身近な場所で提供できるように
する。
　住民等の利便性の向上や業務の効率化において高い効
果が期待できる手続きについて検討し，各種手続きが自宅
からでも可能となるようにすると同時に，バックオフィス（内
部事務）の見直し再構築を行い，住民サービスの向上，利
用率の向上を図る。
　かがわ電子自治体ｼｽﾃﾑの更新時期に合わせ（20年度ま
で），電子申請・届出ｼｽﾃﾑに関する次期方針を決定する。

①　高い利用頻度が見
込まれ，直接住民等の利
便性の向上に繋がる申
請・届出書の種類を増や
す。
　　市民満足度　８０％超
を目指す。
②　電子申請・届出ｼｽﾃ
ﾑ利用に関する次期方針
を決定する。

3

①　申請・届出
書の電子化拡
張

Ａ  4 ①　協議

各種電子申請・届出は，香川県と県内の市町で共同運営してい
る「かがわ電子自治体システム」を利用して実施しているが，平
成２１年度からのシステム更新に当たり，システムのあり方や運
営方法について協議を開始しており，手続の簡素化等について
情報化推進計画に登載した。

①　申請・届出
書の電子化拡
張

②　決定

①　申請・届出
書の電子化拡
張

情報政策
課

総
務
部

を決定する。
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

4 1 2
電算システム開発・運用
体制の見直し

　他自治体との共同開発・運用，民間施設等を利用するＡＳ
Ｐシステム，アウトソーシングなど新たな手法を検討する。
　各部署がシステムを導入検討する段階から積極的に参加
し，効率のよいシステム構築を実現する。
　各部署縦割りのシステムを横断的に見直（全体最適化）し
システム開発・運用の効率化を行う。

　２０年度までに，各業務
システムの再構築や調
達制度ならびに情報政
策の組織等について具
体的な最適化内容を決
定する。

4
システム全体
最適化検討 Ａ  4

検討
（計画登載）

財務会計システムの構築による業務・システム改革や情報シス
テム最適化計画の策定について「高松市情報化推進計画」に登
載した。 システム全体

最適化検討
システム最適
化実施

情報政策
課

総
務
部
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 1 1 市債残高の抑制

　市の債務を計画的に低減または抑制するための取組
　後年度負担を考慮し，プライマリーバランスの黒字化を堅
持した市債の発行に取組むとともに，通常事業分は，市債
発行額の範囲を公債費の元金償還額内となるよう努める。
　・大型プロジェクト事業は，各年度における事業費の平準
化を図る。
　・用地の先行取得の計画的な実施
　・民間資金の活用に当たっては，競争原理の徹底を図る。

　民間資金の活用（銀行
等引受債）による借入に
ついては，１９年度から，
自由競争枠を拡大し，よ
り競争原理を導入する
中，低利な市債の借入に
取組む。

3 推進 B 1 5
⑰ 8.00%
⑱31.97%

縁故債について，18年度許可債から，随意契約枠の割合を3年
間で1/3ずつ縮小する計画のもと，19年5月借入分について，従
来の自由競争枠8.00%を31.97%に拡大した。

推進 推進

財政課
財
務
部

1 1 1 繰上償還対策

　１９年度地方財政対策による財政融資資金等の繰上償還
については，徹底した総人件費の削減等を内容とする財政
健全化計画を策定し，行政改革を行うことが前提となること
から，次期行財政改革計画の策定を受けて，早い時期に，
国との協議を踏まえ，繰上償還の実施が図れるよう努め
る。

　財政融資資金等の繰
上償還の適用が受けら
れるよう，１９年度中に，
国と協議を進める。

4 協議・実施 Ａ 5 実施

繰上償還の前提となる財政健全化計画および公営企業経営健
全計画（19～23年度）が国に承認されたことを受け，19年度～21
年度において繰上償還を実施する。

実施 実施

財政課
財
務
部

1 1 2 未利用資産の有効活用

　未利用資産(普通財産・土地)について，その現況および売
却等の有効活用の可能性を調査・把握し，公平・適正かつ
効率的な活用に資するため，管理および処分に関する指針
（原則，有償による貸付または譲渡）を策定する。

①　公有財産有効活用
等検討委員会の開催。
②　公募（一般競争入
札）による売却。
③　公募不調後の売却
方法の検討（より広範か
つ効率的な周知も含め
て）。

2 調査・検討 B 3 2 41,000

公募（一般競争入札）により，不動産（土地）１件を売却した。な
お，公募不調となった売払物件４件は，２０年度で，随意契約（先
着受付順）により，購入希望者を募集する。

実施

財産活用
課
(公有財産
管理室)

財
務
部

1 1 3 市税滞納整理の強化

　債権回収に関する実務研修などを実施することにより，納
税課職員各々のスキルアップをし，また，香川滞納整理推
進機構との連携を強化する中で，高額・悪質滞納者への滞
納処分を重点的かつ機動的に推進する。
　また，以前は，臨戸による集金中心の滞納整理であった
が，１６年１２月に特別滞納整理班が設置されてからは，高
額・悪質なケースは呼び出しによる強い納税交渉を行って
おり，引き続き攻めの滞納整理に取り組む。

　滞納額（１７年度末） ： 4,375,973千円

　２１年度までに滞納繰
越分収納率２１％を目指
す。

H19 :    20,000
H20 :    40,000
H21 :    60,000
累計   120,000

1
  20.0%
 
20,000

B 2 1

　収納係の２名を香川滞納整理推進機構主催の徴収事務担当
者研修に参加させ，そのノウハウを課内で共有することにより，
スキルアップを図った。
　また，高額・悪質な滞納者を抽出し，香川滞納整理推進機構へ
の移管を行い，香川県と合同で呼び出しによる納税交渉を１１月
～３月にかけて行い，効果的な滞納処分を推進した。

   20.5%

 40,000

   21.0%

 60,000

納税課
財
務
部

1 1 3
滞納管理システムの導
入

　滞納整理事務等において，従来のバッチ処理（ホスト管
理）に加えて，滞納管理システム（税サーバー）を導入する
ことにより，事務処理の効率化と機動性の強化を図る。
①　滞納者情報の共有化により，機動的な滞納者との納税
交渉を行う。
②　滞納整理状況を統計的に処理することにより，効果的
な滞納整理を推進する。
③　滞納額，交渉予定，約束不履行などの条件による滞納
者を抽出し，効率的な徴収計画を立案する。
④　催告書，照会文書，差押調書などの文書の自動作成に
より内部事務処理の短縮を図り，滞納者との折衝時間を確
保する。
⑤　消し込み関係帳票および徴収簿の電子化、還付履歴や
口座振替情報の管理を行う。

　１９年度に滞納管理シ
ステム（税サーバー）を
構築し，事務処理の効率
化と機動性の強化を図
る。

4 導入 Ａ 5 構築

　滞納管理システムの導入について，平成１８年度市町村合併
推進体制整備費補助金の認証を得て，プロポーザル方式による
公募を行い，業者を選定後，システム構築に着手し，１２月に仮
稼動，２月から本稼動させ，滞納整理事務等の効率化を図った。

拡充 拡充

納税課
財
務
部

1 1 5 公会計の整備

　国の公会計整備の方針に沿って，指針等を踏まえ，貸借
対照表，行政コスト計算書の作成など，公会計制度の整備
に取組む。

　２１年度までに，公会計
を整備する。

4 推進 B 1 3

公会計の整備に向け，研修会等に参加するとともに，情報収集
に努めた。 推進 推進

財政課
財
務
部

文言
修正

1 1 6
本庁舎空調設備改修に
伴うＥＳＣＯ事業の導入
検討

　庁舎整備後２９年を経過した空調設備等の簡易省エネ診
断を行い，その結果，国の支援が可能かどうかを判断し，
省エネ効果が見込めるＥＳＣＯ事業の導入について検討す
る。

　簡易省エネ診断の結
果，導入可能であれば，
２０年度において，ＥＳＣ
Ｏ事業者から公募・選定
を行い，工事を実施す
る。

4

　
導入準備
　実施計画作
成
　業者選定

B 3 1

H20年度にESCO事業の総合実施計画を作成し,，ESCO事業公
募資料作成・審査等業務委託を行い，ESCO事業の工事費を
H21年度予算で要望し，補助金申請の認可後，提案業者を決定
する予定である。

　
実施計画作成
ESCO事業公募
資料作成・審査

　
業者決定
　工事開始

　継続実施

財産活用
課

財
務
部

1 2 1
合併町固定資産評価シ
ステムの維持管理業務
の見直し

　現在，地籍情報については，合併地区（塩江町を除く５町）
と旧高松市が個別のシステムで地籍データを管理運用して
いるが，今後，新高松市全域の航空写真データを作成し，
旧高松市の地籍情報管理システムを用いて評価を行うこと
により，合併地区から引き継いだシステムの維持管理業務
を見直す。

①　２１年度以降，合併
地区引継ぎシステムに係
る保守業務委託を廃止
する。
②　個別に契約している
合併地区引継ぎシステム
内の地籍データ異動更
新業務は，２１年度以
降，旧高松市分の地籍
データ異動更新業務に
統合し，業務の効率化を
図る。

H21：▲ 1,643

1 B 1 5
航空写真
データの作
成を行った

　合併町地区の地籍データ統合に向け，旧高松市の地籍情報管
理システムに統合できるよう，航空写真データの作成などを行っ
た。

①　▲1,143

②　▲  500

資産税課
財
務
部
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 2 指定管理者制度の導入

　１５年９月施行の地方自治法の改正により，現在，改正前
の地方自治法の規定に基づき管理委託を行っている公の
施設について，設置目的等を再確認するとともに，施設のあ
り方や管理運営の全般について見直す中で，その管理運
営主体を「公民の役割分担」の観点から検討し，１８年９月
までに，指定管理者制度を適用するか直営とするかを決定
し，公の施設指定管理者制度の導入が適当と認められるも
のについては，アウトソーシング手法の一つとして指定管理
者制度を導入する。

　指定管理者制度の導
入に当たっては，当該施
設の現在の管理方法を
踏まえるとともに，導入効
果や導入環境等の観点
から検討しその優先度に
より導入を進める。

4

　

６施設
（公募４，非公
募２）

B 1 4 実施

平成20年度指定管理者制度導入施設５施設の指定管理者選定
作業を行い，H20年4月から指定管理者制度を導入する。Ｈ20年
度は，非公募で３年経過した施設の指定管理者の更新および新
規を含め手続きを要する68施設について，指定管理者制度を導
入する。このため在宅審査を含む選定委員会の開催について，
H19年度を上回る14回を予定している。

　

５施設
（公募３，非公
募２)

　５６施設
（公募３８，非公
募１８)
　更新予定
  ２８施設

　

導入予定
  ２０施設

財産活用
課

財
務
部

新設 1 2 2 公用車の一部リース化

平成20年度より，環境業務課所管の作業車等でなく，かつ
国・県等から補助がない公用車の更新の必要性に対応し
て，約10年の長期継続契約によるメンテナンス付きのリース
車の導入を行い，購入費等初期投資・メンテナンス費用の
削減，経費の平準化を図るとともに，低公害車の導入を推
進して，環境負荷の軽減を図る。

環境業務課所管の作業
車等でなく，かつ補助の
見込みのない公用車の
更新の必要性に対応し
て，年間25台程度づつ
リース車を導入する。

－ 4 検討 A 5 － － 検討

H19年度　検討
H20年度　メンテナンス付きリース公用車25台導入

公用リース車
25台導入

25台程度
実施予定

25台程度
実施予定

財産活用
課

財
務
部

1 2 2 嘱託化等

【窓口業務】
　定員適正化に努める中で，アウトソーシングの観点から，
正規職員を減員し，接客対応等の専門的な非常勤嘱託職
員を配置することにより，窓口業務の嘱託化に取り組む。

　窓口業務の嘱託化に
取り組む。

4 実施 Ａ 4 実施

　本年４月から窓口担当職員２名を嘱託職員で対応した。

納税課
財
務
部

1 2 2 嘱託化等

【窓口業務】
　定員適正化に努める中で，アウトソーシングの観点から，
正規職員を減員し，接客応対の専門的な非常勤嘱託職員
を配置することにより，窓口業務の嘱託化に取組む。

　窓口業務の嘱託化に
取組む。

4 実施 Ａ 5 実施

①19年4月から窓口担当職員２名を嘱託職員で対応している。

市民税課
財
務
部

1 2 2 嘱託化等

【窓口業務】
　定員適正化に努める中で，アウトソーシングの観点から，
正規職員を減員し，接客対応等の専門的な非常勤嘱託職
員を配置することにより，窓口業務の嘱託化に取り組む。

　窓口業務の嘱託化に
取組む。

4 実施 Ａ 5 実施

　本年４月から窓口担当職員１名を嘱託職員で対応した。

資産税課
財
務
部

1 2 6
財務会計システムの再
構築

　現在の財務会計システムは，３年度に稼働して以来，相当
年月が経過しており，使用環境は当時に比べ大きく変化し
ていることや，導入済みの電子申請システム，文書管理シ
ステム，電子入札システム，また，今後見込まれる各種収
納金の電子収納等の他システムとの連携を図ることにより
内部管理事務の業務効率の向上かつ簡素化を図り，さらに
は，総合計画・行政評価・予算決算を連携したシステムとし
て再構築を図る。
①　予算・支出・決算事務の効率化（財政課）
②　会計事務（審査支払い，出納の効率化と多様化に対
応）の効率化（出納室）
③　企画・予算・執行・決算・評価の一体化（企画課，行政改
革推進室，財政課）
④　各種共通庶務事務の改善（人事課）
⑤　各種システムとの連携（文書管理システム，電子入札・
調達システム等）（庶務課，監理課，財産活用課）

　一体的な行政評価シス
テムを整備する。
①　１９・２０年度　新シス
テムの設計・開発
②　２１年度　新システム
の試行・一部運用
③　２２年度　新システム
の本格運用

4 ①　設計・開発 B 1 5

システム設計の設計・開発のプロジェクトチームに参画し，仕様
の確定に努めた。 ①　設計・開発 ②　試行・一部

運用
③　本格運用

財政課
財
務
部

1 2 6
財務会計システムの再
構築

　現在の財務会計システムは，３年度に稼働して以来，相当
年月が経過しており，使用環境は当時に比べ大きく変化し
ていることや，導入済みの電子申請システム，文書管理シ
ステム，電子入札システム，また，今後見込まれる各種収
納金の電子収納等の他システムとの連携を図ることにより
内部管理事務の業務効率の向上かつ簡素化を図り，さらに
は，総合計画・行政評価・予算決算を連携したシステムとし
て再構築を図る。
①　予算・支出・決算事務の効率化（財政課）
②　会計事務（審査支払い，出納の効率化と多様化に対
応）の効率化（出納室）
③　企画・予算・執行・決算・評価の一体化（企画課，行政改
革推進室，財政課）
④　各種共通庶務事務の改善（人事課）
⑤　各種システムとの連携（文書管理システム，電子入札・
調達システム等）（庶務課，監理課，財産活用課　契約監理
課）

　一体的な行政評価シス
テムを整備する。
①　１９・２０年度　新シス
テムの設計・開発
②　２１年度　新システム
の試行・一部運用
③　２２年度　新システム
の本格運用

4 ①　設計・開発 B 1 5
概要設計・詳
細設計に着
手した

予定通り、仕様を確定し、設計に着手した。
①　設計・開発 ②　試行・一部

運用
③　本格運用

契約監理
課

財
務
部
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 6
財務会計システムの再
構築

　現在の財務会計システムは，３年度に稼働して以来，相当
年月が経過しており，使用環境は当時に比べ大きく変化し
ていることや，導入済みの電子申請システム，文書管理シ
ステム，電子入札システム，また，今後見込まれる各種収
納金の電子収納等の他システムとの連携を図ることにより
内部管理事務の業務効率の向上かつ簡素化を図り，さらに
は，総合計画・行政評価・予算決算を連携したシステムとし
て再構築を図る。
①　予算・支出・決算事務の効率化（財政課）
②　会計事務（審査支払い，出納の効率化と多様化に対
応）の効率化（出納室）
③　企画・予算・執行・決算・評価の一体化（企画課，行政改
革推進室，財政課）
④　各種共通庶務事務の改善（人事課）
⑤　各種システムとの連携（文書管理システム，電子入札・
調達システム等）（庶務課，監理課，財産活用課）

　一体的な行政評価シス
テムを整備する。
①　１９・２０年度　新シス
テムの設計・開発
②　２１年度　新システム
の試行・一部運用
③　２２年度　新システム
の本格運用

4 ①　設計・開発 Ｂ 1 5
①　設計・開
発

高松市財務会計システム再構築プロジェクトにおいてプロジェク
ト計画書を策定し，この計画書に基づき，システム仕様確認作業
等を行った。
１０月以降，各業務単位で基本設計および概要設計作業を行
い，財務システムの電子決裁化に向けて検討し，予定されていた
業務を完了した。

①　設計・開発 ②　試行・一部
運用

③　本格運用

出納室
財
務
部

1 2 6
財務会計システムの再
構築

　現在の財務会計システムは，３年度に稼働して以来，相当
年月が経過しており，使用環境は当時に比べ大きく変化し
ていることや，導入済みの電子申請システム，文書管理シ
ステム，電子入札システム，また，今後見込まれる各種収
納金の電子収納等の他システムとの連携を図ることにより
内部管理事務の業務効率の向上かつ簡素化を図り，さらに
は，総合計画・行政評価・予算決算を連携したシステムとし
て再構築を図る。
①　予算・支出・決算事務の効率化（財政課）
②　会計事務（審査支払い，出納の効率化と多様化に対
応）の効率化（出納室）
③　企画・予算・執行・決算・評価の一体化（企画課，行政改
革推進室，財政課）
④　各種共通庶務事務の改善（人事課）
⑤　各種システムとの連携（文書管理システム，電子入札・
調達システム等）（庶務課，監理課，財産活用課）

　一体的な行政評価シス
テムを整備する。
①　１９・２０年度　新シス
テムの設計・開発
②　２１年度　新システム
の試行・一部運用
③　２２年度　新システム
の本格運用

4 ①　設計・開発 B 1 5

予定通り、仕様を確定し、設計に着手した。
①　設計・開発 ②　試行・一部

運用
③　本格運用

契約監理
課

財
務
部

1 2 6
新たな公金の収納シス
テムの導入検討

　地方自治法の改正により，クレジットカード収納など，新た
な公金の収納が可能となったことから，市税・国民健康保険
料等の収納主管課と出納室で，新たな収納システムの導入
について，新財務システムの構築と連携しながら検討する。

①　市民サービスの向上
②　収納率の向上
③　事務の効率化

4 検討 Ｂ 1 5

新たな公金収納の方法として，納税課と連携し，コンビニエンス
ストアーでの軽自動車税の収納や，まちなか再生課と連携しＩｒｕｃ
ａカードによる公金収納方法についての協議・検討を行った。
Ｉｒｕｃａカードによる公金収納では，この協議結果を基に，９月から
駐車場使用料において導入に向けた実証実験を行い，３月に１５
施設が追加となり最終的に１６施設となった。
　今後も引き続き，Irucaカードの利用実績を検証していくととも
に，クレジットカード収納などの新たな収納チャネルの導入につ
いて，収納主管課と連携し検討を進める。

検討 検討（導入）

出納室
財
務
部

1 2 6
軽自動車税申告収受
データの電子媒体化

　軽自動車協会から紙ベースで収受している軽自動車税申
告データを，事務の省力化，効率化のため，電子媒体によ
る収受への移行を検討する。

①　１９年度で香川県都
市軽自動車税運営協議
会における電子媒体化を
調整する。
②　２０年度において軽
自動車税電算システムを
改修し，約６３，０００件の
申告書，届出書の電子
媒体による収受を図る。

4
　調整・検討

B 1 3 調整・検討

①申告データの電子媒体化について，20年度から実施する予定
で，香川県都市軽自動車税運営協議会において協議・調整を
行った。
②先行している市町の運営状況を参考に，電子媒体化による
データの取込みの成功率が向上するようなシステムの改修に向
けて情報システム課と協議を行った。

②　システム改
修・一部運用

本格運用 本格運用 市民税課
財
務
部

1 2 7
総合評価方式入札制度
の導入

　１７年４月に施行された「公共工事の品質確保の促進に関
する法律」（品確法）に基づき，「価格のみの競争」であった
従来の入札制度から，｢価格と品質で総合的に優れた調達
が可能」な総合評価方式の入札制度を導入する。

　１８年度に，制度導入
の具体的検討を行う。
　１９年度から，一部の公
共工事に関して，同制度
による入札制度の試行を
実施し，その内容を検証
するなかで，順次拡大を
図る。

3

要綱設置
総合評価委員
選任
２～３件で試行

B 1 5
試行要綱を
設置し、２案
件で実施

総合評価落札方式の試行要綱を定め，２つの案件で実施した。
適用範囲拡大・
検証

適用範囲拡大・
検証

適用範囲につ
いて検証

契約監理
課

財
務
部

1 2 7 随意契約の見直し

　随意契約による契約方法について，先進的な取組を参考
に，見直すべき課題と問題点を整理し，計画的に見直しを
実行する取組と方法を検討する。
　現在，各部局が所管している施設の管理委託業務等の契
約方法に競争原理を取り入れるため，競争見積りや入札制
度を採用して経費の削減が図れる。

　１９年度　調査・分析
　２０年度　実施

4
調査・分析

B 2 1

契約事務担
当課の一元
化を実施し
た。

随意契約の見直しについては，本市・他都市の状況把握に努め
た。なお，契約事務担当課の一元化と密接に関連しているが，現
在契約事務担当課の一元化が完了したところであり，今後具体
的に取り組んでゆくこととしている。

実施 推進

契約監理
課

財
務
部

1 2 7 随意契約の見直し

　随意契約による契約方法について，先進的な取組を参考
に，見直すべき課題と問題点を整理し，計画的に見直しを
実行する取組と方法を検討する。
　現在，各部局が所管している施設の管理委託業務等の契
約方法 競争原理を り れるため 競争見積りや 札制

　１９年度　調査・分析
　２０年度　実施

4
調査・分析

Ｃ 1

土木部監理課と財産活用課契約係が統合して，契約事務の一
元化が完了した時点で検討に入る予定。 実施 推進

財産活用
課

財
務
部約方法に競争原理を取り入れるため，競争見積りや入札制

度を採用して経費の削減が図れる。

課
部
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 7
「高松市公共工事コスト
縮減新行動計画」の推
進

　「高松市公共工事コスト縮減新行動計画」に基づき取組
み，公共工事の効果的，効率的な執行を図る。
①　社会資本が備えるべき機能・品質の確保をしつつ，計
画・設計の見直し，工事発注の効率化等により得られる「工
事コスト」の縮減を図る。
②　施設の効率化，環境保全，長寿命化等の観点から「時
間的コスト」「ライフサイクルコスト」，「社会的コスト」，「長期
的コスト」の施策についても取り組み，良品で低コストの公
共工事を目指す。

　対象建設工事，設計金
額の10％以上のコスト縮
減を図る。
　・工事計画・設計等の
見直しおよび工事発注の
効率化等により６％以上
縮減する。（直接的施策）
　・工事構成要素のコスト
縮減および工事実施段
階での合理化等により
４％以上縮減する。（間
接的施策）

3
１０％以上を目
指し継続的実
施

Ｂ 1 5
縮減率：
10.2％(H18
年度実績）

※平成１８年度実績
①工事コスト低減については、対象総額133億5,977万円に対し
て直接的施策の実施により、１１億6,405万円で縮減率8.0％。間
接的施策により、縮減率2.2％（国が示す推定値）で3億1,010万
円となり、合わせて縮減率10.2％、縮減額にして、14億7,415万円
となり、目標値10％以上を達成した。また、これに加え、②工事
の時間的コストの低減、③ライフサイクルコストの低減、④工事に
おける社会的コストの低減、⑤工事の効率性向上による長期的
コストの低減に取り組んだ。

１０％以上を目
指し継続的実
施

新コスト縮減新
行動計画設定

契約監理
課
（技術検
査室）

財
務
部

1 2 7
工事発生残土の有効利
用と再生材の活用

　「高松市公共工事コスト縮減新行動計画」に基づき建設副
産物の利用促進・発生抑制および再生材を利用する。ＩＳＯ
１４００１で環境行動率先実行計画および建設副産物適正
処理書により取組み，循環型社会の構築，環境保全，コスト
縮減を図る。

　コスト縮減行動計画の
一施策のためコスト縮減
算定式により算定
　職員のコスト意識の向
上と継続 4

推進

コスト意識の向
上と継続

Ｂ 1 5

建設発生土
・再利用率：
85.9％・再生
材の利用率：
再生砕石
99.2％、再生
アスファルト
100％

環境マネジメント　ISO１４００１の取り組みとして、国の「建設リサ
イクル推進計画」の再資源化率の目標値を参考に目標率を設
定。　　　　　　　　　　　　　・コンクリート塊　96％以上
・アスファルト・コンクリート塊　98％以上
以上の目標値に対して平成１９年度においては、コンクリート塊
で99.2％、アスファルト・コンクリートで100％の再資源化率となり
目標を達成した。

推進

コスト意識の向
上と継続

推進

コスト意識の向
上と継続

契約監理
課
（技術検
査室）

財
務
部

1 2 7
市有施設の維持管理に
かかる契約情報の共有
化

　施設の維持管理に係る契約情報の共有化の有効性およ
び実施体制について検討する。

①　経費の節減や事務
処理の効率化，維持管
理の適正化を図る。
②　建築物等維持管理
業委託に関する調査を
実施する。
③　共有化の有効性およ
び実施体制について検
討する。

4 検討 B 3 1

市有施設の維持管理に係る委託業務について調査を行った。今
後，契約事務担当課の一元化が完了した時点で，連携して検討
していく予定である。

実施

財産活用
課

財
務
部

1 2 8 補助金等の見直し

　経常的な補助金等について，今後，実施時期・方法等の
検討を経て，「高松市補助金等交付システム見直し基準」に
基づき，見直しを行う。

　実施時期・方法等の検
討・実施

4 検討・実施 B 1 3

補助金の見直し手順や補助基準などについて，中核市など先進
地を調査するとともに，補助金等の透明性を高める観点から，補
助金・交付金予算について，20年度早々に公開するよう準備を
進めた。

検討・実施 検討・実施
財政課

財
務
部

1 2 11
受益者負担（使用料等）
の見直し

　受益者負担の適正化を図り，新たな収入源の確保につい
て，毎年度，予算編成前に「高松市受益者負担見直し基
準」等に基づく見直しを行うこととし，その見直し結果を全庁
的に求めていく。

①　使用料・手数料につ
いては，１９年度中に見
直し方法の調査，検討す
る。
②　２０年度に，見直し要
領を作成し，これに基づく
見直し結果を
２１年度予算に反映す
る。

4 ①　調査・検討 B 1 3

全庁的な見直し要領を作成するため，中核市等の状況を調査中
である。 ②要領作成・実

施

財政課
財
務
部

1 2 12
収入増対策
（市税収納率の向上）

　口座振替の加入促進に努めるなど納税者の納付の機会
を拡大する。
①　口座振替加入率の向上に努める。
②　休日・夜間窓口開庁を充実する。
③　コンビニ収納やクレジット収納などの導入を検討する。
④　国が２１年度稼動を目指している地方税の電子（納税）
システムに対応する。

①　２１年度までに，現年
度分収納率９８．４％を
目指す。
②　口座振替制度優遇
措置を導入するなど，２１
年度までに，口座振替加
入率３５％を目指す。
③　休日・夜間窓口開庁
の実施を合併支所（３か
所）を含め充実させる。
④　コンビ二収納など新
たな収納方法について，
費用対効果を見極める
中で，導入を検討する。
⑤　地方税の電子システ
ムに対応できるよう税収
納システムを再構築す
る。

H19:  120,000
H20:  240,000
H21:  360,000
累計: 720,000

1

現年度分収納
率
　
  98.0％

口座振替加入
率
　
  31％

120,000

B 1 4 384,921

①新たな口座振替加入促進策として，新規加入者に対し，市有
公共施設の無料利用券を交付する「口座振替新規加入優待制
度」を平成１９年２月から導入し，加入促進に努めた。
②休日・夜間窓口開庁を当初計画どおり実施した。
③平成２０年度の軽自動車税からコンビニ収納を実施することと
し，事務処理を進めた。
④地方税の電子システムについて，調査・研究を行った。
⑤収納対策推進本部の強化事業として，税源移譲に伴い増加し
ている市・県民税の現年課税分の新規滞納者に対し，部内管理
職員による電話催告を１１月に行い，一定の成果を得た。

　98.2％

　33％

240,000

　98.4％

　35％

360,000

納税課
財
務
部

1 2 12
収入増対策
（市税収納率の向上）

　特別徴収実施事業所に対する特別徴収対象者の拡大を
図るため，順次，従業員数規模を下げつつ，これまでの文
書および戸別訪問による特徴推進を図るとともに，新たに合
併町の特別徴収未実施事業所に対して，特別徴収制度推
進の協力依頼等を行い，特別徴収の利用拡大を推進する。

①　１８年度から３年間
で，合併町を含めた未実
施事業所への勧奨を重
点的に実施する。
②　特徴比率は，指定都
市平均値（５６％）を目標
とする。

H19:   7,000
H20:　14,000
H21:　21,000
累計: 42,000

1

特別徴収比率
 52%

 7,000

B 2 3 700

①１９年度には，香川県滞納推進機構の施策の一環として，啓
発チラシの全事業所への配付等を行ったほか，従業員１０人の
事業所に対して勧奨を実施した。
②平成２０年度から市非常勤嘱託職員の報酬について特別徴収
を実施するため，関係課と具体的協議を実施した。
③平成２１年度から，香川県が入札参加資格申請に当たり特別
徴収制度の実施を義務付けすることとしていることから，高松市
においても同様な措置により特別徴収制度の利用促進を図って

 53%

14,000

 54%

21,000
市民税課

財
務
部

いく。
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 12 収入増対策（駐車場）

　出先施設における職員の自家用車駐車を有料化する。
　自動販売機使用料の減免措置について見直し，検討す
る。（平成１８年度対象台数１５６台）

①　駐車場使用料を一律
の定額とする。
②　市行政財産の目的
外使用に関する使用料
条例の一部改正
③　自動販売機について
は，用途・目的を精査し，
適正な使用料を徴収す
る。

H20：150,000
H21：150,000
累計 300,000

1 協議・検討 B 2 2

平成１９年度に引き続き，２０年度も，各機関と料金協議を行い，
条例改正も含め進めていく。 使用料決定

150,000

実施

150,000 財産活用
課
(公有財産
管理室)

財
務
部

1 2 12 収入増対策（広告料）

①　本庁舎西側駐輪場・五番町公用車駐車場フェンスに広
告看板を設置し，広告料を確保する。
②　共用公用車に広告を掲載し，広告料を確保する。
③　各課一般事務用共用封筒に広告を掲載することによ
り，印刷製本費を節約する。

　１９年度に，実施する。
　２０年度以降においても
継続し，新たな広告場所
についても検討する。

H19:  2,640
H20:  2,640
H21:  2,640
累計  7,920

1 2,640 Ｂ 2 1

①，②については政策会議で再検討の方針が出されたため，検
討中である。③については共用公用封筒角２，長３，窓口封筒に
ついて，本年８月１日から広告が入った封筒の寄付を受けてい
て，来年度以降も継続する予定である。

 4,040  4,040
財産活用
課

財
務
部

1 2 12 収入増対策（広告料）

①　本庁舎西側駐輪場・五番町公用車駐車場フェンスに広
告看板を設置し，広告料を確保する。
②　共用公用車に広告を掲載し，広告料を確保する。
③　各課一般事務用共用封筒に広告を掲載することによ
り，印刷製本費を節約する。

　１９年度に，実施する。
　２０年度以降においても
継続する。

H19:  1,400
H20:  1,400
H21:  1,400
累計  4,200 1 1,400 A 3 1,142

①，②については政策会議で再検討の方針が出されたため，検
討中である。③については共用公用封筒角２，長３，窓口封筒に
ついて，１９年８月１日から広告が入った封筒の寄付を受けてお
り，２０年度以降も継続する予定である。

1,400 1,400
財産活用
課
契約監理
課

財
務
部

1 2 12 収入増対策（広告料）

　固定資産税および市・県民税の納税通知書発送用封筒を
広告媒体として活用し，民間企業等の広告を掲載すること
により，新たな財源確保を推進し，市民サービスの向上およ
び地域経済の活性化を図る。

　１８年度の実績を踏ま
え，１９年度以降も広告
主を公募する。

H19:   600
H20:   600
H21:   600
累計1,800

1 600 B 1 3 284

固定資産税および市・県民税に加え，２０年度からコンビニ収納
を導入する軽自動車税の納税通知書発送用封筒への広告掲載
について，１０月に公募を行い，掲載業者を決定した。

600 600
納税課

財
務
部

1 2 13 合併協議事項

【納期前納付報奨金の見直し】
　合併地区にかかる固定資産税の納期前納付報奨金を，２
１年度から廃止する。

　２１年度から，廃止す
る。

H21 :  ▲30,000

1 B 1 4

　合併地区にかかる固定資産税の納期前納付報奨金について，
平成２１年度からの廃止に向け，２月１日号の広報たかまつへ廃
止になる旨を掲載するなど，市民への周知に努めた。

▲30,000 納税課
財
務
部

1 3 2
部長の権限強化
（予算編成の見直し）

　予算編成の効率化と部長権限の強化を図るため，現在，
実施済みの施設の維持管理経費に加え，経常的経費（義
務的経費を除く。）の枠配分の拡大について，効果的な方法
を研究するとともに，新財務システムとの整合性の調査等を
踏まえ，予算編成方法を見直す。

①　１９年度・２０年度
　枠配分方法の調査・研
究，新財務システムとの
整合性調査
　新財務システムの検
討・開発
②　２１年度
　経常的経費のうち，枠
配分可能項目を抽出す
るとともに，枠配分方法
の検討

4 ①　調査・研究 B 1 3

新財務システム稼動後における枠配分導入について，同システ
ム構築の中で検討中である。 ①　調査・研究 ②　抽出・検討 枠配分の実施・

拡充

財政課
財
務
部

1 3 2
契約事務担当課の一元
化の検討

　工事・物品・委託などの契約事務を一元的に所管する担
当課の設置を検討する。

　契約事務担当課の一
元化

4 調査・検討 Ａ 5
契約監理課
の設置

契約事務（委託を除く）を一元的に所管する担当課を設置した。
実施

契約監理
課

財
務
部

1 3 2
契約事務担当課の一元
化の検討

　工事・物品・委託などの契約事務を一元的に所管する担
当課の設置を検討する。

　契約事務担当課の一
元化 4 調査・検討 Ａ 5

（契約監理課分　同上）
実施

契約監理
課

財
務
部

1 4 1 外郭団体等の見直し

　外郭団体が保有する基本財産等の資金を，安全かつ効
率的に運用するための「資金運用ガイドライン」を作成・配
布し，外郭団体において適正な資金運用を実施させる。

　外郭団体（９団体）の監
査時等において，適正な
資金運用を行うよう指導
することにより，運用収
入（受取利息）の増加を
図る。

4 推進 Ｂ 1 5

　既に配付済の「資金運用ガイドライン」を外郭団体が適正に活
用できるよう，側面から支援した。

出納室
財
務
部

2 1 1
市単独事業（扶助費）の
見直し

　扶助費などの個人給付的な市単独事業については，国の
制度改革との整合性や，本市福祉施策全般にわたる検討，
さらには事業効果なども勘案する中，将来の福祉施策のあ
り方も見据るとともに庁内での幅広い検討を踏まえ，適宜，
見直しに取り組む。

　２０年度から，可能なも
のについては，順次，見
直しを検討する。

4
検討

B 1 3

各主管課において見直し検討中である。
随時実施 随時実施

財政課
財
務
部
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

3 3 1 財政状況の公表

①　本市の財政状況について，市民にとって，さらにわかり
やすい公表方式にするとともに，公表内容を拡大する。
　・よりわかりやすい公表方式（内容・手法）を検討し，随時
実施する。
　・これまで公表していない情報等について，公表の拡大を
検討し，随時実施する。
　・貸借対照表，行政コスト計算書の作成など，公会計制度
の整備に取り組む。
　・予算編成の方針，過程等，市の予算がよりわかる情報
の提供に努める。
②　補助金の交付状況の市民に対する公開については，そ
の公開内容・時期について検討し，実施する。
　　公開を検討する補助金の内容・項目
　・補助金名称　・補助内容　・交付先
　・補助金積算内訳（件数，補助率）　・補助金額
③　合併効果

①　情報開示を推進する
とともに，適宜，市民にわ
かりやすい財政状況の
公表に努める。
②　市民に対する補助金
の交付状況の公開につ
いては，２０年度予算分
から公表を行う。

4
①　推進

②　検討
B 1 5

①平成１８年度決算について，８月末に，貸借対照表と行政コス
ト計算書を含め，「広報たかまつ」・本市ホームページなどで公表
した。（１８年度は，貸借対照表・行政コスト計算書を１２月末に公
表）
②補助金・交付金予算について，来年度早々に公開するよう検
討中である。

①　推進

②　公表

①　推進

財政課
財
務
部

3 3 1 市税状況の公表

　市税収入および滞納整理の状況に関する情報を，ホーム
ページ等の媒体を活用して，図表などを使い市民に対して
わかりやすく公表することにより，市民の納税意識と徴税コ
ストに対する理解を深めるとともに，自主納税の推進を図
る。

①　１９年度中に，既に公
表している中核市など他
都市の状況を研究する。
②　１８年度分決算につ
いては，確定後の数値で
１９年度中に公表する。
③　２０年度以降は，毎
年前年度の決算数値確
定後に公表する。
④　ホームページを始
め，広報たかまつやケー
ブルテレビ等あらゆる機
会を捉えて，広く公表す
る。
⑤　単に数値だけの公表
ではなく，図表等を使っ
て，視覚的にわかりやす
さに配慮した公表方法と
する。

4 研究 Ａ 4 公表

　市税収入および滞納整理状況の公表については，公表済みの
先進都市の状況を調査し，２月に本市ホームページに公表した。 公表 推進・拡充

納税課
財
務
部

3 3 4
施設維持管理コストの公
表

　主要な施設に係る維持管理コストを，中核市等との比較
や経年比較などにより，市民に対してわかりやすく公表する
あり方について，公表実施時期も含めて，具体的に検討す
る。

　１８年度より多くの市民
が利用されている主要３
４施設について，施設の
維持管理コストの公表を
行っているが，今後より
分かりやすい表示方法
等の検討を行う。

4 実施・検討 Ａ 5

Ｈ１８年度決算で市営駐車場等新たに１４施設を増やし，４８施設
の施設コストを公表した。来年度以降においても，継続して公表
を行っていく予定である。

実施・検討 実施・検討

財産活用
課

財
務
部

3 4 1 指定管理者選定組織

　１９年４月から，行革部会委員を兼ねない市政に関し識見
を有する者のうちから新たな委員で構成する単独の委員会
として，指定管理者の選定を行った。
　指定管理者制度を導入した施設の指定管理者が行った
事業について，所管部局からの導入施設に対する評価結
果について，選定委員会において協議し，講評を行い，評
価結果と共に公表した。今後，これに第三者の視点を加え
た評価方法について検討する。

　１９年４月より単独の委
員会として設置し，指定
管理者の選定を行うと共
に，指定管理者が行った
事業報告の評価につい
て，協議し，講評を行う。

4 実施 Ａ 4

Ｈ１９年度より民間委員で構成する高松市公の施設指定管理者
選定委員会を独立させ，構成委員も任期満了に伴い，２名の方
を新規女性委員と入れ替えを行った。

実施 実施

財産活用
課

財
務
部

3 4 4 入札監視委員会

　入札および契約手続きにおける透明性の確保と公正な競
争を促進するため，１５年度に設置した入札監視委員会に
よる審議を引き続き行い，入札および契約手続きにおける
透明性の確保と公正な競争の促進を図る。

　年３回，１回当たり５件
程度，入札監視委員会
による審議を実施する。 3

入札監視委員
会の開催（年３
回）

A 5
計画通り実
施

入札および契約手続きにおける透明性の確保と公正な競争を促
進するため，同委員会を開催し，審議を受けた。

開催日　６月１３日，１０月３日，２月１２日

入札監視委員
会の開催（年３
回）

入札監視委員
会の開催（年３
回）

契約監理
課

財
務
部

4 1 1
市・県民税申告相談実
施体制の確立

 合併および税制改正により市県民税の申告者が増加する
のに対応し，円滑な申告相談を行うため，１８年度以降，継
続的に申告相談実施方法を見直し，適正な申告体制を確
立する。

①　自書申告（集団指
導）・郵送申告の推進，
電子申告の促進
②　従事職員（一部案内
業務支援者配置，国によ
る税理士派遣協力）・申
告会場の見直し

3 自書申告率85% B 3 1
自書申告率
50%

①平成１８年度において，申告会場（４７ヶ所）のうち６ヶ所で試験
的に確定申告の自書申告を実施したところ，効果が認められた
ため，１９年度においては，８ヶ所増の１４ヶ所で自書申告を行っ
た。しかしながら，市民からはサービスの低下と捉えられるなど，
市民の意識改革には，ある程度の期間を要すると思われる。
②１９年度においては，引き続き県税事務所および税務署に対し
職員等の派遣を求めるとともに，新たに，農業団体の役員など約
５0人に申告会場での受付・案内業務を行う協力員を依頼した。

自書申告率90% 自書申告率95%

市民税課
財
務
部

4 1 1
合併に伴う地籍情報管
理システムによる地籍図

　事務の迅速化と市民サービスの向上を図るため，合併地
区の地籍データについて，国土調査実施済区域は，未整備
の過去の異動分（分・合筆等）のデータ更新を行うとともに，
調査未了地区は，調査完了次第，順次データを取込み，地
籍情報管理システムにより，本庁および各支所窓口で地籍
図交付を行う。

　１９年度以降，毎年，異
動分（分・合筆等）および
国土調査実施済区域に
おける過去の異動分に
ついて更新を行い，整備
を終えた町から 順次

3

交付対象区域

塩江町      80%
庵治町 50% B 2 2

交付対象区
域
塩江町
0％
庵治町

　平成１９年中における地籍データの異動（分・合筆等）更新業務
について委託契約を締結し，本庁および支所窓口での地籍図交
付区域の拡大に向け，地籍データの異動更新処理を行った。

交付対象区域

塩江町      85%
庵治町      55%
牟礼町      70%
香川町 0%

交付対象区域

塩江町      90%
庵治町      60%
牟礼町      75%
香川町 0%

資産税課
財
務4 1 1 理システムによる地籍図

の交付

図交付を行う。 を終えた町から，順次，
本庁および各支所の窓
口で地籍図を交付する。

3 庵治町      50%
牟礼町      65%
香川町       0%

B 2 2
庵治町
50％
牟礼町
60％
香川町
0％

香川町       0% 香川町       0%
資産税課 務

部
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

4 1 2
予算編成時における調
整方法

　予算調整においては，主計員の主管課に対する要求内容
ヒアリングを踏まえ，過去の実績調査等に基づき査定した
結果により，予算額を調整，決定している。
　施設管理経費の枠配分を除き，主管課の予算要求内容
の１件ごとに，調整を行う状況であり，査定および調整に多
大の時間と労力を要していることから，査定における枠配分
の拡大など，効率的な調整方法を検討し，主計員の健康管
理を図り，時間外勤務を縮減する。

　１９年度に，検討・実施
する。

4 検討・実施 B 1 3

２０年度予算編成作業において，効率的な予算査定および調整
に努め，前年度と比較して２２０時間の時間外勤務を縮減した。 検討・実施 検討・実施

財政課
財
務
部

4 1 2 文書規程の見直し
　事務の効率化を図るため，財政審査の範囲を見直す。 　財政課による財政審査

範囲の縮小 4 推進 B 1 3
新財務会計システムシステム構築の中で検討中である。

推進 実施 財政課
財
務
部

4 1 2
単価契約用品の納品場
所の広域化に伴う対応
の検討

　単価契約用品（少額物品）等の調達に当たっては各地域
の地元業者の育成・保護の観点を要すること，迅速で円
滑，安定的かつ経済的に確保できる方策への改善が求めら
れていること，さらには，契約事務の簡素化を図ることなど，
諸課題に対応するため，１９年度を目途に，各課の直接購
入の範囲の拡大を検討し，単価契約用品（少額物品）等の
購入に係る契約事務手続きを見直す。

①　各課の直接購入の
範囲の拡大を検討する。
②　市用品調達基金の
あり方も含め，普通用品
の購入手続きを廃止する
方向で検討する。

4 検討・実施 Ｂ 3 1

①②　各課での直接購入はコンプライアンス（法令遵守）の面で
問題を有する　との判断から，検討を一時中断しているが，この
問題をクリアする方向での対応を模索している。

拡充 拡充

契約監理
課

財
務
部

4 1 2
法定外公共物管理シス
テム統合の推進

　法定外公共物管理システムの統合を１８年度から３か年
の間で実施する。
・管理システムのシステム変更及びデータ入力
・合併地区分の台帳データの変換
・整備内容の統一のための不足データ整備(地形図，航空
写真，都市計画情報，その他道路情報等)
・地籍調査に伴う台帳データ修正

①　合併地区分のデータ
入力
     (１００%)
②　整備内容の統一の
ための不足データ整備
(随時)

4

塩江町，国分
寺町のデータ
変換及び航空
写真作成

B 1 2

法定外管理システムの統合として，合併町のデータ整理をＨ１９
年度に実施 香川町，庵治

町（公図区域）
のデータ変換
及び地形デー
タ更新

(各データの照
合整理及び異
動更新処理)

(異動更新処理)

財産活用
課
(公有財産
管理室)

財
務
部

4 1 2
固定資産評価補助員の
評価技術・知識の向上
について

　固定資産の評価は，地方税法および固定資産評価基準
等に基づき，評価を行っている。
　固定資産税の課税事務は，評価知識と技術の集積が必
要だが，近年，人事異動サイクルが短いことから，評価知
識・技術の維持，向上を図るため，係長を講師とした係内研
修を年６回程度，また，実務研修受講者を講師とした課内
研修を年２回程度開催する。

　習得した技術・知識を
伝達する実務研修を充
実することにより，各評
価補助員のレベルアップ
を図り，より適正かつ公
平な課税を行う。

4 実施・推進 B 1 5

課内研修２
回と月１回の
係内研修に
より，評価補
助員の評価
技術・知識の
レベルアップ
が図れた

　１０月２日および３月２７日に課内の評価実務研修会を開催し
た。また，土地・家屋の係内研修については，月１回のペースで
行っており，評価補助員の評価技術・知識のレベルアップに努め
た。

実施・推進 実施・推進

資産税課
財
務
部
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

背表紙ページ
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 1 4 債権回収の取組

【災害援護資金貸付金】
①　昭和６２年度分
　対象者の中に生活困窮者や既に死亡している者も多く，
回収は極めて困難となっている中，相続者等に対する追跡
調査を実施するほか，相談所を開設しての納付相談会の開
催や分納誓約の徴収など，様々な手段を実施し，債権回収
に努める。
②　平成１６年度分
　２０年度からの定期償還に際して，滞納が生じることがな
いよう，納付状況を的確に把握するなど，適切な債権管理
に努める。

①　債権の回収向上：償
還率を３％上昇させる。
②　滞納発生の抑制：収
納率
   ９０％以上を目指す。

3
①　償還率
3%UP

B 2 1 実施

内容・平成16年度貸付分について，20年度からの本格償還に向
け，借受人に対し，償還金額や期日などの償還案内を個別通知
し，償還開始への準備を促した。
効果・繰上償還が急増した。

①　償還率
3%UP

②　90%維持

①　償還率
3%UP

②　90%維持
健康福祉
総務課

健
康
福
祉
部

1 1 4 債権回収の取組

【老人保護施設入所者負担金】
　収入未済について，収納対策の推進に努める。

　随時収納対策を実施す
る。

4
推進 Ｂ 2 3 推進

  月１回の割合で収納対策会議を開催し，関係職員が滞納状況
を確認するとともに，今後の重点取組事項を検討するなど，収納
対策の推進に努めている。

推進 推進
長寿福祉
課

健
康
福
祉

部

文言
修正

1 1 4 債権回収の取組

【生活保護扶助費返還金・戻入】
　滞納者に対して実効的な対策を講じ収納率の向上に取り
組む。
①　文書発送，電話，定期訪問，保護費の窓口支給時によ
る納付指導。
②　口座振替制度の推進と世帯に対する納入指導。
③　不正受給者に対する文書指導，保護廃止など厳しい対
応。

　債権（生活保護扶助費
返還金）発生の防止策
として，１９年度は，不正
受給件数を前年度対比１
０％減の１０５件とする。 3

推進
B 2 3

推進

法第78条適
用件数は122
件

被保護者に対して，世帯訪問や面接時等において生活保護制度
の趣旨を説明し，法に定める権利と義務の周知徹底を図るととも
に，資産や収入状況の把握を行い不正受給の防止に努めてい
る。また，不正受給の中でも特に悪質なケースについては，刑事
告発も検討し，厳正な姿勢で臨むこととしている。

推進 推進

生活福祉
課

健
康
福
祉
部

1 1 4 債権回収の取組

【保育料】
　収入未済額，不納欠損額の減少を図るため，収納対策の
手法について見直す。

　毎年，現年の収納率を
０．１％上昇し，１７年度９
９．０％を２２年度９９．
４％を目指す。

H19 :   2,130
H20 :   2,130
H21 :   2,130
累計    6,390

1 2,130 B 1 5 3,610

収納率
18年度
99.17％
19年度
99.17%見込
み

　収納対策として，電話催促，保育所（園）長による納付指導，年
数回の夜間開庁，自宅訪問徴収（夜間），担当職員による保育
所での納付指導，悪質滞納者の入所継続手続きの際に呼び出
し面接指導，年数回の催告書の送付等を実施している。また，児
童福祉法第５６条第１０項の規定による滞納処分の実施に向け，
外部研修等に担当職員が参加するとともに，滞納者の預金調査
を行った。

2,130 2,130 保育課

健
康
福
祉
部

1 2 1
高松市民健康まつりの
見直し

  高松市民健康まつりを毎年９月の第一日曜日に，テーマ
を設定し，健康チェック，健康相談や情報提供等を高松市
保健センターにて実施しているが，市民は健康に関する情
報等はあらゆる機会や場で収集していることから，市民に関
心の高いものを実施するなど効率的・効果的な健康まつり
を開催する。

①　１９年度から規模を
縮小し，市民の関心が高
い健康チェックを実施し，
自分の健康の見直しの
機会とする。
②　５年毎の節目（２３年
度）には，規模を膨らま
せたイベントを実施する。

H19 : ▲  240
H20 : ▲  240
H21 : ▲  240
累計  ▲  720

1 ①　▲240 Ａ 5 ▲ 377

健康まつりを健康チェックと運動を主体とした，市民参加型で実
施した。（平成１９年９月２日開催）
パネル関係は，外注によらず自家製とし，空きスペース等を利用
しての展示，掲示板の工夫等により，主に委託料の削減を図っ
た。
参加者数　1,420人 ①　▲240 ①　▲240

②平成23年度
節目開催
（規模をやや大
きくして実施） 保健セン

ター

健
康
福
祉
部

1 2 1
インフルエンザ予防接種
の通知方法の見直し

  高齢者インフルエンザ予防接種の対象者へ封書で通知し
ていたが，通知方法を見直し，はがきで通知する。

　１９年度から，封書から
はがき通知に改める。

H19 ：▲2,520
H20 ：▲2,520
H21 ：▲2,520
累計  ▲7,560

1 ▲2,520 Ａ 5 ▲ 1,539

予防接種の対象者への通知方法をはがき通知に改めた。
　・封入封緘作業（４人×４日）が不要になった。
　・お知らせに関する印刷を医療機関に限定し，２万枚を節減し
た。
　・通知郵便料が７６円→４１円になった。
　・お知らせに関する印刷を外部委託したことで，経費増となっ
た。
　・　　　　〃　　　　　用紙代が不要となった。
　・予防接種予診票を２０，０００枚節減した。

▲2,520 ▲2,520
保健セン
ター

健
康
福
祉
部

1 2 2 民営化

【高松市知的障害者小規模通所授産施設「ほのぼのワーク
ハウス」】
　障害者自立支援法の施行に伴う当施設の新体系への移
行を踏まえるなかで，民営化を検討する。

①　利用料の徴収を，１９
年度から，実施する。
②　合併後５年以内を目
途に，民営化する。

2
①実施

②検討

Ｂ 1 4 ▲ 387
①実施

②検討

①　利用料については，計画どおり徴収を実施した。

②　8月と11月の2回　民営化についての方針説明を行った。

②実施
障害福祉
課

健
康
福
祉

部

1 2 2 民営化

【総合老人ホームひぐらし荘】
  社会福祉法人による民間施設の量的整備が進んでおり，
公立施設が果たしてきた先導的役割は達成されつつあるこ
となどから，今後，同荘の民営化等を含めた運営形態の見
直しを行う。

　１９年度に，民営化の
検討を行う。

4 検討 Ｂ 2 2 検討

　ひぐらし荘について，同施設職員の意見聴取を行うなど，民営
化を含めた運営形態の見直し等を協議，検討している。

検討
長寿福祉
課

健
康
福
祉
部

文言
修正

1 2 2 民営化

【保育所】
　１８年７月に一部改正の「高松市立保育所民営化計画」に
基づき，高松市立保育所の民営化を実施する。
　２０年４月に１か所を，２１，２２年度にそれぞれ２か所の
保育所を民営化する。

①  ２０年４月に高松市
立城東保育所を民営化
する。
②  ２１年４月に中野保
育所と花園保育所を民
営化する。
③  ２２年４月に花ノ宮保
育所と十河保育所を民
営化する

H20: ▲14,000
H21: ▲42,000
累計 ▲56,000

1 B 1 5

　保護者説明会や地元自治会などへの説明会，移管先法人選
考委員会，移管先法人，保護者代表，市による三者協議会の開
催，保育士等の引継保育などを実施している。

①　▲14,000

①　▲14,000

②　▲28,000

保育課

健
康
福
祉
部

営化する。
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

新設 1 2 2 民営化

【介護老人保健施設こくぶんじ荘】
　医療法人等の民間施設の整備が進んでおり，公立施設が
果たしてきた先導的役割は達成されつつあること，および医
師確保の困難性や経営状況の悪化などから，運営形態を
見直し，２１年４月に民営化する。

２０年度において，譲渡
先法人を公募し，外部委
員を含めた選考委員会
の選考を行って，譲渡予
定先法人を決定し，２１
年４月から民営化する。 4 B 1 4

２１年４月に民営化することを決定し，市議会調査会に報告する
とともに，利用者とその家族や地元地域審議会に説明した。

２０年度におい
て，譲渡先法人
を公募し，外部
委員を含めた
選考委員会の
選考を行って，
譲渡予定先法
人を決定し，２
１年４月から民
営化する。

４月から民営化
する。

健康福祉
総務課

健
康
福
祉
部

1 2 2 指定管理者制度の導入

【合併地区児童館】
　合併町から引き継いだ１１か所の児童館について，事業の
適切な運営を行うため，地域に根ざした関係団体等（地域コ
ミュニティ）を指定管理者にするのが望ましいこと，児童健全
育成事業を行うため，利用料は無料とし，非公募による導
入を実施する。(関係団体等が指定管理者を希望しない場
合は，公募とする。)。

　２０年度以降から，順
次，指定管理者制度を導
入する。

4 Ｂ 1 5
１１か所のう
ち，１か所

　20年度に，児童館（１か所）について，地域コミュニティ協議会を
指定管理者として管理運営を委託する。今後，順次，指定管理
者制度を導入する予定である。

導入

こども未
来課

健
康
福
祉
部

1 2 2 指定管理者制度の導入

【屋島ファミリーホーム】
　ＤＶ被害者の常時の安全確保と施設の効率的な活用を図
るため，指定管理者制度を導入（社会福祉法人等）し，利用
の促進を図るとともに，管理経費の縮減を図る。

　２０年度に，指定管理
者制度を導入する。

Ｈ20 ： ▲3,175
Ｈ21 ： ▲3,175
累計   ▲6,350 1 Ｂ 1 5

　２０年度に，社会福祉法人を指定管理者として管理運営を委託
する。

　▲3,175 　▲3,175
こども未
来課

健
康
福
祉

部

1 2 2 指定管理者制度の導入

【庵治ほっとぴあん】
　管理運営については，指定管理者制度を導入し，民間の
ノウハウを最大限に引き出し，利用の促進を図るとともに，
管理経費の縮減を図る。

　２０年度に，指定管理
者制度を導入する。

4 決定 A 5
指定管理者
制度導入

指定管理者を公募し，応募があった５団体について，市選定委
員会において審査が行われ，候補団体が選定され，１２月議会
において議決された。
 ８月６日～１７日 　募集要項配布
 ８月２０日 　　　　　現地見学および説明会（５団体参加）
 ９月３日～１０日 　申請書類の受付（５団体から応募）
１０月２日  　　　　　選定委員会(公募施設のプレゼンテーション
等)
１０月３０日　　　　　選定委員会候補者選定
１１月１３日　　　　　候補者決定
１１月２１日　　　　　仮基本協定の締結
１２月２０日　　　　　高松市議会において議決

導入
保健セン
ター

健
康
福
祉
部

1 2 2
指定管理者業務の見直
し検討

【高松市総合福祉会館】
　指定管理者制度導入後の業務実態およびモニタリング等
を踏まえて，次期指定管理更新時における業務の範囲・内
容，指定または募集条件等に係る見直しを検討する。

　２０年度の指定管理者
の公募を前提に委託業
務の見直しを行う。 4 検討 B 2 2 実施

公募を行う前提となる財団の今後のあり方について関係部局と
協議している。 公募 更新

健康福祉
総務課

健
康
福
祉

部

効果
額設
定

1 2 2
指定管理者業務の見直
し検討

【リンリン園・コスモス園】
　指定管理者制度導入後の業務実態およびモニタリング等
を踏まえて，次期指定管理更新時における業務の範囲・内
容，指定または募集条件等に係る見直しを検討する。

　２０年度に，指定管理
者の募集条件等に係る
見直し検討の結論を出
す。

Ｈ19 ： ▲918
Ｈ20 ： ▲1,146
累計   ▲2,064 1

検討
▲918

B 2 2 ▲ 918
財活課とのヒ
アリング実施

　総合福祉会館においては，現在と同様に会館全体を一法人に
指定管理を委託するか，各施設等毎に委託するかの方針を含め
検討した。

公募
▲1,146

更新
障害福祉
課

健
康
福
祉

部

1 2 2
指定管理者業務の見直
し検討

【茶寿荘・勝賀・源平荘・国分寺老人福祉センター】
①　指定管理者に対して実施するモニタリングを踏まえ，次
期指定管理更新時において，業務の範囲・内容，指定また
は募集条件等に係る見直しを検討する。
②　次期指定管理更新時までに，利用料金制度の採用を検
討する。

①　２０年度に，指定管
理者の募集条件等の見
直し検討の結論を出す。
②　２０年度に，利用料
金制度の採用について
結論を出す。

4 検討 Ｂ 2 2
①　検討

②　検討済

①　モニタリング結果を踏まえ，あり方検討をする中で，次期指
定管理の募集条件の検討を行った。

②　検討の結果，費用対効果等から，利用料金制は導入しな
い。

①　検討 ①　更新

長寿福祉
課

健
康
福
祉
部

1 2 2
指定管理者業務の見直
し検討

【タンポポ園】
　１８年度制度導入後の業務実態およびモニタリング等を踏
まえて，指定管理者と協議する中で，年度協定締結時また
は次期指定管理更新時における，業務の範囲・内容，指定
または募集条件等に係る見直しを検討する。

①　１９年度に，事業内
容の見直しを行う。
②　２０年度に，募集す
る。
③　２１年度に，新たな指
定管理者による業務委
託を実施する。

H21 :  ▲15

1 B 2 2

　事業内容の見直しを検討した。

▲15
保育課

健
康
福
祉
部

1 2 2
指定管理者業務の見直
し検討

【高松市夜間急病診療所】
　１８年度制度導入後の業務実態およびモニタリング等を踏
まえて，指定管理者と協議する中で，年度協定締結時また
は次期指定管理更新時における，業務の範囲・内容，指定
または募集条件等に見直しに合わせて，利用料金制度の
導入または精算方式の見直しを検討する。

　２１年度からの利用料
金制度の導入または精
算方式の見直しについて
検討する。 4 検討 B 1 4 検討

平成１８年度および１９年度の業務実態，モニタリング等を踏まえ
る中で，次期更新手続に向け検討を進めた。

決定 更新
保健セン
ター

健
康
福
祉
部

1 2 2 外部委託化

【放課後児童クラブ】
　合併町から引き継いだ９か所の放課後児童クラブと，１５
年度から民間委託で実施している川島放課後児童クラブが
ある。
　合併町から引き継いだクラブについては，人件費等の経
費削減や事務費削減など効率的な運営の課題があり 事

①　２０年度以降から，順
次，委託を実施する。
②　放課後児童クラブを
児童館で開催している６
クラブは，２０年度以降か
ら 順次 児童館に指定 4 Ｂ 1 5

６か所のう
ち か所

　２０年度に，児童館（１か所）を指定管理者制度を導入すること
から，児童館の指定管理者に放課後児童クラブ（１か所）の管理
運営を委託する。

実施

こども未
来課

健
康
福1 2 2 外部委託化 費削減や事務費削減など効率的な運営の課題があり，事

業を適切に運営でき，保護者の信頼を確保できる団体など
に対し，公設民営方式による運営の委託化を実施する。

ら，順次，児童館に指定
管理者制度を導入するこ
とから，児童館の指定管
理者に放課後児童クラブ
を委託する。

4 Ｂ 1 5
ち，1か所 来課

福
祉
部
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

①【老人福祉センター奥の湯温泉】　【香南ふれあい館】
　指定管理者制度の導入に向けた具体的検討・手続きを進
めていく。
②【牟礼老人福祉センター】
　施設サービスの向上に努め，利用者の増加に取り組む。
③【香南地域ふれあいセンター】
　介護予防事業の充実に努める。

①　指定管理者制度導
入に伴う各種課題に対し
て具体的検討を行うとと
もに，導入の手続きに着
手する。
②　２１年度に，利用者
数を１７年度実績の
110％とする。
③　介護予防事業の充
実に努める。

H19 :  ▲  71
H20 :       43
H21 :      143
累計      115

1

①，③　検討

②　歳入　▲71

Ｂ 1 4

②　16

①，③　奥の湯温泉については，あり方について検討した結果，
21年度に観光振興課へ移管予定。また，香南ふれあい館につい
ては，当初指定管理を検討していたが，費用対効果を考慮し，鍵
の管理について，地元老人クラブ連合会に委託することとした。
香南地域ふれあいセンターについても，利用者の利便性を図る
ため，同地元老人クラブ連合会に委託し，介護予防事業の充実
に努めている。

②　利用者数の増に努めている。
　・利用者数　7,166人（17年度決算）　→　7,409人（19年度決算
見込）

②　歳入　43
②　歳入　143

長寿福祉
課

健
康
福
祉
部

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

【保育所】
　旧高松市が３１施設，合併地区が１３施設で，あわせて４４
施設となり，施設の維持管理に係る事務の効率化，経費の
縮減を図るため，可能なものから維持管理の一元化を実施
する。

①　合併地区に係る施設
の維持管理契約を旧高
松市と一括して契約す
る。
②　合併地区の事業費
（契約金額）のうち，旧高
松市と一括して契約する
ことにより，５％を縮減す
る。

H19 :  ▲230
H20 :  ▲230
H21 :  ▲230
累計   ▲690

1 ▲230 B 1 5 ▲ 838

　消防設備保守点検，給食場リフト等各種維持管理契約を一括
して契約した。

▲230 ▲230 保育課

健
康
福
祉
部

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

【香川・香南・国分寺・庵治・塩江保健センター】
　合併町保健センターについては，３年間の経過措置によ
り，１歳６か月および３歳児健康診査等を各保健センターで
実施することとしていることから，１９および２０年度において
今後の施設のあり方を検討する。

　１９・２０年度に合併町
保健センターのあり方を
検討する。 4 検討 B 1 4 検討

合併町保健センターでの事業については，地域住民の利便性を
考慮するとともに，効率的なものとするため，なお検討を重ねる
必要がある。 検討 実施

保健セン
ター

健
康
福
祉
部

1 2 7
施設管理運営の一元化
のあり方

　契約関係事務の一元化を検討し，実施する。
①　老人福祉センター奥の湯温泉
②　牟礼老人福祉センター
③　香南ふれあい館
④　香南地域ふれあいセンター

　１９年度から，各施設の
共通契約事務を一元化
し，１８年度予算の施設
の維持管理に係る委託
料の１％を削減する。

H19: ▲   48
H20: ▲   48
H21: ▲   48
累計 ▲ 144

1 ▲48 Ａ 5 ▲ 512

　４施設において共通する契約事務の一部，消防設備保守点検
業務，浄化槽保守点検業務，浄化槽汚泥抜き取り業務，電気工
作物保安管理業務等の委託契約事務の一元化を図った。
　　　　　　　　　　　　　　　18年度予算　　　　19年度決算見込
① 奥の湯温泉　　       　 2,959千円　 →　2,616千円
② 牟礼老人福祉ｾﾝﾀｰ    1,362千円　 →　1,194千円
③ 香南ふれあい館     　　　 11千円　 →　    10千円
④ 香南ふれあいｾﾝﾀｰ　  　141千円　 →　　141千円
　　　　　計　　　　　　　      4,473千円　 →　3,961千円‥▲512千
円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                　（▲11.4%）

▲48

▲48

長寿福祉
課

健
康
福
祉
部

1 2 11
受益者負担（使用料等）
の見直し

【基本健康診査自己負担】
　基本健康診査については，自己負担なし（無料）で実施し
てきたが，今後の高齢者の増加や受益者負担の観点から，
自己負担を設定する。

　１９年度に，自己負担
金１，０００円を設定す
る。
　（※２０年度から制度改
正により保険者による特
定健診が開始されること
になっており，実施方法
等が変更することから効
果額は変動がある。）

H19：▲25,758
H20：▲25,758
H21：▲25,758
累計
       ▲77,274

1 ▲25,758 Ａ 5 ▲ 34,246

　自己負担１，０００円を設定した。ただし，生活保護世帯，市民
税非課税世帯，７０歳以上の者は無料としている。
  基本健康診査実施期間：平成１９年７月1日～10月31日
  ２０年度予算は，特定健診（国保・高齢者医療課所管）に移行し
たため計上していない。
　１９年度受診者数67,901人（自己負担有：34,246人，自己負担
無：33,655人）

保健セン
ター

健
康
福
祉
部

1 2 13 合併協議事項

①　社会福祉法人もえぎの里に対し，土地（施設用地）を無
償貸与しているが，有償貸与に切り替えることにより行政財
産の有効活用および他の社会福祉法人との公平性を確保
する。
②　社会福祉法人洋々会に対し施設用地を無償貸与してい
るが，有償貸与または売却に切り替えることにより行政財産
の有効活用および他の社会福祉法人との公平性を確保す
る。

①　合併後３年を経過し
た２１年度から，有償貸
与に切替える。
②　合併後３年を経過し
た２１年度から，有償貸
与または売却に切替え
る。

4 Ｂ 1 3

予算に反映
するもの無
し。
21年度予算
策定までに
決定

相手方社会福祉法人と協議を行った。
①障害福祉課単独
②長寿福祉課と共同

①有償貸与

②有償貸与もし
くは売却 障害福祉

課

健
康
福
祉
部

1 2 13 合併協議事項

①【在宅寝たきり高齢者等介護見舞金】
　塩江町地区の支給額について，合併年度から４年度目に
おいて市の支給額と同額となるよう調整する。
②【高齢者と施設の交流事業】
　塩江町地区の利用者に係る負担額について，合併年度か
ら５年度目において市の負担額と同額となるよう調整する。
③【高齢者生きがいデイサービス事業】
　デイサービスの利用回数について，合併年度に引き続く３
年間に限り，塩江町地区においては週１回，香南町地区に
おいては週
２回とし，２１年度からは市と同じ月２回とする。

①　２０年度から，市の制
度に統一する。
②　２１年度から，市の制
度に統一する。
③　２０年度まで
　・塩江町地区において
は週１回，香南町地区に
おいては週２回
　・２１年度からは月２回

Ｈ19：▲  330
Ｈ20：▲  660
Ｈ21：▲3,836
累計 ▲4,826

1

①　▲330 B 1 4 ①　▲222
①　塩江地区の介護見舞金支給額を19年度において12,000円/
月から9,000円/月に段階的に制度の統一を図った。

@12,000円×125月=1,500千円（18年度決算）　→  @9,000円×
122月=1,098千円（19年度決算見込）

②，③調整中

①　▲660 ①　▲ 660

②　▲ 700

③　▲2,476 長寿福祉
課

健
康
福
祉
部
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 13 合併協議事項

①　【ケアハウス「健祥会リブレ」】（旧塩江町）
　土地使用貸借契約(２３年１０月１５日までの２０年間の無
償貸借期間設定等を条件とした契約)を本市が承継した。
②　【特別養護老人ホーム「あじの里」】（旧庵治町）
　土地使用貸借契約(使用目的が終了するまでの期間，無
償での貸借等を条件とした契約)を本市が承継した。
　①，②については，市内の他の社会福祉法人と本市との
間に同様の契約関係は存在せず，特定の法人に利益を供
与することは，公平性の視点から解消を図る必要がある。

①②　２１年度から，有償
貸与もしくは法人への売
却に切替える。

有償貸与の場合
H21 ： 1,484

1 B 1 4

歳入
①　29,100

①　相手先社会福祉法人と協議の結果，平成20年２月４日売却
が成立した。

②　目標達成に向け，相手先社会福祉法人と売却または有償貸
与で協議を行っている。

有償貸与の場
合
①  533

②  951
長寿福祉
課

健
康
福
祉
部

1 2 13 合併協議事項

【保育所通所バスの運行業務】
　有料化を検討する。
香南保育所
　合併年度の翌年度から一部負担の徴収を検討する。１８
年４月の利用者数：児童数１４７人中５０人
塩江保育所
　合併年度およびこれに続く３年度は現行どおりとし，その
翌年度（２１年度）から一部負担の徴収を検討する。１８年４
月の利用者数　児童数１１８人中６０人

香南保育所
①　１９年度に，地元協
議を行う。
②　２０年度から，一部負
担金の徴収を検討する。
塩江保育所
③　１９年度に，業務を委
託化する。
④　２０年度に，地元協
議を行う。
⑤　２１年度から，一部負
担金の徴収を検討する。

H19 : ▲1,500
H20 : ▲2,100
H21 : ▲2,820
累計  ▲6,420

1 ③　▲1,500 B 3 3 ▲ 767

①  中核市や県内各市に通所バスについて照会を実施し，一部
負担徴収のあり方の検討を行った。また，地元代表者と協議を
行った。
③　１９年度に業務を委託化した。

②　　▲600
③　▲1,500

②　▲  600
③　▲1,500
⑤　▲  720

保育課

健
康
福
祉
部

1 2 13 合併協議事項

【保育料】
①塩江
②香川，国分寺，庵治，牟礼町
③香南町
　保育所入所者負担金を段階的に引き上げ，市の保育料に
統一する。

①　段階的に引き上げ，
２３年度に高松市の保育
料と同額にする。
②　段階的に引き上げ，
２１年度に高松市の保育
料と同額にする。
③　合併年度の翌年度
から，高松市の保育料と
同額にする。

H19 :   21,977
H20 :   45,459
H21 :   70,564
累計   138,000

1 21,977 B 1 4 19,220

　合併協議に基づき，段階的に保育料を引き上げている。

21,977

23,482

21,977

23,482

25,105
保育課

健
康
福
祉
部

1 2 13 合併協議事項

【食生活改善推進協議会補助事業】
　委託料（補助金）については，合併年度の翌年度から段階
的に減額し，３年目に市の制度に統一する。

　２０年度から，廃止す
る。

H19 :  ▲  930
H20 :  ▲1,830
Ｈ21：　▲1,830
累計   ▲4,590

1 ▲930 Ａ 5 ▲ 930

段階的に減額して交付した。
２０年度予算は，廃止のため計上していない。 ▲930

▲900

▲930

▲900

保健セン
ター

健
康
福
祉

部

1 2 13 合併協議事項

【母子愛育会補助事業】
　補助金については，合併の翌年度から段階的に減額し，３
年目に市の制度に統一する。（自主グループへの移行）

　２０年度から，廃止す
る。

H19 ： ▲  200
H20 ： ▲  410
Ｈ21：　▲　410
累計   ▲1,020

1 ▲200 A 5 ▲ 440

段階的に減額して交付した。
２０年度予算は，廃止のため計上していない。 ▲200

▲210

▲200

▲210

保健セン
ター

健
康
福
祉

部

1 2 13 合併協議事項

【総合検診（香川町における1日人間ドック）】
　国民健康保険加入者を除き，合併年度及びこれに続く３
年度に限り現行のとおり実施する。

　２１年度から，廃止す
る。

H21 ： ▲20,270

1 Ｂ 1 4

昨年度から引き続き，香川病院において総合健診を実施した。

▲20,270
保健セン
ター

健
康
福
祉

部

1 2 13 合併協議事項

【胃がん個別検診（国分寺町）】
　胃がん個別検診については，合併年度及びこれに続く３
年度に限り，現行のとおり実施する。

　２１年度から，廃止す
る。

H21 ：▲11,320

1 Ｂ 1 4

昨年度から引き続き，国分寺町内の５医療機関で７月～10月ま
で実施した。

▲11,320
保健セン
ター

健
康
福
祉

部

1 2 13 合併協議事項

【乳がん検診（集団）】
　合併地区については，合併年度及びこれに続く３年度につ
いて，検診車による集団検診も必要に応じて実施する。
　今後，個別検診および集団検診の受診状況，個別医療機
関の状況等を考慮するなかで，集団検診の継続について検
討する。

　２０年度に，集団検診
の継続について検討す
る。
　２１年度以降も，必要に
応じて，検診車による集
団検診も実施する。

4
集団検診も実
施

Ｂ 1 4 検討

昨年度から引き続き，合併町の各保健センターにおいて乳がん
集団検診を，１１月～２月まで実施した。 集団検診も実

施

集団検診の継
続について検
討

集団検診も実
施

集団検診も必
要に応じて実施

保健セン
ター

健
康
福
祉
部

1 4 1 外郭団体等の見直し

【㈶高松市福祉事業団】
　高松市総合福祉会館の指定管理者に指定
①　次期指定管理者更新時における公募選定に向け，団体
の経営改善等に取組む。
②　団体等に係る情報公開に取組む。

　２１年度指定更新

4 検討 B 2 2 実施

公募を行う前提となる財団の今後のあり方について関係部局と
協議している。 改善 更新

健康福祉
総務課

健
康
福
祉
部

1 4 1 外郭団体等の見直し

【高松市社会福祉協議会】
①　決算状況を分析するとともに，協議会の役割を明確に
する中で，適正な補助割合とすることで自立化を推進する。
②　団体等に係る情報公開に取組む。

①　２１年度に，適切な補
助割合の見直しを実施
する。 4 検討 B 1 3 検討

高松市社会福祉協議会において，２１年度の補助割合の見直し
に備え，旧合併６町の社協の運営改善を進めるなど，経営体質
の強化を図っている。

検討 実施
健康福祉
総務課

健
康
福
祉

部

1 4 1 外郭団体等の見直し

【高松市老人クラブ連合会】
①　団体の運営自立化等の促進に取組む。
②　団体等に係る情報公開に取組む。

　１９年度に，高松市老
人クラブ連合会の自立化
を図るため，市非常勤嘱
託職員を連合会職員と

4 実施 Ａ 5

①　19年度に事務局職員を市非常勤嘱託職員から連合会職員
とし，団体の自立化を図った。
②　19年度から決算報告や事業計画等を老人クラブ広報紙に掲
載するなど 積極的な情報公開に努めている。

長寿福祉
課

健
康
福
祉

部
託職員を連合会職員と
する。

載するなど，積極的な情報公開に努めている。
祉
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 4 1 外郭団体等の見直し

【㈳高松市シルバー人材センター】
①　事業の公益性や効果を見定めるとともに，決算状況の
分析等を行うほか，当センターに対し，一層の自助努力によ
る経費節減を促す中で，必要な支援を行う。
②　団体等に係る情報公開に取組む。

　事業の公益性や効果を
見定めるとともに，決算
状況の分析等を行うほ
か，当センターに対し，一
層の自助努力による経
費節減を促す中で，必要
な支援を行う。

H19 ： ▲  497
H20 ： ▲1,060
H21 ： ▲1,611
累計   ▲3,168

1 ▲497 B 1 4 ▲ 497

　シルバー人材センターの自助努力による経費節減を促す中
で，必要な支援を行った。
補助金
 28,567千円 （18年度決算）　→　28,070千円（19年度決算見込）

▲1,060

▲1,611

長寿福祉
課

健
康
福
祉
部

1 4 1 外郭団体等の見直し

【地域組織活動団体(母親クラブ)】
　地域組織活動団体（母親クラブ）の活動を，より一層積極
的に地域に根ざしたものとするため，活動内容の見直しを
図るほか，団体の選定方法の見直しによる適正化や，子育
て支援団体の相互交流と情報交換を行うため設置した庁内
組織による子育て支援の効果的な推進を図る。

　地域組織活動団体の，
項目・事業の完全実施と
ネットワーク化を図る。

4 推進 Ｂ 1 5

活動団体の
項目・事業の
完全実施，
ネットワーク
開催

　こども未来ネットワーク会議地域組織活動（母親クラブ）を平成
18年度に設置し，活動内容の見直しや情報交換などを協議し
た。
平成18年度　2回開催
平成19年度　2回開催，座談会（全体会）１回開催

こども未
来課

健
康
福
祉
部

1 4 1 外郭団体等の見直し

【香川県母子福祉連合会高松支部】
①　香川県母子福祉連合会高松支部が実施する「親子ふ
れあいデー」に，事業費の一部を補助(２１０千円)している。
②　事業実施の情報公開を要請する。

　高松支部の組織強化
や自立化の促進を図る
ため，今後，参加者を増
やすとともに，参加者に
経費の一部を負担させ
る。
①　参加者数９７人(１７
年度の５０％増以上)
②　主催者による参加者
負担金の設定

3

①　115人

②　参加者
　　負担金
　　大人１人
　　３００円

Ａ 5
①１０２人

②実施済

　参加者は１０２人，17年度の１６２％であり，高松支部の組織
化・自立化を目指すには，今後，さらに参加者増を目指す必要が
ある。
　主催者による参加者負担金は，大人1人300円を設定し，４２人
から徴収した。

①　１４０人

②　実施

①　１５０人

こども未
来課

健
康
福
祉
部

1 4 1 外郭団体等の見直し

【保健委員会，献血推進協議会】
①　地区組織活動の明確化と事務の簡素化を図るため，保
健委員会と献血推進協議会を統合し，活動内容を具体的に
明示する。
②　各地区の地域コミュニティ協議会の動きの中で，自立化
および組織そのもののあり方も検討する。

①　１９年度に，保健委
員会・献血推進協議会組
織を統合する。
②　統合の次の段階とし
て，自立化および組織そ
のもののあり方を検討す
る。

4
①　統合
②　検討

Ｂ 1 4
統合
検討

①保健委員会と献血推進協議会の組織母体は殆ど同じである
ため，組織の運営のあり方について役員会・総会で説明した結
果，献血事業は保健委員会に組み入れ，保健委員会として組織
の統合を図った。
②自主化・組織のあり方については，検討中。 ②　検討

保健セン
ター

健
康
福
祉
部

1 5 1
老人保健事業（特別会
計）の効率的運営

①　レセプト点検を充実強化する。
②　２０年度からは，事業の実施主体が，新たな後期高齢
者医療制度の創設に伴い，県内の市町のすべてが加入す
る後期高齢者医療広域連合となるため，広域連合としての
取り組みについて検討を進める。

　医療費の適正化による
一般会計繰入金の抑制
をする。
　１９年度目標　再審査
による査定額
  　３５，０００千円
　１７年度実績
　　委託料　５，０４０（千
円）
　　査定額　３２，５３４
（千円）

H19 ： 35,000

1 35,000 B 1 4 26,293

レセプト点検については，職員による資格審査と併せて点検業
務を専門業者に委託することにより，毎月送付されてくるレセプト
の審査・点検を実施しており，請求に誤りの疑いがあるものにつ
いて再審査請求を行い，医療費の適正化に努めている。

国保・高
齢者医療
課

健
康
福
祉
部

1 5 1
国民健康保険事業（特
別会計）の効率的運営

①　収納率確保
　滞納者に納付しやすい環境づくりと積極的な納付指導を
行う。短期被保険者証および被保険者資格証明書の活用
等による滞納者対策を推進する。
②　債権回収の取組み
　徴収嘱託職員による収納，夜間電話催告，休日臨戸，休
日夜間の開庁等により滞納者への納付指導を強化する。
　現年度分については，短期被保険者証や被保険者資格
証明書で対応するが，今後滞納繰越分の増額を抑え不納
欠損額を減額するために，預金給与等の債権を中心とし
た，滞納整理の実施に取組む。
③　口座振替制度の推進
　・国民健康保険料の当初納付書送付時に口座振替依頼
書を同封する。
　・広報紙へ口座振替の勧奨記事を掲載する。
　・推進員による勧奨等口座振替促進の体制を整備する。
　・口座振替推進月間を設定し，受付窓口等で加入勧奨を
行う。
④　保険料の適正賦課
　・居所不明者については，要領に基づき他課との連携を強
め実態把握を行い，長期不在住者の資格得喪の適正化を
行う。

①　現年度分収納率
　２１年度目標　　９３．
５％
　１７年度実績　　９３．１
８％
②　滞納繰越分収納率
　２１年度目標　　１８．
０％
　１７年度実績　　１５．４
８％
③　口座振替率
　２１年度目標　　　４０％
　１７年度実績  　　３２．
８３％
④　２１年度目標
　居所不明者全件の国
保資格の職権消除

H19 :  11,500
H20 :  11,500
H21 :  11,500
累計　34,500

1
①　9,500

②　2,000
B 1 4

①　9,500

②　2,000
③　34.3％

①　収納率確保
　滞納者に納付しやすい環境づくりと積極的な納付指導を行う。
短期被保険者証および被保険者資格証明書の活用等による滞
納者対策を推進する。
②　債権回収の取組み
　徴収嘱託職員による収納，夜間電話催告，休日臨戸，休日夜
間の開庁等により滞納者への納付指導を強化する。
　現年度分については，短期被保険者証や被保険者資格証明
書の交付で対応しているが，今後滞納繰越分の増額を抑え不納
欠損額を減額するために，預金給与等の債権を中心とした，滞
納整理の実施に取組んでいる。
③　口座振替制度の推進
　・国民健康保険料の当初納付書送付時に口座振替依頼書を同
封した。
　・広報紙へ口座振替の勧奨記事を掲載した。
　・推進員による勧奨等口座振替促進の体制を整備する。
　・口座振替推進月間を設定し，受付窓口等で加入勧奨を行う。
　・口座振替加入促進キャンペーンの実施中。
④　保険料の適正賦課
　・居所不明者については，要領に基づき他課との連携を強め実
態把握を行い，長期不在住者の資格得喪の適正化を行う。

①　9,500

②　2,000

①　9,500

②　2,000

①　9,500

②　2,000

国保・高
齢者医療
課

健
康
福
祉
部
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 5 1
国民健康保険事業（特
別会計）の効率的運営

⑤　退職者医療制度適用について
　・届出勧奨を行い，本人からの申請に基づき，毎月被保険
者資格の変更を行う。
　・届出がない者に対しては，再度勧奨通知文を送付し，退
職者医療制度適用について理解を求める。
　・届出がない者のうち，国保連合会から提供される各被用
者年金保険者からの年金受給権者一覧表に基づき，確認
できる者については，当該届出を省略し，職権適用を行う。
　・被扶養者に対しては，届出時に聞き取りを行い，生計関
係・収入状態など把握して適用する。
　・一般から切り替えをしない被保険者に対しては，電話や
世帯訪問を通じて，退職者医療制度への切り替えを進め
る。
⑥　医療費適正化
　医療費の削減と適正化の推進を実施する。
  ・レセプト点検を充実強化する。
  ・保健センター等との連携による医療費適正化を推進す
る。
　・２０年度から県が作成する医療費適正化計画に基づき医
療費の伸びを適正化する。

⑤　退職適用率
　１９年度目標　１００％
　１７年度実績
 　退職適用該当者　８３
９人
   退職適用者　７３７人
   退職適用率　８７.８％
⑥　医療費適正化（レセ
プト点検）
　２１年度目標　再審査
による査定額   ２０，００
０千円
　１７年度実績
    委託料　６，７０３（千
円）
　　査定額　１８，８３６
（千円）

H19 : ▲24,900
H20 : ▲20,000
H21 : ▲20,000
累計　▲64,900

1
⑤　▲4,900

⑥　▲20,000

⑤　▲4,900

⑥　▲16,744

⑤　退職者医療制度適用について
　・届出勧奨を行い，本人からの申請に基づき，毎月被保険者資
格の変更を実施している。
　・届出がない者に対しては，再度勧奨通知文を送付し，退職者
医療制度適用について理解を求め,届出を勧奨している。
　・届出がない者のうち，国保連合会から提供される各被用者年
金保険者からの年金受給権者一覧表に基づき，確認できる者に
ついては，当該届出を省略し，職権適用を行っている。
　・被扶養者に対しては，届出時に聞き取りを行い，生計関係・収
入状態など把握して適用する。
　・一般から切り替えをしない被保険者に対しては，電話や世帯
訪問を通じて，退職者医療制度への切り替えを勧奨している。
⑥レセプト点検については，職員による資格審査と併せて点検
業務を専門業者に委託することにより，毎月送付されてくるレセ
プトの審査・点検を実施しており，請求に誤りの疑いがあるもの
について再審査請求を行い，医療費の適正化に努めている。

⑥　▲20,000 ⑥　▲20,000

国保・高
齢者医療
課

健
康
福
祉
部

1 5 1
介護保険事業（特別会
計）の効率的運営

 　個人滞納経過票を収納検索システムで作成・保存し，対
応の都度，端末機で閲覧できるようにし，職員相互の情報
の共有化を図りながら効率的な収納事務を行い，前年度の
収納率を上回るようにする。

　１９年度より収納検索シ
ステムの運営を開始し，
収納率の向上を図る。
　１７年度収納率　特徴１
００％　普徴９０．３％　計
９６．２％
　１８年度収納率　特徴１
００％　普徴８８．８％　計
９７．０％
１９年度収納率　特徴１０
０％　普徴８５．８％　計９
７．０％（各年度.3.31現
在）

3

収納検索シス
テム運営開始

推進

Ａ 1 4

　収納検索システムは１８年度末に完成し，過去のデータの移行
も終わり，すでに活用の段階にある。今後とも収納にあたり，蓄
積されたデータを活用し，個々の状況を把握しながら対応してい
くことになる。１９年度は，このシステムの活用を図るとともに，収
納率を上げるため，介護保険推進員による収納のほか，電話催
告，臨戸訪問を実施し，ほぼ前年度並みの収納率を確保した。

推進 推進

介護保険
課

健
康
福
祉
部

1 5 1
特別養護老人ホーム事
業(特別会計)の効率的
運営

【ひぐらし荘】
①  施設運営のあり方検討における民営化の実現までの間
において，施設経営について，各保守点検等委託料など競
争入札を実施するなど，経費の効率・適正化を行う。

①　１９年度から，各施設
に共通する契約事務の
一元化を行う。
　１９年度において，全委
託料の１８年度実績(予
算)対比１％の削減を実
現する。

H19 : ▲27
H20 : ▲27
H21 : ▲27
累計  ▲81 1

①
▲27

A 3 ▲32

①１９年度においては，出先施設の電気工作物の保守委託など
５件を長寿本課と一緒に行い契約事務の一元化を図った。うち，
成果があったのは２件であった。競争性の向上，事務の簡素化
にもなり，２０年度以降も継続していきたい。

▲27 ▲27 長寿福祉
課
（ひぐらし
荘）

健
康
福
祉
部

1 5 1
特別養護老人ホーム事
業(特別会計)の効率的
運営

②　居宅サービスを必要とする養護の入所者および近隣の
市民を対象に居宅介護支援，訪問介護および介護予防訪
問介護事業を実施し，入所者等の処遇の向上，職員の体
制充実，施設の安定運営を図る。

②　１９年度から実施す
る。
　・居宅サービス事業全
体として，収支黒字の確
保
　・養護入所者の処遇向
上
　・養護・特養全体とし
て，職員の体制充実

②
実施

実施

②１９年4月から居宅および訪問の各事業所を立ち上げ，入所者
等の処遇の向上を図っている。１９年度の実績としては，職員の
確保が遅れたことや準備不足などから介護サービスの利用者数
が当初予定の半分程度となった。２０年度以降も介護サービスの
質と量を高めて収支の改善を図っていきたい。
　20年3月分利用者数13人 推進

長寿福祉
課
（ひぐらし
荘）

健
康
福
祉
部

1 5 1
老人福祉センター奥の
湯温泉事業（特別会計）
の効率的運営

　指定管理者制度の導入に向けた具体的検討・手続きを進
めていく。（1-2-5①再掲）

　指定管理者制度導入
に伴う各種課題に対して
具体的検討を行い，導入
の手続きに着手する。
（1-2-5①再掲）

4 検討 B 1 4 検討

奥の湯温泉については，あり方について検討した結果，21年度
に観光振興課へ移管予定。（1-2-5①再掲）

長寿福祉
課

健
康
福
祉
部

1 5 1
母子寡婦福祉資金貸付
事務（特別会計）の効率
的運営

　貸付金償還のため，口座振替制度への加入を促進すると
ともに，滞納者には，母子自立支援員，償還促進員などに
よる電話相談や訪問徴収を行い，償還率を向上させる。
　生活状況や滞納理由の実態把握を行い，より具体的な償
還計画を作成し，分納など，償還しやすい方法を一層指導
する。
　返済能力に欠けると考えられる場合は，連帯借主，連帯
保証人への催告を行い，償還を促すとともに，悪質滞納者
には，法的な徴収方法を実施する。

　２０年度までに，償還率
を４０％(１６年度全国平
均)に引き上げる。

Ｈ20：▲ 4,700
Ｈ21：▲ 4,700
累計 ▲  9,400

1 Ｂ 2 3

　２０年３月末現在の償還率は３０．８％で，今後，臨戸訪問や電
話催告などを実施し，さらに償還率を向上させる予定であるが，
滞納者は生活困窮や病気などの問題を抱えている者が多く，生
活全般等の相談の中で,償還指導を行う必要があることから，分
納など納付しやすい方法で償還率の向上に努める。

▲4,700 ▲4,700
こども未
来課

健
康
福
祉
部

1 6 1
介護老人保健施設事業

【こくぶんじ荘】
　収益向上のため，入所者数７８人以上を確保する。
　１８年度実績：延入所者数２５，７３６人(平均７０．５人/日)
①　地域の病院や居宅介護支援事業者との連携を強化す
る。
②　利用者の生きがいづくりを推進するため，利用者と地域

　１９年度に，入所者数７
８人を確保
　延入所者数２８，５４８
人(７８人/日)
①　病院や居宅支援事
業所に施設のＰＲ活動を

3 ① ②推進 B 1 4
①実施

延入所者数24,552人(67.1人/日)
①病院（市民病院，キナシ大林病院，陶病院，国分寺町内の病
院），公民館（国分寺地区，鬼無，檀紙，弦打，香西，下笠居）お
よび居宅支援事業所に，「こくぶんじ荘の概要」パンフレットや「こ
くぶんじ荘だより」を配布し，施設のＰＲに努めた。
②地区公民館で活動している芸術団体に，施設を活動成果の発

①，②推進
施設民営化に
より廃止

健康福祉
総務課

健
康
福1 6 1

介護老人保健施設事業
会計の効率的運営

② 利用者の き くりを推進するため，利用者 地域
のボランティア団体等との交流に取組む。

業所 施設の 活動を
実施
②　ボランティア団体等
の受入れ拡充　（公民館
活動団体等に発表の場
を提供）

3 ①，②推進 B 1 4
②実施

②地区公民館で活動して る芸術団体 ，施設を活動成果の発
表の場として提供し，施設利用者との交流に努めた。新たに，大
正琴，フラダンス，銭太鼓等の慰問や高松市老人クラブ連合会
友愛訪問があった。

総務課
（こくぶん
じ荘）

福
祉
部

-30-



第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

2 1 1
幼稚園・保育所の一体
化の検討

　幼稚園と保育所が隣接する施設を研究指定園・所として，
交流保育等を実施するとともに，１６年８月設置の高松市立
幼稚園・保育所一体化検討会において，あり方を検討して
いる。１７年度においては，国の総合施設モデル事業として
牟礼町の「はらこどもセンター」が指定を受けている。
　幼保一体化については，認定こども園制度が法定された
ことなどを受け，市議会常任委員会の教育民生所管事務調
査が行われ，市立で実施するには，幼稚園教諭と保育士の
勤務時間や，人事・給与制度が異なることなどから，現段階
で一元化することは困難であるが，私立の施設に対しては，
相談・情報提供等指導・支援を行うこととされた。

　幼稚園・保育所の一体
化について検討する。

3 検討 B 1 4

　平成１８年度の教育民生常任委員会所管事務調査での「幼稚
園と保育所の一体化について」の報告を踏まえ，「高松市立幼稚
園のあり方に関する懇談会」と並行して，「高松市立幼稚園・保
育所一体化検討会」を１９年度，４回実施した。どのような保育所
と幼稚園において一体化が必要か，どのような方法が適切か，
その課題などを具体的に検討していった。２０年度は，香南保育
所と幼稚園の一体化について基本構想をまとめる予定である。

検討
検討

保育課

健
康
福
祉
部

4 1 1
窓口における市民サー
ビスの向上

　朝のあいさつを全員で行う。
　管理職職員等が，カウンターの前に出て，午前８時３０分
に市民に対するあいさつを全職員で行い，市民サービスの
向上への意識高揚を図る。

　市民サービスの向上
に，窓口におけるあいさ
つは重要である。
　市民満足度８０％超を
目指す。

4 推進 B 1 4

　朝のあいさつを全員で行う。
　管理職職員等が，カウンターの前に出て，午前８時３０分に市
民に対するあいさつを全職員で行い，市民サービスの向上への
意識高揚を図る。

推進 推進 推進 国保・高
齢者医療
課

健
康
福
祉
部

4 1 1
フロアマネージャーの配
置等

　フロアマネージャーの配置，受付番号呼出表示設備・低記
載台を設置し，市民の立場に立った施設環境を整える。

　市民の苦情ゼロを目指
す。

4 推進 B 1 4 推進

１２時１５分から１３時まで管理職によるフロアマネージャーを配
置。 推進 推進 推進 国保・高

齢者医療
課

健
康
福
祉

部

4 1 1
繁忙期における窓口取
扱時間の延長

　繁忙期における平日の窓口取扱時間を午後７時まで延長
する。
　休日における窓口開設について関係各課において検討
し，日曜日の開庁を試行する。

　利用者の利便性の向
上に取り組む。
①　休日開庁：２０年３月
末および４月初めの日曜
日に実施予定。
②　市民満足度　８０％
超を目指す。

4
①　実施

②　推進
B 1 4

①　実施

②　推進

平成１９年３月２６日から４月６日における平日の窓口取扱時間
を午後７時まで延長する。
平成１９年３月２５日（日），４月１日（日）の２日，休日開庁を実
施。

推進 ①　実施

②　推進

①　実施

②　推進
国保・高
齢者医療
課

健
康
福
祉
部

4 1 1 接遇の向上

　窓口や電話での問い合わせに対し，親切，丁寧，迅速な
対応に努める。
　担当者以外の職員全員が迅速に対応できるよう，勉強会
の開催や，マニュアルの整備に取組む。

①　挨拶の励行，相手を
待たせない，相手が話し
やすい状況を作るなど，
相手の視点に立ったきめ
細やかな対応に努める。
②　課内会議等で情報の
共有化を図る。　３６回
③　勉強会を開催し，幅
広い知識を習得する。
６回
④　各業務に関するマ
ニュアルを整備する。

3 実施 B 1 4 実施

　課内会議を１２回開催し，高齢者福祉業務はもとより，接遇，ＩＳ
Ｏ１４００１，人権等に関して研修を行うなど，職員の資質の向上
と情報の共有化に努めている。
また，既に作成済みの窓口業務に関するマニュアルを参考に，
事業概要の理解と円滑な窓口業務の遂行に努めている。

①　実施

②　推進

長寿福祉
課

健
康
福
祉
部

4 1 1
結核健康診断の機会の
拡充

　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律に基づき，結核のまん延防止を図るため，勧告した結
核患者の接触者が，健康診断を受けやすくなるように，受
診体制を見直す。

　現行開催日：定例（月２回）
　　　　 　　　　　臨時（年５～６回日曜日）

　・月～金で健診が行え
る体制等を検討する。
　・受診率９０％以上を目
指す。

3 受診率
　　９０％以上

Ｂ 1 4
85.1％

①　国の指導を受け，受診率９０％以上をめざすため，７月に嘱
託の診療放射線技師を雇用し，２人体制としたが，１０月に職員
が退職したので１１月以降，受診の機会が少なく，体制が整わな
いため，８５．１％の受診率となった。

②　日曜日の結核健康診断は継続して行っている。
　　　受診率→８５．１％(６．０％増）
　　　　※　受診率　　(受診者数／勧告者数）

受診率
　　９０％以上

受診率
　　９０％以上

保健対策
課
（感染症
対策室）

健
康
福
祉
部

4 1 1
日曜子育てひろば等の
実施

①　「日曜子育てひろば」（両親学級）を休日に開催すること
で，働いている妊婦や父親の参加をしやすくする。
②　乳がん・子宮がん集団検診を休日に開催することによ
り，平日に受診できない方に受診の機会を提供する。

①　年間９回開催
②　１９年度　年間１回開
催
　　 ２０年度以降　回数
増

3
①　実施
②　実施

Ａ 5
①9回開催
②１回開催

①「日曜子育てひろば」を年間９回実施した。
②２月の第２日曜日に，乳がん・子宮がん検診を実施した。

①推進
②推進（２回実
施予定）

①　推進

②　推進
保健セン
ター

健
康
福
祉

部

4 1 1
急性灰白髄炎（ポリオ）
予防接種の接種方式の
見直し

　急性灰白髄炎（ポリオ）予防接種を各地域コミュニティセン
ター等で集団接種方式で実施していたが，保護者の利便性
向上，乳児期に計画的な予防接種が可能になること，個人
プライバシーの保護等のため接種方式を見直す。
①　１９年度に，接種方式を個別接種方式に改める。
②　接種時期は春季と秋季の２回接種とし，市内の予防接
種実施医療機関で行う。

　１９年度から，集団接種
方式を個別接種方式に
改める。

4
実施

Ａ 5
個別接種方
式で実施

急性灰白髄炎（ポリオ）予防接種を集団接種方式から個別接種
方式に改めた。
・各地域コミュニティセンター等での集団接種から予防接種実施
医療機関での個別接種とした。
秋季実施期間：平成１９年９月１５日～１０月３１日

保健セン
ター

健
康
福
祉
部

4 1 2
福祉・保健・医療の連
携・推進

　福祉部門における窓口職員間の連携，国保担当課および
病院部を含めた情報交換を進めるなど，福祉・保健・医療
の連携・推進を図る。

　原則として毎月（議会
開会月を除く），定例会
議を開催する。 4 連携の推進 Ａ 4 実施

　健康福祉部各課の課長補佐で連絡会を組織し，毎月１回（原
則）福祉・保健に関する情報交換を行っている。なお，必要に応
じ，国保担当課および病院部など医療関係部署の参加も求めて
いる。

健康福祉
総務課

健
康
福
祉

部
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

4 1 2
社会福祉法人・施設等
に対する指導監査体制
の見直しの検討

　社会福祉法人，社会福祉施設（障害，高齢者，児童）およ
び介護保険事業者に対する指導監査体制の効率的・効果
的なあり方について，国の見直し方針や他都市の状況等を
踏まえる中で，部内一元化や連携強化の方策を含め，検討
する。

　原則として毎月開催し
ている福祉施策に関する
連絡会において，適宜，
体制一元化や連携強化
の方策を含めて，検討を
進め，２１年度に見直す。

4 検討 B 1 3 検討

　社会福祉法人・社会福祉施設（障害，高齢者，児童）および介
護保険事業者に対する指導監査について，現行の体制における
問題点を検討するとともに，その解消のための方策について，体
制の見直しや連携強化のあり方について関係各課で協議を実施
している。

検討 実施
健康福祉
総務課
介護保険
課
障害福祉
課
長寿福祉
課
こども未
来課
保育課
保健対策
課

健
康
福
祉
部

4 1 2
介護見舞金の申請・更
新

　症状が固定した重度の障害者が，更新の都度，医師の証
明を受けるために受診するのは，証明書料や交通費用など
の負担をかけている。　一方，長寿社会対策課の介護見舞
金は民生委員の証明で申請ができているため，更新時の証
明の方法を検討する。

　１９年度から，身体状
況，精神状況，介護の状
況等についての証明（更
新時）を，民生委員の証
明で申請できることとす
る。

4 実施 Ａ 5 実施

　平成１９年８月１日付けで「高松市在宅障害者介護見舞金支給
要綱」を改正し，平成１９年度から身体状況，精神状況，介護の
状況等について更新時，民生委員の証明で申請ができるように
した。

障害福祉
課

健
康
福
祉
部

4 1 2 食材調達方法の見直し

　ひぐらし荘の食材の調達方法を見直し，栄養価，鮮度，数
量を確保しながら，経費の縮減を図る。

　１％の経費縮減を進め
る。

2
実施

B 1 5 実施

食材の調達については，米や肉類は競争見積もりによる単価契
約を行い，その他の食材は，近隣業者等から直接購入している。
１９年度実績としては，経費の節減に努め当初の計画どおり達成
できた。ただ，経済情勢の大幅な変動により，燃料や食材の値上
げが続いているので，継続して取り組むものの２０年度以降厳し
い情勢となっている。

推進

長寿福祉
課
（ひぐらし
荘）

健
康
福
祉
部

4 1 2
依頼検査の受付時間の
変更

　検便の依頼検査の実態に応じた受付時間に見直す。 　受付時間を，毎週月曜
日の９時～１７時および
火曜日の９時～１１時
を，毎週月・火の９時～１
５時とする。

4 実施 Ａ 5 実施

　住民サービス向上のため，検便の受付時間を毎週月・火の9時
～15時にしている。

実施

生活衛生
課

健
康
福
祉
部
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 6 1
病院事業会計の効率的
運営

　市立３病院は，地方公営企業法の一部適用病院として，
それぞれ独立して運営を行っているので，効率性に欠ける
ところがあることから，現行体制を維持する中で，連携を深
め，より効率的な運営を図る。
①　薬品・診療材料等共通物品等の購入価格統一化による
効率化(3病院)
②　施設基準の積極的運用(3病院)
③　治験事業(市民病院）
④　医療情報システムの更新と診療録等の電子化の検討
(市民病院）
⑤　患者送迎バス運行路線の見直し(塩江病院）
⑥　病棟の効率的運用(香川病院)
⑦　訪問リハビリテーションの実施(香川病院)
⑧　DPC（診断群分類別包括評価）の導入（市民病院）
⑨　医療費未収金の回収（市民病院）
⑩　市民病院との病院連携による派遣診療の実施（塩江・
香川病院）
⑪　市民病院給食調理業務の運営のあり方の検討（市民病
院）
⑫　塩江病院自動車運転士のあり方の検討（塩江病院）

①　１７年度から実施継
続
②　診療報酬の改定に
合わせ随時対応
③　１８年度から実施
④　２０年度から実施・検
討
⑤⑥⑦　１９年度から実
施
⑧　２１年度から導入
⑨　１９年度から実施
⑩　１７年度から実施継
続
⑪⑫　実施時期未定

H19 :  101,550
H20 :  102,700
H21 :  103,000
累計   307,250

1 101,550 B 1 4 93,201 　

平成１９年度においては，次の各項目を実施した。
①　薬品・診療材料等共通物品等の購入価格統一化による効率
化(3病院)
②　施設基準の積極的運用(3病院)
　　　・リハビリテーション・入院基本料等の基準の引き上げ
③　治験事業(市民病院）
　　　・循環器科および整形外科で実施
⑤　患者送迎バス運行路線の見直し(塩江病院）
　　　・19年7月から1便の増便
⑥　病棟の効率的運用(香川病院)
　　　・看護師の動線に配慮した患者配置による看護師の適正配
置
⑦　訪問リハビリテーションの実施(香川病院)
　　　・整形外科医による訪問リハビリの実施
⑨　医療費未収金の回収（市民病院）
　　　・徴収員による個別徴収の実施
⑩　市民病院との病院連携による派遣診療の実施（塩江・香川
病院）
　　　・塩江病院の皮膚科・泌尿器科・脳外科へ派遣
　　　・香川病院の皮膚科・泌尿器科へ派遣

102,700 103,000

経営管理
課
市民病院
塩江病院
香川病院

病
院
部

1 6 1
病院事業会計の効率的
運営

H19:▲  7,000
H20:▲  7,500
H21:▲ 11,000
累計▲ 25,500

①④
　▲ 7,000

▲4,930 　
①④
▲ 7,500

①④
▲11,000

経営管理
課
市民病院
塩江病院
香川病院

病
院
部

1 6 1
市立病院の将来におけ
るあり方

　有識者等で構成された「高松市民病院あり方検討懇談
会」から，平成１８年１１月に「高松市民病院は，香川病院と
の統合を前提として，今後求められる役割・機能を果たすた
めに病院移転を図り，塩江病院は新病院との機能連携をも
とに附属施設として存続させるべきである。」との提言を踏
まえ，市立３病院を統合・再編する。

市立３病院の統合・再編

4

高松市新病院
基本構想の策
定

B 3 1
高松市新病
院基本構想
策定着手

高松市新病院基本構想策定に向け，平成１９年は先進病院調査
を行ったが，本格的な策定作業は，平成２０年度に行うこととし
た。

高松市新病院
基本構想の策
定

経営管理
課
市民病院
塩江病院
香川病院

病
院
部

1 6 1 香川県との連携強化

　県立中央病院，市民病院がともに建て替えの時期を迎
え，県立中央病院の動向は，市立病院のあり方を検討する
上で，重要な要素であることから，県市事務担当部署の連
絡会を設置し，相互に情報を交換するなど，緊密な連携を
図っているところであるが，今後さらに連携を強化し，県立
中央病院との医療機能の役割分担など，地域医療体制充
実のため協議を実施する。

　「県立中央病院および
市民病院のあり方に関
する連絡会」の開催
　テーマ：県立中央病院
および高松市民病院の
あり方に関する情報交
換・意見交換
　開催回数：適宜開催

4 適宜開催 Ａ 5 ２回開催

県との連携を図る中，「県立中央病院および市民病院のあり方
に関する連絡会」を２回開催した。 適宜開催 適宜開催

経営管理
課

病
院
部

4 1 1 不妊治療の充実

　不妊カップルの心理的サポートをすることにより，患者
サービスの向上を図るため，医師による不妊症の相談・検
査・治療のほか，不妊看護認定看護師により心理的なサ
ポートも実施する。

　毎週木曜日に無料で不
妊相談を実施する。

4 実施 Ａ 5 実施

平成１９年１０月より，特定不妊治療に係る料金体系を明確化し
たほか，不妊相談を実施するなど不妊治療の充実を図った。 実施 実施

市民病院
病
院
部

4 1 1

総合検診・国保人間ドッ
ク・国保総合検診の申込
みおよび受診申込み方
法の見直し

　香川町では，合併に伴う経過措置による総合検診および
国保の人間ドックに合わせ，１９年度から国保の総合検診を
実施することとなるが，受付期間の重複および国保関係の
受診要件から，病院での受診予約に加え，支所等での申込
みが必要となる。
　これを解消するため，支所等とも協力する中で，受診予約
および受診申込みを支所１か所で済ませられるようにする。

　１９年度から実施する。

4 実施 A  5 実施

平成１９年度分については，支所・香川病院・保健センターが協
力し，支所において総合検診等の受付を行った。 実施 実施

香川病院
病
院
部
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

背表紙ページ
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 1 6
大気汚染監視機器整備
の見直し

　大気汚染監視機器の計画的な修繕により，延命化を図
る。

　１９年度から，製造年度
が古く，機能低下のおそ
れがある機器から，優先
的に修繕を行う。

H19： ▲ 5,700
H20： ▲ 5,300
H21： ▲ 3,700
累計 ▲14,700

1 ▲5,700 A 5 ▲ 5,711

大気汚染監視機器２８台のうち，計画のとおりH19は３台の機器
を修繕した。H20は４台，H21は５台の機器を修繕する計画であ
る。

▲5,300 ▲3,700 環境指導
課

環
境
部

1 2 1
ごみ収集カレンダー・ガ
イドブックの統一

　３町（国分寺，香南，香川町地区）に別途作成・配布してい
たごみ収集カレンダーを，２０年度から高松市に統一するこ
とにより廃止し，経費の削減を図る。

　１９年度以降において，
ごみ収集カレンダーの統
一により，印刷費を削減
する。

H19 ：▲   794
H20 ：▲   794
H21 ：▲   794
累計  ▲ 2,382

1 ▲  794 A 4 ▲ 1,301

H18とH19の実績において，印刷費における紙代の高騰が主な
原因となっている。 ▲  794 ▲  794 環境保全

推進課

環
境
部

1 2 1 散水車リースの見直し

　南部クリーンセンター施設の進入道路上にごみ収集車か
ら飛散した汚水を除くため，２トン散水車をリースしている
が，地元協議を行ない，軽四輪車にタンク等を搭載して清掃
する方法に見直す。

　２０年度から，散水車の
リースを廃止する。

H20：▲ 2,050
H21：▲ 2,050
累計 ▲ 4,100 1 A 3 検討

軽四輪散水仕様で対応できるか検討を行った。予定どおり２０年
度で実施する。 ▲2,050 ▲2,050 南部ク

リーンセン
ター

環
境
部

1 2 1
回収物（不適・重量不適
物等）の搬出業務委託
の見直し

　南部クリーンセンターごみ処理施設と再生利用施設から
回収する不適物・重量不適物等の処分先を，陶最終処分場
から同センター内処分地に変更することにより，搬出業務委
託の見直しを行う。

　２０年度から，不適・重
量不適物等搬出業務委
託を廃止する。

H20：▲4,700
H21：▲4,700
累計 ▲9,400 1 B 3 1 検討

検討を行ったところ，灰埋立地である南部クリーンセンター埋立
地の延命が必要となり，不適・重量不適物の処分先は今後も陶
最終処分場となるため，本プログラムの実施は困難となりつつあ
る。

▲4,700 ▲4,700 南部ク
リーンセン
ター

環
境
部

1 2 1
し尿処理施設運転業務
等の見直し

　衛生処理センター中継所および衛生処理センターの運転
業務を見直し，業務コストの削減に取組む。
中継所
　・　短期臨時事務職員の段階的雇用廃止
　・　脱臭用活性炭の交換期間の延長（１年更新から１８か
月更新）など。
　・　合併町のし尿等運搬量を見直し，適切な中継輸送車両
数を把握する。
衛生処理センター
　・　消耗品等の交換等の期間延長
　・　一部委託業務の廃止

【中継所】
①　短期臨時職員の雇
用を１９年度から段階的
に廃止する。
②　１９年度から，脱臭用
活性炭の交換期間を延
長する。
③　１９年度から，施設の
良好な環境イメージを目
的とした芳香剤・玄関
マットの賃貸借を廃止す
る。
④　１９年度から，し尿運
搬車両総数を１８年度延
3,310台から延2,600台に
変更する。
【センター】
①　水処理用活性炭再
生業務回数の回数減（11
回から9回，7回に）
②　３機ある脱水機のろ
布の交換機数の減など
（毎年2機から毎年１機）
③　低濃度脱臭用活性
炭の更新を隔年とする。
④　場内水路清掃業務
委託の廃止

H19：▲26,791
H20：▲22,217
H21：▲30,843
累計 ▲79,851

1

【中継所】
　▲19,538

【センター】
　▲7,253

A 5 ▲ 30,861

〔中継所〕
①　短期臨時職員の雇用を通年から半年とした。
②　脱臭用活性炭の交換を本年度は実施しない。
③　芳香剤・玄関マットの賃貸借を廃止した。
④　し尿運搬車両については，効率的な輸送に務めることにより
減車を図っている。

〔センター〕
①　水処理用活性炭再生業務回数を9回とした。
②　脱水機のろ布の交換機数を減じて実施している。
③　低濃度脱臭用活性炭の交換を本年度は実施しない。
④　場内水路清掃業務を見直す。

【中継所】
　▲13,352

【センター】
　▲8,865

【中継所】
　▲20,020

【センター】
　▲10,823

衛生処理
センター

環
境
部

1 2 1
し尿中継貯留施設配置
の適正化

　合併地区のし尿中継５貯留槽は，地元の理解を得ながら
集約配置する。

　２０年度に，集約配置
する。

H20： ▲ 420
H21： ▲ 420
累計  ▲ 840

1 B 1 5 検討

本年度に地元香川町住民の理解が得られたことから，当初計画
どおり平成20年度に香南町貯留槽を廃止する。 ▲420 ▲420 衛生処理

センター

環
境
部

新設 1 2 1 プラント保険の見直し

南部クリーンセンターごみ処理施設・再生利用施設および
西部クリーンセンター破砕施設について加入している全都
清プラント保険の内容を見直す。

１９年度より免責金額見
直しを中心として検討し，
保険料節減を図る。
保険料１８年度　19,056
千円
　　（南部　9,881　西部
9,175)
→１９年度　10,467千円
　　（南部　6,167　西部
4,300)
→２０年度　12,980千円
　　（南部　7,605　西部
5,375)

H19  ▲8,589
H20  ▲6,076
H21  ▲6,076

1 ▲8,589 A 5 ▲ 8,739

１９年度分申し込みにあたり，見直しを実施。
　免責金額の見直し　（千円）
　　南部　焼却　ボイラ　14,000　→　22,200
　　　　　　　　　　タービン　94,000　→　94,000
　　　　　　　　　　その他　700　→　10,000
　　南部　再生　1,100 →　5,000
　　西部　破砕　750　→　5,000

▲6,076 ▲6,076

南部ク
リーンセン
ター
西部ク
リーンセン
ター

環
境
部

1 2 2 指定管理者制度の導入

【環境プラザ】
　管理運営については，個々の環境ボランティア団体の育
成に努め，２０年度までにネットワーク化を図るとともに，民
間事業者の動向の把握に努め，２１年度までに指定管理者
制度を導入する。

　２１年度まで，に指定管
理者制度を導入する。

4 検討 Ｂ 3 1 検討

環境活動団体の交流会のボランティア団体のネットワーク化を検
討しているとともに，民間事業者の動向の把握に努めている。 決定 導入

環境保全
推進課

環
境
部
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 4
合併町の一般廃棄物処
理施設の統廃合

　合併町地域の焼却施設は運転を停止しており，埋立処分
地施設はいずれも小規模であることから，継続して使用する
には効率が悪く，維持管理に経費を要している。
　焼却施設の解体には，国の財産処分の手続きが必要であ
ること，また，ダイオキシン対策等に多額の経費を要するこ
とから，計画的に進める必要がある。
　また，埋立処分地施設については，施設の廃止に必要な
準備を進める。

　合併により引き継いだ合併町地域の一般廃棄物処理施設
　　①　焼却施設
　　　　香川環境センター：休止中
　　　　牟礼環境美化センター：休止中
　　　　庵治清掃工場：休止中
　　②　埋立処分地施設
　　　　香川一般廃棄物埋立処分場（残余容量約６千㎥）
　　　　牟礼最終処分地（施設廃止手続き中）
　　　　庵治最終処分場（残余容量約２万㎥）
　　③　その他
　　　　国分寺町リサイクルセンター

①　２０年度からの収集
体制の統一の検討およ
びごみ処理基本計画の
策定にあわせ，１９年度
において関係既存施設
の統廃合計画を策定す
る。

H20 ： ▲3,000
H21 ： ▲3,000
累計   ▲6,000

1 計画策定 B 1 4 検討

平成２０年度から，合併町地区の一般廃棄物処理施設が環境政
策課環境施設対策室に移管されることに伴い，各施設の現況調
査および地権者等との協議を行なっている。

▲3,000 ▲3,000 ①　解体工事
実施設計
②　解体工事
③　跡地整備
工事

環境総務
課
（環境施
設対策
室）

環
境
部

1 2 7 公衆便所管理の効率化

　現在，２４か所の公衆便所の維持管理を行っているが，個
別に浄化槽の維持管理契約や清掃業務の契約を行ってい
る。また，トイレットペーパー等の消耗品の補充を本庁職員
が行っている箇所もあり，管理事務の効率化を検討する必
要がある。
　公衆便所管理業務について，ブロック分けによる複数施設
の一括契約や長期継続契約の導入を検討し，可能な箇所
から導入を進める。

　１９年度に，公衆便所
のブロック化および委託
業務の統合化を検討す
る。
　２０年度から，新方式に
よる契約を実施する。

H20： ▲300
H21： ▲300
累計  ▲600

1 検討 B 1 4 検討

長期継続契約の導入について検討を行った結果，H20年度から
可能な箇所からでも導入できるようにしている。 ▲300 ▲300

環境総務
課
（環境施
設対策
室）

環
境
部

1 2 7
工事発生残土の有効活
用

　工事に伴い発生した残土を，陶最終処分場の埋立処分の
覆土に活用することにより経費の節減に努める。

　１９年度に，活用方法
のルール化を検討する。
　２０年度から，実施す
る。 4 検討 B 2 3 検討

   陶最終処分場の覆土の使用量は，花崗土と残土を合わせて
年間約4,000立方メートルである。
   現在は，周辺の土地改良事業で受け入れた残土のストック約
5,000立方メートルを取り崩して使用しており，年間の使用量は約
2,000立方メートルである。したがって，市の土木工事により発生
する残土の使用は，早くても21年度以降になる見込みである。

実施

西部ク
リーンセン
ター

環
境
部

1 2 7
委託契約方法の見直し
による経費の節減

　単年度契約としている破砕施設運転管理業務および場内
清掃業務の委託契約について，契約方法を長期継続契約
に見直すとともに，清掃業務については業務内容も見直し，
委託料の節減に努める。

①　破砕施設運転管理
業務は，契約期間を３年
間に延長し，委託料の
２％節減に努める。
②　場内清掃は，合わせ
て業務内容も見直し，１
５％の節減に努める。

H19：▲ 5,168
H20：▲ 5,168
H21：▲ 5,168
累計▲15,504

1
①　▲4,564

②　▲  604
Ａ 5 ▲ 5,382

   両委託契約とも３年間（平成１９年度～平成２１年度）の長期契
約を行い，計画のとおり破砕施設運転管理業務は4,564千円，場
内清掃は818千円の節減に努めている。

①　▲4,564

②　▲  604

①　▲4,564

②　▲  604 西部ク
リーンセン
ター

環
境
部

1 2 8 補助金等の見直し

【分別収集推進活動補助金】
　１２年７月からの新収集体制への移行に伴い，新しく分別
収集推進活動補助金制度を創設し，現在に至っているが，
補助金は分別収集に対する協力や地域の環境保全・地区
衛生組合等の各種団体の活動を支援し，分別収集の徹底
やごみステーションの適正管理に活用されている。
　分別収集に対する市民の意識も定着してきたことから補
助金の見直しを行い，１７年度まで１世帯当り６００円の補助
単価だったものを，１８年度には１００円引き下げし，５００円
とした。

　１９年度以降についても
引き続き補助金単価の
見直しを行い，毎年１００
円づつ引き下げ，２０年
度には１７年度補助単価
の半額になる３００円と
し，２１年度以降について
も，この３００円を維持す
る。

H19：▲12,900
H20：▲25,800
H21：▲25,800
累計
       ▲64,500

1 ▲12,900 Ａ 5 ▲ 15,953

　
平成１９年度の分別収集推進活動補助金については，個別目標
どおり補助単価を１世帯あたり４００円として地区衛生組合等に３
回（７月・１１月・３月）に分けて交付した。

▲25,800 ▲25,800

環境業務
課

環
境
部

1 2 8 補助金等の見直し

【離島し尿収集事業交付金】
　女木・男木町の離島し尿収集業務を見直し，効率性の維
持・改善を図ることにより，経費の縮減に努める。

　１９年度から，離島し尿
収集許可業者に対する
交付金を縮減する。

H19：▲  480
H20：▲  880
H21：▲  880
累計 ▲2,240

1 ▲480 A 5 ▲ 480

当初の計画どおり，効率性の維持・改善を図ることにより交付金
の縮減を図っている。 ▲880 ▲880 衛生処理

センター

環
境
部

1 2 10
市道檀橋谷線整備事業
の見直し

　地方道路整備臨時交付金事業として整備を進めてきた市
道檀橋谷線整備事業について，１９年度から地域再生法に
よる「道整備交付金事業」に変更することにより，全区間が
補助対象となり，交付金の増額と一般財源の減額を図る。
　また，事業の進捗に伴い，事業費についても見直しを行
う。

１９年～２１年（３か年計）
　　　          　計画
見直し
事業費    ： 858,000 →
673,100
交付金    ： 149,050 →
330,000
市　債     ： 457,200 →
324,900
一般財源 ： 251,750 →
18,200

H19：▲ 89,100
H20：▲ 96,700
H21：▲ 47,750
累計
      ▲233,550

1 ▲89,100 A 5 ▲ 145,002

平成１９年度は，当初計画どおりの効果額に加え，県の合併交
付金の対象事業になったため，特定財源が大幅に増加した。 ▲96,700 ▲47,750

環境総務
課
（環境施
設対策
室）

環
境
部
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 12
資源物売却方法等の見
直し

　市民から排出された家庭ごみのうち資源物については，こ
れまで処理費用がかかっていた物が売払い可能になった
り，売払いしていた物についても売払い単価が高騰している
状況にあり，また，合併地区においては各地区ごとに資源
ごみの中間処理方法および売払い先が異なっていたが，市
全体で中間処理方法および売払い先をできる限り統合する
など，可能な限り売払い収益の確保に努める。

①　２０年度に，合併地
区も含めた全市の中間
処理方法および売払い
先を統一する。
②　資源物の売払い価
格は，様々な要因で変動
しているため，あらゆる手
段を駆使して情報収集に
あたり価格変動の見込
みをたてる。

H19：▲ 96,487
H20：▲ 96,487
H21：▲ 96,487
累計▲289,461

1 ▲11,122 Ａ 5 ▲ 11,122

　
資源物については売払い単価の高騰が続いており，平成１９年
度決算では，効果額目標を40,000千円以上(（126,570＋11,122)-
(85,365+11,122))上回る見込である。

▲11,122 ▲11,122

環境保全
推進課

環
境
部

1 2 12
資源物売却方法等の見
直し

1 85,365 126,570 85,365 85,365
環境業務
課

環
境
部

1 2 12
ごみ収集カレンダー・ガ
イドブックの統一

　１９年度に，２０年度からの収集体制の統一に向けて，新
たに作成する合併地区の「ごみ収集ガイドブック，収集カレ
ンダー」について，特定財源として合併支援県費補助金を
充当し，一般財源を削減する。

　１９年度に，県費補助
金を充当する。

H19 ：▲ 4,407

1 ▲4,407 A 3 ▲ 1,492

平成20年度用ごみ収集カレンダー印刷分1,100,000円，ごみ分別
ガイドブック・合併6町版製作分2,807,000円

0

環境保全
推進課

環
境
部

1 2 12
特定財源（国庫補助金
（交付金））の確保

　衛生処理センター北側遊水地に設置の水門改修事業を，
国土交通省のまちづくり交付金対象事業として，特定財源
を確保する。

　１９年度に，事業費に係
る一般財源を縮減する。
（補助率４０％）

H19：▲ 16,400

1 ▲  16,400 A 5 ▲ 15,164

弓弦羽水門改修工事が，まちづくり交付金対象事業として，交付
決定された。

0

衛生処理
センター

環
境
部

1 2 13 合併協議事項

【塩江町生活用水確保事業】
　「生活用水確保対策事業については，合併年度及びこれ
に続く3年度について現行の通り実施する。」との協議が
整っている。
　２１年度以降の補助金のあり方について，塩江町地域審
議会と協議する。

　２０年度を目途に，協議
を行う。

4 協議 B 2 4 検討

現在，協議手法を検討しており，平成２０年度に塩江町地域審議
会と協議を行う。

 
 結論

環境総務
課

環
境
部

1 2 13 合併協議事項

【合併地区も含めたごみ収集体制の統一】
　ごみの収集体制については，２０年３月末までは従来の各
市町の体制を維持することになっているため，２０年度以降
に市内全域で統一した効率的な収集体制にする。
　一部を除き合併地区においては定期収集回数が増加し，
また新たに臨時粗大ごみの戸別収集が開始されるなど合
併地区住民の利便性が向上し，市民サービスの向上とな
る。

　２０年度から，合併地区
も含めた全市共通の収
集体制にする。
(分別，定期収集回数，
臨時粗大ごみの戸別収
集などは市に合わせる。)

3 説明会開催等 B 1 5
説明会開催
等

　平成２０年度から市内全域で統一した効率的なごみ収集体制
を統一するには，合併地区住民の理解と協力を得ることが必要
であることから，ごみの出し方等について，地区衛生組合協議会
（牟礼・庵治・香川・香南・国分寺）を対象に説明会を開催した。

全市共通の収
集体制に統一

環境業務
課

環
境
部

2 1 1
溶融固化物（スラグ）の
有効活用

　南部クリーンセンターから発生する溶融固化物（スラグ）の
有効活用を図ることにより埋立処分場の延命化に取組む。
①　溶融スラグ技術検討会に参加する。（情報収集，スラグ
の各種試験等の実施・骨材としての実用化のため）
②　管理運営会社（委託業者）による，道路用資材としての
有効活用策も併用する。
③　市発注の公共工事に使用するため，関係課との諸条件
の協議を行う。
④　１７年度溶融スラグ約２，３００ﾄﾝ発生

　溶融スラグ技術検討会
に参加するなどにより有
効活用の調査研究を行
い，２１年度までにとりま
とめる。 4 調査・研究 B 2 2 調査・研究

書籍，ＨＰ等による情報収集を行っている。管理運営会社に有効
活用の提案を行うよう指示した。 調査・研究 結論

南部ク
リーンセン
ター

環
境
部

4 1 2
清掃事業概要の作成見
直し

　清掃事業概要を印刷本として毎年３００部作成，６０余りの
市に郵便で送付しているが，印刷本の作成と発送の準備に
とられる時間がかなりかかっているので見直しを行い，時
間・紙・郵便代を節減する。

①　印刷本の作成もいく
らかは行うが，それ以外
はデータ書庫or市ホーム
ページに載せる。
②　これまで発送してき
た各市に対しては，デー
タの送付あるいはホーム
ページでの閲覧に変更
する。

4 検討 Ｂ 1 3

庁内に向け
てはデーター
書庫に搭載
したが，他市
には軽印刷
による紙ベー
スで送付し
た。

①印刷本の作成もいくらかは行うが，それ以外はデータ書庫OR
市ホームページに載せることについては，印刷本もいくらか作成
し，ホームページ上に載せることを検討している。②これまで発送
してきた各市に対しては，データの送付あるいはホームページで
の閲覧に変更するについては，基本的にはホームページでの閲
覧を考えている。ただ印刷本を送付してくれる市もあるため引き
続き一部の市には印刷本の送付も検討している。

実施

環境総務
課

環
境
部

4 1 2
生ごみ処理機等購入補
助申請書交付方法の見
直し

　生ごみ処理機等の購入補助申請書は，窓口に取りに来る
か，郵送により交付しているので，申請書の交付方法を市
民にとって入手しやすい方法に改善する。

①　申請書と記載例を
ホームページに掲載し，
ダウンロードできるように
する。
②　支所・出張所の窓口
に申請書を配置する。

4 検討 A 4 検討・実施

①申請書と記載例をホームページからダウンロードすることにつ
いては，掲載内容を検討している。②支所・出張所の窓口への申
請書配置については，実施した場合，窓口で補助限度額，納税
要件等の十分な説明が必要になるが，それができなければ補助
対象外の方に申請書を渡してトラブルになるケースなど想定され
る。現在，これら想定される問題点について検討中である。

実施

環境保全
推進課

環
境
部

中止 4 1 2
産業廃棄物処理業の許
可業務の見直し

　産業廃棄物処理業の許可事務の事前協議制について，
県と協議する中で，事務処理の改善を検討する。

　①調定決裁　②申請受
理　③欠格照会　④許可
決裁の流れを確立し，事
務処理の効率化を図る 4

県と協議し，見
直しまたは中止 D

県との協議
の結果，県
は変更しない

県と協議を行ったが，県は現在のシステムを変更しないとの姿勢
であり，現行のとおり継続せざるを得ない。

環境指導
課

環
境中止 4 1 2

可業務の見直し 務処理の効率化を図る 4 直しまたは中止
の結論を出す。

D は変更しない
ため，見直し
はできない。

課
境
部
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

4 1 2
粗大ごみ受付システムと
ステーション管理システ
ムの統合

　粗大ごみ受付システムとステーション管理システムを統合
し，情報を共有することで，住民ニーズへの迅速な対応およ
びそれぞれの業務効率を上げる。
　また，合併に伴う新市地区にも対応したシステムとするこ
とで，合併地区でも旧高松市と同様なサービス提供が可能
となる。

　１９年度に，実施する。

4 実施 Ａ 5 実施

平成１９年度上半期に，粗大ごみ受付システムとステーション管
理システムを統合および合併地区にも対応したシステム開発を
行い，１０月に新システムをリリースし，運用を開始した。

環境業務
課

環
境
部

4 1 2
ごみの再資源化処理等
に係る事務処理の一元
化

　南部クリーンセンターおよび環境業務課において，それぞ
れ行っているごみの中間処理業務および再資源化処理業
務の委託事務全般，ならびに，有価物の売払いに係る事務
全般について，一元化することで事務の効率化を図る。

　１９年度から，事務の一
元化を図る。

4 実施 Ａ 5 実施

平成１９年度当初から，委託事務の一元化を行った。

環境保全
推進課

環
境
部

4 1 2
委託業務監視における
各種報告書の電子化・
共有化

　施設運転事業者から提出される膨大な報告書類を電子化
し，データとして共有することにより，保管スペースの最小
化，検索等の事務効率向上を図ると共に，環境負荷への低
減も図る。

　１９年度から，日報の電
子化による効率化を図
る。

4 実施・推進 Ａ 3 一部実施

計量日報は実施済み。その他のデータについては電子化可能
かどうかの検討し，事業者側との協議が整ったものから実施す
る。

実施・推進 実施・推進
南部ク
リーンセン
ター

環
境
部
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 2 指定管理者制度の導入

【塩江湯愛の郷センター】
　管理運営については，指定管理者制度を導入し，民間の
ノウハウを最大限に引き出し，利用の促進を図るとともに，
管理経費の縮減を図る。

　１９年度に，指定管理
者制度を導入する。
　３年以内に，施設の利
用者数を１５％増に努
め，施設の管理経費１
５％減に努める。

H19：▲2,177
H20：▲2,357
H21：▲2,922
累計▲7,456 1 ▲2,177 Ａ 4 ▲ 4,235

平成19年度より指定管理者による管理運営に移行している。
▲2,357 ▲2,922 施設利用者数

２５０，７００人
観光振興
課

産
業
経
済
部

1 2 2 指定管理者制度の導入

【塩江奥の湯公園】
　管理運営については，指定管理者制度を導入し，民間の
ノウハウを最大限に引き出し，利用の促進を図るとともに，
管理経費の縮減を図る。

　１９年度に，指定管理
者制度を導入する。
　指定管理者制度導入３
年以内に，施設の利用
者数を１５％増に努め，
施設の管理経費を１５％
減に努める。

H19： ▲　429
H20： ▲　429
H21： ▲　429
累計 ▲1,287 1 ▲429 Ａ 4 ▲ 552

平成19年度より指定管理者による管理運営に移行している。
▲429 ▲429 施設利用者数

３，６８０人
観光振興
課

産
業
経
済
部

効果
額新
設

1 2 2 指定管理者制度の導入

【庵治太鼓の鼻オートキャンプ場】
　管理運営については，指定管理者制度を導入し，民間の
ノウハウを最大限に引き出し，利用の促進を図るとともに，
管理経費の縮減を図る。

　１９年度に，指定管理
者制度を導入する。
　指定管理者制度導入３
年以内に，施設の利用
者数を１５％増に努め，
施設の管理経費を１５％
減に努める。

H19： ▲　728
H20： ▲　905
H21： ▲1,905
累計 ▲3,538 1 ▲728 Ａ 4 ▲ 635

平成19年度より指定管理者による管理運営に移行している。 ▲905 ▲1,905 施設利用者数
３，８６０人

観光振興
課

産
業
経
済
部

1 2 2 指定管理者制度の導入

【香川町農村環境改善センター】
　管理運営については，指定管理者制度を導入し，民間の
ノウハウを最大限に引き出し，利用の促進を図るとともに，
管理経費の縮減を図る。

①　１９年度に，経費内
容の精査
②　２０年度に，実績を踏
まえ，事業内容，効果な
どの精査
③　２１年度に，指定管
理者制度の導入

4 検討 B 1 4 検討継続

１８年度の経費内容を精査するとともに，１９年度の経費内容の
把握をしている。 決定 導入

農林水産
課

産
業
経
済
部

1 2 2 指定管理者制度の導入

【農村公園】
　管理運営については，指定管理者制度を導入し，民間の
ノウハウを最大限に引き出し，利用の促進を図るとともに，
管理経費の縮減を図る。
対象：
　加羅土農村公園，井原農村公園， 流田農村公園，小鵜
生原広場， 岡の上農村公園 ，田渡池自然公園，宮の前農
村公園，龍満池親水公園，梅ヶ井農村公園，大上親水公
園，下谷農村公園，月見ヶ原公園， 光栄農村公園，新居宮
池親水公園，中央農村公園

①　１９年度に，経費内
容の精査
②　２０年度に，事業内
容，効果などの精査
③　２１年度に，指定管
理者制度導入

H19： ▲1,889
H20： ▲1,889
H21： ▲1,889
累計 ▲5,667

1 ▲1,889 B 1 4 ▲ 656

管理経費について縮減を図っている
▲1,889 ▲1,889

農林水産
課

産
業
経
済
部

1 2 2
指定管理者業務の見直
し検討

【高松勤労者総合福祉センター（高松テルサ）】
　１８年度制度導入後の業務実態およびモニタリング等を踏
まえて，指定管理者と協議する中で，年度協定締結時また
は次期指定管理更新時における，業務の範囲・内容，指定
または募集条件等に係る見直しを検討する。

①　１９年度に，事業内
容の見直しを行う。
②　２０年度に，募集す
る。
③　２１年度に，新たな指
定管理者による業務委
託を実施する。

H19：▲14,555
H20：▲14,555
H21：▲14,555
累計 ▲43,665

1 ▲14,555 B 1 3 ▲ 9,790

・正規職員の退職補充を非常勤嘱託で対応
・業務委託費の見直し等経費の節減
・宿泊料金の見直し，インターネット予約の導入など事業収入の
確保を図る
・図書資料室など利用していないスペースの有効利用を図ること
で収入の確保を図る

▲14,555 ▲14,555

商工労政
課

産
業
経
済
部

1 2 2
指定管理者業務の見直
し検討

【香南楽湯】
　１８年度制度導入後の業務実態およびモニタリング等を踏
まえて，指定管理者と協議する中で，年度協定締結時また
は次期指定管理更新時における，業務の範囲・内容，指定
または募集条件等に係る見直しを検討する。

①　１９年度に，事業内
容の見直しを行う。
②　２０年度に，募集す
る。
③　２１年度に，新たな指
定管理者による業務委
託を実施する。
　契約期間終了にあわせ
て，公募選定による指定
管理者制度を導入し，施
設利用者の年５％増と経
費の年５％縮減を図る。
　また，現在の指定管理
者においても，施設利用
者の年５％増と経費の年
５％縮減を目標に管理運
営に努める。

H19： ▲  978
H20： ▲1,738
H21： ▲2,602
累計  ▲5,318

1 ▲978 B 1 4 ▲ 1,138

事業内容の見直しを行い，20年度予算要求において反映させて
いる。また，20年度の指定管理者募集業務について，公募によ
る選定を検討している。

▲1,738 ▲2,602 施設利用者数
（入浴者数）
１６７，７００人

観光振興
課

産
業
経
済
部

1 2 2
指定管理者業務の見直
し検討

【鬼ヶ島おにの館】
　１８年度制度導入後の業務実態およびモニタリング等を踏
まえて，指定管理者と協議する中で，年度協定締結時また
は次期指定管理更新時における，業務の範囲・内容，指定
または募集条件等に係る見直しを検討する。

　契約期間終了にあわせ
て，地元と協議の上，公
募選定による指定管理
者制度の導入を図る。
①　１９年度に，事業内
容の見直しを行う。
② ２０年度に 募集す

4 検討 B 1 3

離島の特殊性を考慮に入れ，H２１年度以降の運営形態を検討
中である。 決定 更新 施設利用者数

１９，０００人

観光振興
課

産
業
経
済

し検討 ②　２０年度に，募集す
る。
③　２１年度に，新たな指
定管理者による業務委
託を実施する。

課
済
部
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 2
指定管理者業務の見直
し検討

【香南アグリーム】
　制度導入後の業務実態およびモニタリング等を踏まえて，
１９年度に，業務の範囲・内容に係る見直しを検討する。

　２０年度に，花卉栽培
研修用施設として利用し
ている花卉栽培温室を貸
付け，利用料収入を増や
す。

4 検討 B 1 3 検討継続

１９年度後期から花卉栽培研修用施設として利用していた花卉
栽培温室を貸付けた 更新

農林水産
課

産
業
経
済
部

1 2 2
指定管理者業務の見直
し検討

【食肉センター】
　業務実態およびモニタリング等を踏まえて，指定管理者と
協議する中で，年度協定締結時または次期指定管理更新
時における，業務の範囲・内容，指定または募集条件等に
見直しに合わせて，利用料金制度の導入を検討する。

　２３年度指定更新に当
たり，２２年度に公募を実
施
　２１年度に，事業内容
の見直しを行う。

2 Ｅ 検討継続

－
検討 　指定管理更

新のための公
募手続き

農林水産
課

産
業
経
済
部

1 2 4 補助事業の廃止

【香川町酪農研究会事業補助金】
【香南町由佐酪農組合事業補助金】
【牟礼和牛改良組合事業補助金】
　香川町酪農研究会に対する補助金は，合併年度およびこ
れに引き続く３か年度に限り交付することとしていたが，交
付団体との協議等により廃止する。

　１９年度に，廃止する。 H19： ▲ 145
H20： ▲ 145
H21： ▲ 145
累計  ▲ 435 1 ▲145 Ａ 5 ▲ 145

交付団体との協議等により，平成１９年度から予算措置していな
い。 ▲145 ▲145

農林水産
課

産
業
経
済
部

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

【研修集会施設】
　市民サービスの向上や利用率の向上，経費の節減，業務
の効率化などに取組む。
　塩江町 ： 多目的集会施設，高齢者活動促進センター，生
活改善センター
  香川町 ： 多目的研修集会施設，高齢者活動促進セン
ター，浅野地区集落研修センター，丸山地区構造改善セン
ター
  香南町 ： 西庄集会所，原集会所，岡集会所，横井集会
所，吉光研修センター，由佐農村環境改善センター，池西
農村環境改善センター

　１９年度に，研修集会
施設管理費について２
６％を縮減する。

H19： ▲1,479
H20： ▲1,479
H21： ▲1,479
累計  ▲4,437

1 ▲1,479 B 1 4 ▲ 1,411

管理経費について縮減を図っている
▲1,479 ▲1,479

農林水産
課

産
業
経
済
部

1 2 13 合併協議事項

【牟礼町中小企業振興融資資金利子補給事業】
　市の制度に統一するが，合併時に，牟礼町中小企業振興
融資金利子補給規程に基づく利子補給対象事業者につい
ては，利子補給期間が満了するまでの間，旧牟礼町の制度
を適用する。

H19 ： ▲  600
H20 ： ▲1,233
H21 ： ▲1,486
累計  ▲ 3,319

1 ▲600 Ｂ 1 5 ▲ 590

予算額どおり執行予定である
▲1,233 ▲1,486

商工労政
課

産
業
経
済
部

1 2 13 合併協議事項

【企業立地促進助成金事業】
　市の制度に統一するが，合併時に，香川町の企業立地促
進条例に基づく助成金交付対象企業については，助成期間
が満了するまでの間，旧香川町の制度を適用する。

H19 ： ▲  175
H20 ： ▲1,816
H21 ： ▲1,816
累計   ▲3,807

1 ▲175 Ａ 5 ▲ 175

予算額どおり執行した
▲1,816 ▲1,816

商工労政
課

産
業
経
済

部

1 2 13 合併協議事項

【園芸団体育成事業】
　合併協議において，合併年度およびこれに続く３年度に限
り，実施するものとする。
果樹産地整備促進事業
国分寺町みかん部会事業
国分寺町果樹研究同志会事業
国分寺町町花振興事業
大平・国分パイロット組合事業
国分寺町町木振興事業

　２１年度に，廃止する。 H21 ： ▲813

1 E

－
▲813

農林水産
課

産
業
経
済
部

効果
額修
正

1 2 13 合併協議事項

【良質米・麦生産拡大推進事業】
　合併協議において，合併年度およびこれに続く３年度に限
り，実施するものとする。
景観作物推進事業
麦作推進対策事業
水稲種子消毒事業

　２１年度に，廃止する。 H19 ： ▲    30
H20 ： ▲    30
H21 ： ▲3,030
累計   ▲3,090
　　　　 ▲3,030

1 ▲30 Ｅ

－
▲30 ▲3030

農林水産
課

産
業
経
済
部

1 2 13 合併協議事項

【イノシシ等被害防除事業補助金】
　合併年度およびこれに引き続く５年度に限り実施すること
としているため，２２年度までは実施する。

　２３年度以降の対応に
ついては，今後のイノシ
シ等による農作物被害の
増加状況などを見極めな
がら検討する。

4 検討 B 1 5 検討継続

当該事業の利用者数は，旧塩江町時代ほど多くはないものの，
依然としてイノシシによる農業被害は続いており，今後，被害防
除柵の取替も確実に見込まれるため，事業継続を前提に状況の
把握に努めている。

検討 検討
農林水産
課

産
業
経
済
部

1 2 13 合併協議事項

【香川町養鶏組合事業補助金】
　合併年度およびこれに引き続く３年度に限り交付する。

　２１年度から，廃止す
る。

H21 ： ▲35

1 Ｅ

－
▲35

農林水産
課

産
業
経
済

部

1 2 13 合併協議事項

【有害鳥獣駆除活動補助金】
　香川県猟友会（香川支部，坂出支部，さぬき市北支部）に
対する補助金は，合併年度およびこれに引き続く３年度に
限り交付する。

　２１年度から，廃止す
る。

H21 ： ▲210

1 Ｅ

－
▲210

農林水産
課

産
業
経
済

部

【香川県農協香川地区肉牛研究会補助金】 ２１年度から 廃止す H21 ： ▲30 －
産

1 2 13 合併協議事項

【香川県農協香川地区肉牛研究会補助金】
　合併年度およびこれに引き続く３年度に限り交付する。

　２１年度から，廃止す
る。

H21 ： ▲30

1 Ｅ
▲30

農林水産
課

産
業
経
済

部

-40-



第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 4 1 外郭団体等の見直し

【㈶高松勤労者総合福祉振興協会】
　市の出資比率が５０％以上であることから，「高松市外郭
団体の運営等指導基準」に基づいて，事業計画，予算の作
成時には事前協議を求めており，経営の健全化に努める。
　高松テルサの指定管理者に指定
①　次期指定管理者更新時における公募選定に向け，団体
の経営改善等に取組む。
②　団体等に係る情報公開に取組む。

　２１年度指定更新
　業務改善計画を策定
し，計画に基づき事業収
入の確保，経費節減，
サービスの向上に努め
る。

4 検討 B 1 3 検討継続

インターネット予約などの宿泊料金の改定，企業研修を格安で行
えるセミナーパックの実施，稼働率の低い図書資料室の会議室
への転用など，新たな収益確保のための事業に取り組むととも
に，より一層の経費節減について検討している。

決定 更新

商工労政
課

産
業
経
済
部

1 4 1 外郭団体等の見直し

【香南地域振興㈲】
　道の駅香南楽湯建設に併せて，施設の管理運営と地域の
雇用促進を図るため，１４年２月に設立され，現在，香南楽
湯の指定管理者として管理運営を行っている。
①　次期指定管理者更新時における公募選定に向け，団体
の経営改善等に取組む。
②　団体等に係る情報公開に取組む。

　２１年度指定更新
①　利用者の増加と経費
を縮減を図るための経営
改善を指導する。
②　１９・２０年度中に公
募選定に向けて，会社存
続を検討する。

4 検討 Ｂ 1 4 検討継続

現在香南楽湯の指定管理業務を行っているが，平成20年度で指
定期間が終了するため，平成21年度の公募選定に向けた取組
みに対して会社存続を含めて検討している。

決定 更新

観光振興
課

産
業
経
済
部

1 4 1 外郭団体等の見直し

【㈲香南町農業振興公社】
　香南アグリームの指定管理者に指定
①　次期指定管理者更新時における公募選定に向け，団体
の経営改善等に取組む。
②　団体等に係る情報公開に取組む。

　２１年度指定更新
　農地の生産性向上に
取り組み，農産物の販売
額を増やす。

4 検討 B 1 3 検討継続

事業内容を見直し，収益改善，経費の節減に努めている
決定 更新

農林水産
課

産
業
経
済
部

1 4 1 外郭団体等の見直し

【㈶高松観光コンベンション・ビューロー】
　国際相互理解の増進並びに地域経済の活性化及び文化
の向上に寄与することを目的とし，高松観光協会を統合し，
１５年に設立された。
①　自主財源を増やすことができる，継続可能な事業を検
討し，更なる国内外の観光およびコンベンションの誘致・支
援に充てていく。
②　団体等に係る情報公開に取組む。

　自主財源を増やすこと
ができる，継続可能な事
業を検討し，更なる国内
外の観光およびコンベン
ションの誘致・支援に充
てていく。
　賛助会員を１５０口増
やす。

4 経営改善指導 B 1 3
経営改善指
導継続

引き続き自主財源を増やせる継続可能な事業を検討する一方
で，観光課との役割分担を明確にしながら民間のプレイヤーの
拡充を図るための高松観光プロモーション事業を創設し，観光及
びコンベンションの誘致・支援に充てていくよう，検討している。 観光振興

課

産
業
経
済
部

1 4 1 外郭団体等の見直し

【㈲湯遊しおのえ】
　道の駅しおのえ観光物産センター建設に併せて，施設の
管理運営を行なうため，９年に設立された。
　観光地として観光客からの経済的な恩恵を地域に促すシ
ステム（地域経済の循環）の構築を試験的に実践し，雇用
の拡大や地場産業の育成，観光地形成の基礎づくりを担
う。

①　売上の増加を図るた
めの経営改善を指導す
る。
②　観光地形成への貢
献を目標として，会社独
自の資本投資事業を確
立する。

4
経営改善指導

B 1 3
経営改善指
導継続

道の駅１０周年記念イベントとして「川と竹あかり」「塩江温泉竹
あかり」イベントを実施するなど，収益還元事業を行い，地域活
性化を図った。

観光振興
課

産
業
経
済
部

1 4 1 外郭団体等の見直し

【㈱高松市食肉卸売市場公社】
　市の出資比率が５０％以上であるため，「高松市外郭団体
の運営等指導基準」に基づき，事業計画および予算の作
成・変更を行う場合には事前協議を求め，健全経営を保持
させる。
　経営改善と情報公開に取組む。

　食肉センターの集荷拡
大に努める。

4 推進 Ｂ 1 5 推進継続中

健全経営保持のため，集荷拡大を指導している。

農林水産
課

産
業
経
済
部

1 5 1
中小企業勤労者福祉共
済事業（特別会計）の効
率的運営

　市内の中小企業に働く勤労者の福祉の増進と中小企業
の振興を図るため福祉共済事業を実施している。
　事業を外部委託する。
　（外部委託メリット）
　・休日・夜間の書類受付，チケット販売を行うことで，福祉
共済事業加入者の利便性の向上を図る。
　・市が運営していたときには実施できなかった収益事業
（物品のあっ旋販売等）が実施できる。
　・多様な公演チケットのあっ旋販売など，より充実した福利
事業の実施が可能である。

　１９年度に，市職員１人
を派遣し，地方自治法施
行令等の規定により委託
できない事務を担当す
る。
　なお，受託者側の担当
職員（非常勤嘱託）１人
分の人件費は，委託料
に含めて支出する。
　２０年度からは，派遣職
員を非常勤嘱託とするこ
とで，人件費の節減を図
る。

H19：▲   147
H20：▲ 5,098
H21：▲ 5,098
累計▲10,343

1 ▲147 Ｂ 1 5 ▲ 3,145

平成１８年度：正規職員３人  → 平成１９年度：正規職員２人+非
常勤１人(委託先で雇用，人件費は委託料に含む)  → 平成２０
年度：正規職員１人(係長)+非常勤１人(市が雇用，勤務地は高
松テルサ)+非常勤１人(委託先で雇用，人件費は委託料に含む)

▲5,098 ▲5,098

商工労政
課

産
業
経
済
部

1 5 1
食肉センター事業（特別
会計）の効率的運営

　と畜解体業務運営補助金の縮減に伴い，食肉センター事
業特別会計繰出金を縮減する。
　食肉センター事業特別会計繰出金を段階的に縮減し，１８
年度比較で７，０００千円縮減する。

①　１９年度予算で，３，
０００千円縮減する。
②　２０年度予算で，さら
に２，０００千円縮減す
る。
③　２１年度予算で，さら
に２，０００千円縮減す
る。

H19：▲ 3,000
H20：▲ 5,000
H21：▲ 7,000
累計▲15,000

1 ▲3,000 Ｂ 1 5 ▲ 3,282

と畜解体業務運営補助金については，予算ベースで３，０００千
円縮減しているものの，特別会計の事業収入減を見込んでいる
ことから，繰出金では２，０２０千円の縮減にとどまっている。

▲5,000 ▲7,000

農林水産
課

産
業
経
済
部

1 5 1
農業集落排水事業（特
別会計）の効率的運営

　農業集落排水事業の維持管理費の削減を図る。
　処理施設の耐用年数は概ね３０年，管渠は７０年である
が，維持管理費削減のため，再度流入管渠のルートを調査
し，現在１３か所あるマンホールポンプの削減を検討する。
　施設は稼動中であり，耐用年数はまだ十分あるため，経
済比較でよほどの利点がなければ 早期の対応は不可能

①　１９年度に，現地調
査・資料収集
②　２０年度に，ルート選
定し，改修案をまとめる。
③　２１年度に，削減が
可能であれば 地元調整

4 調査・収集 B 3 1
調査・収集継
続

現状調査を開始し，資料等の整理を行っているところであり，具
体的な検討作業は，できていない。 検討 決定

土地改良
課

産
業
経
済済比較でよほどの利点がなければ，早期の対応は不可能

であることから，２１年までに削減が可能であるかを含め方
針を策定する。

可能であれば，地元調整
を行い，方針を出す。

済
部
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 5 1
競輪事業（特別会計）の
効率的運営

　競輪事業の管理運営について効率性の観点から点検を
行い，業務の見直しを行うことにより，一般会計への繰出金
を確保する。
①　退職者不補充により，従事員の配置見直しを行う。
②　高松競輪臨時従事員の雇用調整等による配置見直し
を実施しているところであるが，１９年度において投票機器
のリプレースによる発券作業等の効率化に伴い，更なる雇
用調整を実施する。

①　従事員５６名の削減
（１９～２１年度）
②　１９年度に，延３，７０
５人雇用調整をする。
　　　２０年度に，延３，４
２０人雇用調整をする。
　　　２１年度に，延３，２
２５人雇用調整をする。

①②
Ｈ19：
     ▲ 39,459
Ｈ20：
     ▲ 50,222
Ｈ21：
     ▲ 58,588
累計
     ▲148,269

1
①②  ▲39,459

 
Ｂ 1 5 ▲ 39,871

①　＠６１４，３００×１９人（定年離職者不補充による削減分）

②　＠７，５００×３，７６６人（雇用調整実施による削減分）

 ①②▲50,222    ①②▲58,588 競輪局

産
業
経
済
部

1 5 1
競輪事業（特別会計）の
効率的運営

③　競輪場の施設を広告媒体として利用し，企業等から広
告を募る。

③　広告料収入の確保 Ｈ19 :  240
Ｈ20 :  240
Ｈ21 :  240
累計   720 1 ③  240

③  駐車場外柵に企業等の広告看板掲出を募集する予定で全
庁的な対応をしていたが，政策会議において，公共施設として掲
出することが社会通念上好ましくない広告物も含まれることがあ
ること，また市長のマニフェストにかかげる景観保持の観点か
ら，これに反することとされたため，施設全体の広告物の掲示を
取り止めたもの

③  240 ③  240 競輪局

産
業
経
済
部

1 5 1
中央卸売市場（特別会
計）の効率的運営

　効率的な運営を図るため，事業を見直す。
①　生鮮食料品流通情報提供事業については，市況情報を
提供するため，㈳高松市有線放送電話協会へ委託して，テ
レホンサービス（ＮＴＴ・有線）を実施しているが，近年，多方
面からの市況情報収集が可能となり，利用者が低迷してい
ることから，廃止し，業務課ホームページに，市況情報内容
を充実して掲載する。
　市場情報提供業務を中央卸売市場運営協議会に委託し
ており，その利用方法を廃止するテレホンサービスの利用
者に周知する。
②　空き小間の解消は，市場活性化や使用料増収につな
がる重要な課題であるが，これまで十分なＰＲが出来ていな
いので，関係組合を通じ業者開拓を依頼するとともに，市の
ホームページや広報たかまつ等に積極的に新規募集掲載
を実施する。

①　１９年度から，生鮮食
料品流通情報提供事業
を廃止する。
②　空き小間を２店舗か
ら１店舗に解消する。

Ｈ19： ▲  970
Ｈ20： ▲  970
Ｈ21： ▲  970
累計 ▲ 2,910

1
①  ▲250

②  ▲720
B 1 4

①▲250

①　（社）高松市有線放送電話協会へ委託する生鮮食料品流通
情報提供事業は廃止した。

②　空き小間対策として，新規業者を募集するため，関係組合へ
の依頼やホームページ掲載等に取り組んでいるが，新規業者を
獲得するも退場する業者も出ている状況である。

①  ▲250

②  ▲720

①  ▲250

②  ▲720

中央卸売
市場

産
業
経
済
部

4 1 2
各種イベント（フェスティ
バル・フェア）等の見直し

　イベントの時期や場所，形態，内容，規模等多様な観点か
ら見直しを行い，市の特産品を広く宣伝紹介し，販路拡張を
図る。

　対象１０イベントについ
て見直す。

4 見直し Ｂ 1 3
事業内容の
見直し継続

事業内容を見直し，かほく市での「かほく四季まつり」への出展を
取り止めた。(経費の減  ▲250) 見直し 見直し

商工労政
課

産
業
経
済

部

4 1 2 各種イベント等の充実

　イベントの特色・魅力を最大限にいかしながら，本市を訪
れる観光客等の誘致促進につながるよう，内容等の充実・
発展を図る。

　屋島，玉藻公園等，本
市主要観光地の入り込
み客数，本市の旅館・ホ
テル等の宿泊数，各イベ
ントの参加者数の増加

4 推進 B 1 3
イベント内容
等の見直し
継続

近隣町との合併により，イベントの開催数は増えた。各地域の事
情を考慮し，各イベント実行委員会等の同意のもと，PR手法，イ
ベント内容等の見直しを行い，観光客等の増加を図っていきた
い。

推進 推進
観光振興
課

産
業
経
済
部

-42-



第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 1 4 債権回収の取組

【 市営住宅使用料および駐車場使用料】
　督促，電話催告，昼夜の臨戸訪問および催告書送付を行
うほか，悪質なものについては，法的措置により対応してい
る。収納対策の強化の方策を検討する。
　・口座振替制度の促進
　・長期および悪質滞納者への重点的対処
　・少額滞納者への迅速な対応
　・滞納者に対する納付相談の実施

　２１年度までに，①現年
分収納率については９
７％（１７年度：９６．４
１％），②滞納繰越分（過
年度分）についても１２％
（１７年度：１１．４４％）を
目指し，結果として収入
増を図る。

H19 ：   2,000
H20 ：   4,000
H21 ：   6,000
累計   12,000

1 2,000 Ａ ０

　滞納者本人に対する督促，電話催告，昼夜の臨戸訪問および
催告書送付のほか，保証人や親族と接触するなどの収納対策
の強化行ってきたが，収納額については平成19年度3月末で前
年同期と比較すると7,400千円減（現年度10,700千円減，過年度
3,300千円増）となった。
　その他，家賃の集金方法については，入居者の利便や集金事
務の軽減を図るため，口座振替の推進を図った。
※19年度家賃収納率の実績①　95.15％，②　10.78％

4,000 6,000

住宅課

都
市
整
備
部

1 1 6
土木施設に係る中長期
的な維持管理計画(仮
称)の策定

　下水道事業の地方公営企業法の適用等に留意しながら，
アセットマネジメント（資産管理）の観点から土木施設に係る
「中長期的な維持管理計画（仮称）」の策定に向け検討す
る。
　（関連課：道路課，河港課，公園緑地課，下水道管理課，
下水道施設課）

①　部内検討体制の整
備
②　先行自治体等の事
例収集を行うほか，課題
を整理する。
③　素案のとりまとめ

4

部内検討体制
の整備
先進事例の調
査
課題の整理

Ａ 4 検討・整理

１９年度は部内の検討体制の整備に着手した。
調査・検討 計画案の素案

作成
計画のとりまと
め

道路課

都
市
整
備
部

1 1 6 施設維持管理の適正化

【施設維持補修計画策定】
　既存市有施設の効果的な運用を図る上で，ハード面にお
ける中長期的な維持管理経費の把握が必要とされることか
ら，各施設管理者が検討する「維持補修計画」の策定を支
援するため，その手順等を含めた標準モデルの作成を検討
する。
　また，その支援データの一つとなる建築課の「施設台帳・
資産管理システム」 について，引き続き，年度データを追加
するとともに，主要な施設（合併町の施設を含む３８施設）の
データ入力を完了させ運用を図る。

■標準モデル作成
①　先行自治体等の事
例収集を行うほか，対象
となる施設の検討を行
う。
②　標準モデル策定を行
う。
③　標準モデルを完成
し，各施設管理者に説明
を行う。
④　各施設管理者が維
持補修計画の策定を始
める。

■施設台帳・資産管理シ
ステム
⑤　１９・２０年度におい
て，残る主要施設のデー
タ入力を行う。（本庁舎な
ど３８施設）
⑥　２１年度において，シ
ステム運用の追加施設
について検討する。

4
①　検討

⑤　データ入力
B 2 2

■標準モデ
ル作成
①　事例収
集は未実施
　　施設検討
は途中

■施設台帳・
資産管理シ
ステム
⑤　データ入
力完了

■標準モデル作成
　先行自治体等の事例収集については，インターネットを通じて
収集を図ったが，適切な資料が無かった。今後においても，事例
収集に手間をかけられないことから，本市独自で作り出して行く
方向になる。
　また，対象施設については検討中である。

■施設台帳・資産管理システム
　予定した主要施設のデータ入力は完了した。（３８施設のうち半
数）

②　標準モデル
策定
⑤　データ入力

③　完成
　
⑥　検討

追加施設の検
討

④　維持補修
計画策定開始

建築課

都
市
整
備
部

1 1 6
市営住宅の保全台帳・
修繕計画の作成

　１９年度の市営住宅ストック総合活用計画の見直しを踏ま
え，市営住宅の保全台帳・修繕計画を２１年度までに作成
することにより，各団地（部屋単位）の過去の工事履歴を検
索することができ，また，将来の修繕や改修に係る費用とそ
の時期を予測し，財政計画の参考とする。

　２１年度までに，作成す
る。
　対象４，３４０戸 3 準備 Ｂ 1 3 ー

　現在，市営住宅ストック総合活用計画を見直し中であり，同計
画策定後，平成20年度から作業に取りかかる予定。 保全台帳・修繕

計画の作成
保全台帳・修繕
計画の作成 住宅課

都
市
整
備
部

1 2 1
自転車等駐車場管理事
業の見直し

　自転車等駐車場管理事業を見直し，経費を削減する。 　委託料，工事請負費等
を節減する。

H19 ： ▲1,641
H20 ： ▲1,641
H21 ： ▲1,641
累計   ▲4,923 1 ▲1,641 Ａ 5 ▲ 2,340

　　　　　　　　　　　　　　　　 　H18年 　－ 　H19年　　＝　効果額
駐輪場管理業務委託料     62,932　　  　61,445 　　　　▲1,487
駐輪場用地借地料 　　  　   5,984　      　5,987　　         　　3
施設修繕料　　　　  　 　 　 　1,743          　855　         ▲888
その他事務費　　  　 　　   　1,196　　　    1,228　          　  32
合　　計　　　　　　　　　　  　71,855         69,515  　　　 ▲2,340

▲1,641 ▲1,641 都市計画
課
（交通安
全対策
室）

都
市
整
備
部

効果
額変
更

1 2 1
市営住宅入居資格の事
後審査制度導入

  受付時に申込者全員に提出必須としていた住民票および
所得証明書について，抽選により決定した入居予定者のみ
に提出を課すことにより，市営住宅申込者の負担軽減およ
び受付事務の効率化を図る。

　１９年度から，受付事務
に係る担当職員の時間
外時間数を縮減する。
　▲８０時間（２h*２人*５
日*４回）

H19： ▲  160
H20： ▲  160
H21： ▲  160
累計 ▲   480

3  1 ▲160 Ａ 5

市営住宅入居資格の事後審査制度については，1年前倒しで，
平成18年3月募集時から導入しており，受付に係る時間外手当
の経費を縮減（▲１６０）することができた。

▲160 ▲160

住宅課

都
市
整
備
部

1 2 2 指定管理者制度の導入

【端岡駅前自転車駐車場】
　管理運営について，指定管理者制度を導入し，民間のノ
ウハウを最大限に引き出し，利用の促進を図るとともに，管
理経費の縮減を図る。
①　対象施設や業務範囲(使用許可，利用料金制度など)
②　導入年度(年月)
③　市経費の節減方法と指定管理者に対するインセンティ
ブ
④　選定方法(公募・非公募)など

　２３年度から，指定管理
者制度を導入する。

4 Ｅ

２１年度に検討予定 検討

都市計画
課
（交通安
全対策
室）

都
市
整
備
部

1 2 2 指定管理者制度の導入

【合併地区公園】
　合併により統合した公園の効率的維持管理等を行うた
め，そのあり方を抜本的に見直し，指定管理者制度を導入
し，民間のノウハウを最大限に引き出し，利用の促進を図る
とともに，管理経費の縮減を図る。

①　大規模公園等７か所
について，指定管理者制
度の導入を検討する。
②　導入時期は２１年度
を目標とする。

Ｈ21：▲16,472

1 Ａ 3 検討

　制度導入の目標である２１年度に向けて，公募予定公園の地
区割りなど効率的な維持管理が行えるよう，公募条件の検討を
実施している。
合併地区大規模公園９箇所の指定管理者制度は２１年度導入
に向け進行中

▲16,472
公園緑地
課

都
市
整
備
部

【高松駅前広場地下自転車駐車場 瓦町地下自転車駐車 ２３年度の指定更新時

1 2 2
指定管理者業務の見直
し検討

【高松駅前広場地下自転車駐車場，瓦町地下自転車駐車
場，栗林公園駅前自転車駐車場】
　１８年度制度導入後の業務実態およびモニタリング等を踏
まえて，指定管理者と協議する中で，年度協定締結時また
は次期指定管理更新時における，業務の範囲・内容，指定
または募集条件等に係る見直しを検討する。

　２３年度の指定更新時
における，募集条件等の
見直しを検討する。

4 検討 Ｂ 2 2 検討

１８年度の業務実施状況の分析・検討 検討 検討 　２３年度更新 都市計画
課
（交通安
全対策
室）

都
市
整
備
部
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 2
指定管理者業務の見直
し検討

【玉藻公園，峰山公園，仏生山公園，中央公園ほか】
　指定管理者制度を導入した施設について，指定管理者制
度導入後の業務実態およびモニタリング等を踏まえて，次
期指定管理更新時を見据えて，募集条件，業務の内容等を
見直す。
①　次期更新時までに募集条件を見直す。
②　次期更新時までに再委託業務のあり方を抜本的に見直
す。
③　次期更新時までに利用料金制度の採用を検討する。
（玉藻公園，仏生山公園）
④　１９年度までに，駐車料金の有料化に向けて検討する。
（玉藻公園）
⑤　利用者に対する安全対策を実施する。

①　２０年度または２２年
度までに，募集条件の結
論を出す。
②　２０年度または２２年
度までに，再委託業務の
あり方についての結論を
出す。
③　２０年度または２２年
度までに，利用料金制度
採用の結論を出す。
④　１９年度までに，駐車
料金有料化についての
結論を出す。
⑤　１９年度協定締結時
に利用者の安全対策を
盛り込む。

4
④結論

⑤実施
Ａ 2

④検討中
⑤完了

①②③　準備段階である。
④　玉藻公園の駐車料金の検討に向けて，基礎資料の取りまと
めを行っている。
⑤　利用者に対する安全対策を指定管理者・施設毎の協定書
（業務仕様書）に盛り込んでいる。また，玉藻公園および仏生山
公園にＡＥＤを配備し，安全対策を強化した。
①②仏生山公園については２１年度から公募による指定管理を
行う。他については２３年度の更新までに業務のあり方を抜本的
に見直す。
③準備段階である。
④駐車場の有料化については，利用料金制度に含める中で検
討する。（玉藻公園）
⑤完了

①②③結論
（以上仏生山公
園）

①　募集条件
の結論
②　再委託業
務の結論
（以上玉藻，峰
山，中央公園
ほか）

③　利用料金
制度の結論（玉
藻公園）

公園緑地
課

都
市
整
備
部

1 2 2 外部委託化

【漁港等施設の管理運営】
　漁港等施設の安全かつ適正な利用および管理適正化を
図るため，１７年度より一部実施している管理運営の委託化
を促進する。

　管理委託契約を締結す
ることによる漁港等施設
の安全かつ適正利用，
管理適正化を図る

4 協議 Ｂ 3 2 実施
現在，管理委託について調査検討を行うと共に，関係機関と協
議中である。

実施
河港課

都
市
整
備

部

1 2 2 外部委託化

【香西新開ポンプ場維持管理業務】
　下水道施設維持管理業務の経費を縮減するため，委託範
囲を拡大する。

　２１年度に，香西新開
ポンプ場の運転操作業
務を委託する。 4 Ｅ ー

  香西新開ﾎﾟﾝﾌﾟ場は，現在，建設中であり，しゅん工予定は平成
20年度末，供用開始は平成21年度を予定していることから，取り
組みは平成20年度下半期に着手することとしている。

実施
下水道施
設課

都
市
整
備

部

1 2 3
道路愛護団体による道
路愛護の推進

　道路愛護団体により市管理の道路の清掃，緑化等の維持
管理を行い，道路環境の美化を推進するとともに愛護意識
の高揚を図り，道路利用者へのマナー向上を啓発する。(た
かまつマイロード実施要領)

　年間概ね１０団体の形
成を目途に広報活動に
取り組み，実施区間を延
伸する。

H19 ： ▲  350
H20 ： ▲  350
H21 ： ▲  350
累計   ▲1,050

1 ▲350 Ａ 5 ▲ 385

　１９年度は，11団体を道路愛護団体として認定した。
▲350 ▲350

道路課

都
市
整
備

部

1 2 4
違法駐車防止啓発活動
の廃止

　道路交通法の改正（１８年６月）により，違法駐車台数の
減少や交通渋滞の緩和など大きな効果が表れてきたことに
伴い，違法駐車防止嘱託交通指導員が行っている街頭啓
発活動の今後のあり方を検討する。

　１９年度から，違法駐車
防止重点地域での交通
指導員による街頭啓発
活動を廃止する。

H19：▲ 6,584
H20：▲ 6,584
H21：▲ 6,584
累計▲19,752

1 ▲6,584 Ａ 5 ▲ 6,584

　
　１９年度から，違法駐車防止重点地域での交通指導員による
街頭啓発活動を中止した。

▲6,584 ▲6,584
都市計画
課
（交通安
全対策
室）

都
市
整
備

部

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

【道路】
【地下道(東ハゼ町他３地下道･サンポート地下道)】
【瓦町駅前広場】　【高松駅前広場】
　一般の通行に供する道路･広場については，安全性，機能
性の確保および新規ルートの整備が重要であり，引き続き
経費の節減，業務の効率化に取り組む。
　新規施設の更新については，費用対効果の観点から常に
見直しを行い，維持管理については，安全性を最優先に修
繕等の箇所を選定し，経費の節減を図る。

　１９年度から，実施す
る。

H19：
     ▲140,587
H20：
     ▲ 52,967
H21：
     ▲ 52,967
累計
     ▲246,521

1 ▲140,587 Ａ 5 ▲ 159,535

　現在，管理している市道（地下道，広場を含む）の維持管理に
ついては，安全性を最優先に修繕箇所を選定し，経費の節減を
図っている。

▲52,967 ▲52,967

道路課

都
市
整
備
部

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

【管理漁港】
　１９年度末の漁港改良事業完了に伴い，西浦漁港，浦生
漁港の施設用地の利用率の向上を図る。
【管理港湾】
　１９年度末の男木港改修事業完了に伴い，利用施設用地
の利用率の向上を図る。

　２０・２１年度で，毎年，
施設用地の利用率約３
０％の向上を図り，２２年
度以降利用率１００％を
目指す。

H20 ：  570
H21 ：  570
累計 1,140

1 Ｅ
H20年度から利用を図るため，現在，各施設用地とも整備中であ
る。

①　300

②　270

①　300

②　270 河港課

都
市
整
備
部

文言
修正

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

【市営住宅】
　老朽市営住宅の入居者の住替えと住宅の除却
　１９・２０年度に老朽化した上之町団地（３３戸）の入居者
の住み替えを実施し，用途廃止の承認を受けて除却を行
う。

　戸数規模を適正化し，
維持管理の効率化を図
る。
　２１年度に，上之町団
地に係る施設修繕料を
削減する。

H21： ▲760

1 住替え推進 Ｄ

上之町団地の建物のうち一部が耐用年数未到来であり，国から
用途廃止の承認を得ることが困難となったことから，同団地の用
途廃止と入居者の住替え事業を停止する。

住替え推進 ▲760

住宅課

都
市
整
備
部

1 2 6 漁港・港湾管理

　現在，漁港管理条例に基づき１２漁港を，港湾管理条例に
基づき９港を管理しているが，安全かつ適正な利用および
漁港環境の維持管理の適正化を図るため，管理システム
構築による，占用使用情報および施設補修修繕情報等の
データベース化を行う。

　２０年度までに，完了す
る。

4 Ｂ 3 2 調査・検討
現在，管理システム構築のため，既存の占用使用情報および施
設補修修繕情報等のデータ整理を行っている。

完了

河港課

都
市
整
備
部

1 2 7
市営住宅の管理等の効
率的な委託

　市営住宅に係る委託業務を入居者の利便性・安全性を考
慮のうえ，集約発注する。
①　１９年度に塩江町地域の市営住宅（４団地）の浄化槽維
持管理委託の集約発注
②　１９年度に塩江町地域の市営住宅（２団地）の自動火災
報知器等保守点検委託を高松地域の市営住宅（５団地）の
委託とあわせて集約発注
③　１９年度に給水施設維持管理委託８件を３・４件に集約
発注

①　１９年度に，浄化槽
維持管理業務委託料の
７．５％を縮減する。
②　１９年度に，自動火
災報知器等保守点検業
務委託料の５％を縮減す
る。
③　２０年度に，給水施
設維持管理業務委託料

H19 ： ▲ 237
H20 ： ▲ 355
H21 ： ▲ 355
累計  ▲  947

1

①　▲109

②　▲ 46

③　▲ 82

Ａ 5 ▲ 312

各団地の所在地からエリアを定めること，および，委託業務の内
容を見直すことによる委託の集約化を図り，経費の縮減に努め
た。　　　　　　　　　　　　　①▲161
②▲67
③▲83
計▲312

①　▲109

②　▲ 46

③ ▲200

①　▲109

②　▲ 46

③ ▲200 住宅課

都
市
整
備
部

発注 設維持管理業務委託料
の３％を縮減する。

-44-
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 8 補助金等の見直し

【自転車等駐車場整備促進事業】
　「高松市自転車等駐車対策総合計画」に基づき，商店街
振興組合が主体となって行う自転車等駐車場整備事業に
対し，管理運営費（空き店舗等の賃借料）の８５％を補助金
として支出しているが，賃貸借契約日から５年経過している
場合は，賃借料の見直しを求め，経費を削減する。

　１９年度から，補助金を
節減する。

H19：▲ 727
H20：▲ 727
H21：▲ 727
累計 ▲2,181 1 ▲727 Ａ 5 ▲ 727

　店舗等の賃借契約日から５年間が経過している場合は，賃借
料の見直しを求め，経費の節減を図る。
　
                                     　H18年 　－ 　H19年　　＝　効果額
兵庫町商店街への補助金      3,614　  　  　2,887　　　　　▲727

▲727 ▲727 都市計画
課
（交通安
全対策
室）

都
市
整
備
部

1 2 8 補助金等の見直し

【放置自転車等対策事業】
　放置自転車等対策事業の事業を見直し，経費を削減す
る。

　１９年度から，委託料等
を節減する。

H19：▲2,103
H20：▲2,103
H21：▲2,103
累計 ▲6,309

1 ▲2,103 Ａ 5 ▲ 3,265

　　　　　　　　　　　　　　　　 　   H18年 　－ 　H19年　　＝　効果額
撤去・保管業務委託料          40,986     　  39,758　　　　▲1,228
未引取自転車等処分委託料    1,470　     　       4　　    ▲1,466
禁止区域標識等修繕料            700      　     612　　   　   ▲88
その他事務費　　  　 　　  　　 　2,870　 　　　  2,387          ▲483
合　　計　　　　　　　　　　      　46,026    　    42,761 　  　 ▲3,265

▲2,103 ▲2,103
都市計画
課
（交通安
全対策
室）

都
市
整
備
部

1 2 8 補助金等の見直し

【古木・名木保護事業】
　本市が指定した名木の所有者に対して，その保存につい
て補助金を支給しているが，名木補助金が少額であり，効
果や善良な保存費に使用されていることの確認が困難であ
ることや，県内自治体においては補助金支給を行っていな
いことを踏まえ，あり方について検討する。

　１９・２０年度で，見直
し，あり方について検討
する。
　２１年度に，実施する。 4 見直し・検討 Ｂ 2 2 ー

　下半期に他都市の状況調査を行い，見直し検討の資料を取り
まとめる予定である。
平成１９年１１月に高松市と規模の近い中核市を対象に状況調
査を行った。他市の状況をふまえながら，補助金額や支給方法
についてなお検討を要する。

見直し・検討 実施

公園緑地
課

都
市
整
備
部

1 2 10 街路事業の見直し

　街路事業において，事業の平準化，期間の延長等の見直
しを行い，事業費の削減，平準化を図る。

　２０年度から，見直す。

4
計画の見直し
検討

Ａ 3 検討

事業期間の延長等について検討中である。
実施 実施

都市計画
課

都
市
整
備
部

1 2 10
玉藻公園整備事業の見
直し

　玉藻公園整備事業において，事業期間の見直しを行い，
単年度事業費の縮減を図る。

　事業期間を３年間延長
し，２４年度を２７年度と
する。

4
事業期間の見
直し

Ａ 5 検討

事業期間を延長したことにより，単年度事業費を縮減した。
実施 実施

公園緑地
課

都
市
整
備
部

1 2 12 収入増対策（駐車場）

　１９・２０年度に寺井町団地に駐車場を整備（４１５台分）
し，第一期供用開始予定の１９７台について２０年度から，
第二期供用開始予定の４１５台について２１年度から，使用
料を徴収する。

　２０年度から，徴収す
る。
　２０年度：約９０台，２１
年度：約３５０台

H20： 4,000
H21： 9,000
累計 13,000 1 Ａ 5 検討

第１期供用分駐車場整備
　駐車台数１９７台分，平成２０年３月竣工。
　１期分供用開始時期：平成２０年６月。

4,000 9,000
住宅課

都
市
整
備

部

1 2 13 合併協議事項

【端岡駅前自転車駐車場駐車料】
　合併年度及び翌年度は現行どおりとし，合併年度の翌々
年度から自転車一時駐車１回１００円，自転車定期駐車１か
月１，５００円，原動機付自転車一時駐車１回２００円，原動
機付自転車定期駐車１か月３，０００円とし，学割，３か月割
引制度は設けないこととする。

　１９年度から，端岡駅前
自転車駐車場駐車料に
ついては，次のとおり引
き上げる。
①　自転車定期駐車１か
月1，000円を1，500円に
改定する。
②　原動機付自転車１か
月2，000円を3，000円に
改定する。

H19： 3,110
H20： 3,110
H21： 3,110
累計  9,330

1 3,110 Ａ 1 761

　１９年度から定期の駐車料金を改定した。
自転車定期　　　　　　 　１か月　1,000円　　→　　１か月1,500円
　　　　　　　　　　　　　　  ３か月　3,000円　　→　　３か月4,500円
原動機付自転車定期　 １か月　2,000円　　→　　１か月3,000円
　　　　　　　　　　　　　　　３か月　6,000円　　→　　３か月9,000円

　　　　　　 　   H18年 　－ 　H19年　　＝　　効果額
駐車料          9,390　　　　　10,151   　　　  761

3,110 3,110

都市計画
課
（交通安
全対策
室）

都
市
整
備
部

1 2 13 合併協議事項

【チャイルドシート購入助成】
　合併年度およびこれに続く３年度に限り現行のとおり実施
（塩江，香南，庵治，牟礼地区）し，２１年度から廃止する。

　２１年度から，廃止す
る。

H21： ▲1,125

1 Ｅ

合併協議ｊのとおり経過措置として２０年度まで実施する
チャイルドシート推進助成申請に基づき支給する
１８年度実績　３７件　３０３，０５８円
１９年度実績　２４件　１６５，６４０円

▲1,125
都市計画
課
（交通安
全対策
室）

都
市
整
備

部

1 2 13 合併協議事項

【道路愛護会補助】
　塩江町道路愛護会[４６路線，３８団体]に合併後３年間(１
８～２０年度)，草刈等に対する補助(1，400千円)を実施する
こととしているが，２１年度から補助を廃止する。

　２１年度から，廃止す
る。

H21 ： ▲1,400

1 Ｅ

　合併後３年間（１８～２０年度）は，補助（１，４００千円）を実施
することとしており，２１年度から廃止する。 ▲1,400

道路課

都
市
整
備

部

1 2 13 合併協議事項

【道路(請願)の用地買収単価の市制度への統一】
　合併地区の道路(請願)新設における用地買収単価を合併
後２年間(１８～１９年度)，旧合併町の単価で実施するとして
いるが，２０年度から市制度に統一する。

　２０年度から，市制度に
統一する。

H20：▲41,603
H21：▲41,603
累計
       ▲83,206

1 Ｅ

　実施時期未到来である。
▲41,603 ▲41,603

道路課

都
市
整
備

部

1 2 13 合併協議事項

【庵治町・牟礼町地域の河川占用料等】
　合併年度およびこれに続く３年度に限り，現行のとおりと
する。

　２１年度から，市制度に
統一する。

4 Ｅ ー

実施時期未到来である。
実施

河港課

都
市
整
備

部

備
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 13 合併協議事項

①【ふるさとづくり事業・世代間交流花づくり事業】
　２１年度から当該事業を廃止する。

②【ミニ公園の土地賃借料】
　現契約期間満了時に無料の方向で見直す。
　（現契約満了時期：１８年度末３件，１９年度末４件，２０年
度末３件）

①　２１年度から，廃止す
る。
②　現契約期間満了後
の継続については，無料
とする。

Ｈ19 ： ▲  512
Ｈ20 ： ▲  800
Ｈ21 ： ▲1,184
累計  ▲ 2,496

1
②  ▲512

Ａ 3 ▲ 511

①　実施時期未到来である。
②　合併協議の継続期間（３年）が終了するため２１年度から廃
止する。

②　１８年度末に現契約期間満了のミニ公園の土地賃借料３件
を無料とし，うち２件は無料借上げで広場として継続した。
②１９年度末に現契約期間満了のミニ公園の土地賃借料４件を
無料とし，うち２件は無料借上げで広場として継続した。残り２件
については田に回復し返還。
２０年度が最終年度となり残り３件について借地料を無料とす
る。

②  ▲800

①  ▲600

②  ▲584

公園緑地
課

都
市
整
備
部

1 2 13 合併協議事項

①【合併処理浄化槽設置整備事業】
　牟礼・庵治・国分寺・塩江町地区については，２０年度まで
経過措置を設ける。

②【排水設備設置助成事業】
　旧町のときに下水道の供用開始をしたもので，供用開始
から３年以内に下水道に接続したものに排水設備設置への
助成を行う。

①　２１年度から，市制度
に統一する。
②　１９年度から，市制度
に統一する。

H19：▲    580
H20：▲    580
H21：▲43,749
累計 ▲44,909

1
②▲580

Ｅ

Ａ

5 ▲ 580

①平成21年度に実施する予定である。

②平成18年度で合併による経過措置期間が終了したため，同事
業を廃止した。

②  ▲580

①  ▲43,169

②  ▲580
下水道管
理課

都
市
整
備
部

1 4 1 外郭団体等の見直し

【㈶高松市花と緑の協会】
①　仏生山公園（体育館，温水プールを除く）の指定管理者
である高松市花と緑の協会の，次期指定管理者更新時の
公募選定に向けた経営改善等について，そのあり方の抜本
的な見直しを指導する。
②　団体等に係る情報公開に取組む。

　２１年度指定更新
①　２０年度までに，経営
改善の取りまとめ，事務
局態勢の見直しを指導
する。
②　１９年度中に，情報
公開の適正運用の指導
を行う。

4 検討 Ｂ 2 3 検討

①　準備段階である。
②　１９年度に協会の個人情報の保護に関する規程を施行し，
既施行の情報公開に関する規程と合わせて事務処理体制を整
備した。
①高松市花と緑の協会が非公募で指定管理を受けている仏生
山公園（体育館・温水プールは除く）を２１年度から公募により指
定管理委託する。高松市花と緑の協会については，指定管理事
業を除く一般事業，受託事業により引き続き高松市の緑化推進
および公園緑地事業の発展を図り，もって快適な環境づくりに寄
与するため存続する。

決定 更新

公園緑地
課

都
市
整
備
部

1 5 1
駐車場事業（特別会計）
の効率的な運営

　駐車場使用料の増収に努める。
①　中央駐車場ほか７駐車場について公募による指定管理
者制度を導入しており，今後，業務実態やモニタリング等を
踏まえ，次期指定管理更新時における業務の範囲・内容，
指定または募集条件等に係る見直しを検討する。
②　国分寺駅前駐車場の利用者増を図るためＰＲに努め
る。

①　次期指定管理者更
新時（２３年度）における
業務の範囲・内容，指定
または募集条件等に係
る見直しを検討する。
②　現在７０％ある利用
率を２１年度までに８０％
を目指す。

H21 ： 120

1 Ａ 2 検討

①　業務実態やモニタリング等を踏まえ，次期指定管理者更新
時（２３年度）における業務の範囲・内容，指定または募集条件
等に係る見直しを検討する

②  120

　次期指定管
理者を公募す
る。 まちなか

再生課

都
市
整
備
部

1 5 1
太田第二土地区画整理
事業（特別会計）の効率
的運営

　太田第二土地区画整理事業の効率的な運営を図る。
①　換地処分の実施
　　２０年秋を目途に換地処分を実施し事業の収束を図る。
②　組織の見直し
　　換地処分への移行に伴い，係体制を見直す。
③　換地清算金特別会計の新設
　　２１年度からの換地清算金徴収交付事務に対応するた
め，清算金の徴収交付だけを目的とした会計を２０年度に
新設する。
④　保留地処分の促進

①　２０年秋を目途に換
地処分を実施する。
④　保留地処分を１７年
度末の計画対比57.1％
から２１年度末の計画対
比80.7％に引き上げる。 4 Ａ 4 実施

　平成２０年度の換地処分の実施に向け，出来形確認測量を実
施するとともに，換地計画の作成を進めた。
　また，換地処分に伴い地区内居住者の住所が変更になること
から，そのための手続き等につき関係機関との協議を行い実施
に向けて取り組んだ。
　保留地の処分状況は，平成19年度で142件を売却したものの，
約35％が未売却となっており，目標達成度を「４」とした。

換地処分
換地清算金特
別会計の新設

清算金徴収交
付事務の開始

　清算金徴収
事務（２５年度
まで）

太田第二
土地区画
整理事務
所

都
市
整
備
部

1 5 1
下水道事業(特別会計)
の効率的運営

　下水道事業の効率的な運営を図る。
①　下水道未接続世帯の解消
　　下水道整備区域内の未接続世帯へ個別訪問し，下水道
への接続と水洗化の促進に取組む。
②　下水道事業財政収支計画の策定
　　３年ごとに財政収支計画(２２～２４年度)を策定し，その
収支にあわせて下水道使用料の改定を検討する。

③　下水道受益者負担金の滞納整理に，計画的に取組む。
　　受益者負担金の滞納者に対し，督促状の送付・臨戸訪
問等により納付させる。

①　水洗化率
　90.4％（18年度末
89.8％の0.6％増)

②　２１年度：計画策定

③　１８年度末合併地区
滞納額(30,893千円)の約
半分を徴収する。

H19：  7,863
H20：10,788
H21：13,776
累計 32,427

①
１

②
４

③
１

①　水洗化率
　　　(90.0 ％)
　　2,863

③　5,000

A

Ｅ

Ａ

０

１

①　0

③　1,294

①専任の水洗化促進職員（非常勤）による下水道の未接続世帯
への戸別訪問を行うなど，下水道未接続世帯の解消に努めた
が，水洗化率の向上にはつながらなかった。（H19末水洗化率
89.8％）

②平成２１年度に実施する予定である。

③負担金徴収専任職員（非常勤）により未納の負担金の徴収に
努めたが，合併町の負担金の単価が高額なことや，合併前の収
納対策について取り組みがほとんど行えていなかったため，合
併町住民の納付に対する十分な理解が得られておらず，徴収は
容易に進まなかった。

①　水洗化率
　　　(90.2％)
　　　5,788

③　5,000

①　水洗化率
　　　(90.4%)
　　　8,776

②  計画策定

③　5,000

下水道管
理課
下水道施
設課
下水道建
設課

都
市
整
備
部

1 5 1
下水道事業(特別会計)
の効率的運営

④　人件費については，これまで，補助対象の部分以外
は，一般財源で負担していたが，下水道建設に係る単独事
業費の６％程度は起債を借ることができるため，起債を利
用する。なお，起債償還額の一部を下水道使用料で回収す
る。

④　１９年度から，人件費
について起債を利用す
る。

H19：
  ▲203,105
H20：
  ▲189,705
H21：
  ▲177,905
累計
  ▲570,715

1 ④　▲94,500 A 5 ▲　94,500

④　平成１９年度当初予算では人件費の財源として，補助対象
の部分以外を一般財源に充てていたが，平成２０年３月議会で
起債関係予算を補正した。また，効果額については，18年度当
初予算ではなく，19年度当初予算と比較した。

④　▲94,500

④　▲94,500 　建設費のう
ち，単独事業費
の６％程度は
起債対象となる
ので，建設が継
続する間は同
等の額が見込

下水道管
理課
下水道施
設課
下水道建
設課

都
市
整
備
部

める。
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 5 1
下水道事業(特別会計)
の効率的運営

⑤　下水道管更生工事については，これまで，一般財源で
負担していたが，起債を利用する。
　なお，起債償還額の一部を下水道使用料で回収する。

⑥　小下水管取付工事については，これまで，一般財源で
負担していたが，起債を利用する。
　なお，起債償還額の一部を下水道使用料で回収する。

⑦　東部下水処理場，牟礼浄化苑，庵治浄化センターおよ
び牟礼町ポンプ施設の運転管理業務において，単年度契
約の「仕様発注」による民間委託を見直す。（下水道施設
課）
　・各施設ごとの委託業務を共同化の施設として見直す。
　・仕様発注を見直し，性能発注方式と工業薬品を含めた
維持管理業務の包括的民間委託とする。
　・単年度契約より一層，安定的な維持管理体制とコスト縮
減を図るため，平成１９年度から２１年度までの３か年契約
とする。
　
⑧　下水道工事のφ800mm推進工（泥濃式）において，泥
水再利用装置を採用することにより泥土処分量を減量し，コ
スト縮減を図る。　（下水道建設課）

⑤⑥　１９年度から，起債
を利用する。

⑦　１９年度から，包括的
民間委託業務を実施す
る。

⑧　２０年度に，同工法
の採用が予定されている
仏生山１号汚水幹線工
事において採用する。

1

⑤　▲42,100

⑥　▲36,400

⑦　▲25,905

⑧　▲4,200

Ａ

Ａ

Ａ

A

5

5

5

5

⑤　▲42,100

⑥　▲36,400

⑦　▲35,356

⑧　▲4,200

⑤平成19年度当初予算では予算化していないため，平成20年３
月議会で起債関係予算を補正した。また，効果額については，
18年度当初予算ではなく，19年度当初予算と比較した。

⑥平成19年度当初予算では予算化していないため，平成20年３
月議会で起債関係予算を補正した。また，効果額については，
18年度当初予算ではなく，19年度当初予算と比較した。

⑦平成19年度から平成21年度までの３か年の包括的民間委託
を実施し，19年度の効果額は平成18年度の当初予算と比較して
3,535万6,000円のコスト縮減を図った。

⑧下水道工事のφ800mm推進工（泥濃式）において，泥水再利
用装置を採用することにより泥土処分量を減量し，従来の工法と
比較して4,200千円のコストを縮減した。

⑤　▲42,100

⑥　▲20,400

⑦　▲25,905

⑧　▲6,800

⑤　▲42,100

⑥　▲15,400

⑦　▲25,905

下水道管
理課
下水道施
設課
下水道建
設課

都
市
整
備
部

1 5 1
下水道事業(特別会計)
への地方公営企業法の
適用

　下水道事業への地方公営企業法の適用についての検討
を行うとともに，諸準備を行う。

　１９年度に，調査・研究
する。
　２０年度以降に法適用
に向けた準備を行う。

4 調査・検討 Ａ 4 調査・研究

　平成20年度からの予算化に向け，先進市の事例等の調査・研
究を行った。 準備作業 準備作業 　２２年度

     準備作業
　２３年度
    法適用

下水道管
理課

都
市
整
備
部

4 1 1
住居表示に関する事務
と住民基本台帳に関す
る事務の一元化の検討

　住居表示に関する事務と住民基本台帳に関する事務の
窓口一元化に取組み，住所届出等の手続き・処理の効率
化・市民サービスの向上，住所管理の適正化を図る。（１７
年度住居表示番号設定件数：９７件）

　１９年度に，一元化の
方向性を集約する。

4 検討・集約 Ｂ 2 3 検討・集約

住所管理の適正化を図るため，事務処理方法について関係課と
検討をし，一元化による具体の影響の検討を行った。 検討・集約 検討・集約

都市計画
課

都
市
整
備

部

4 1 1 接遇研修の推進

　住民に心から満足してもらうため，職員の接遇能力開発研
修を実施する。

　四半期ごとに接遇研修
を実施する。

3
実施

B 2 2 実施
さわやかサービスの徹底を主な題材として，第２四半期に職員の
接遇研修を行った。

実施・推進 河港課

都
市
整
備

部

4 1 2
道路台帳の効率的な修
正の検討

　合併地区の道路台帳は，長期的には市の道路台帳に統
一する方向で考えていかなければならないが，多額の費用
を要するため，費用対効果に留意した効率的な修正作業を
実施する。
・　効率的な業務を図るうえで支障とならず，市民ｻｰﾋﾞｽも低
下しないよう，毎年度の更新の中で修正作業を実施する。
・　早急に修正を要する内容とそうでないものを選別し，費
用対効果に留意して効率的な修正作業を実施する。

　毎年度の更新の中で修
正作業を実施する。
　早急に修正を要する内
容とそうでないものを選
別し，効率的な修正作業
を実施する。

4

･効率的な修正
作業の検討
･更新(修正)業
務

Ａ 4 検討

　効率的な業務を図るうえで，支障とならず，市民サービスも低
下しないよう，早急に，修正を要するものとそうでないものを選別
し，今年度の効率的な修正作業の検討を実施している。 ･効率的な修正

作業の検討
･更新(修正)業
務

･効率的な修正
作業の検討
･更新(修正)業
務

道路課

都
市
整
備
部

4 1 2
開発登録簿の電子デー
タ化を図る

　開発登録簿の特定に時間を要していることから，登録簿の
内容をパソコンに取り込み，検索時間の短縮，開発登録簿
写証明書の発行時間の短縮を図る。

　１９年度から，開発登録
簿の検索時間，証明書
の発行時間の短縮を図
る。

4 実施・推進 B 2 4 実施・推進

１８年度から着手し、予定よりやや遅れている進捗状況である
が，目標達成度は概ね達成できている状況であります。 実施・推進 実施・推進

建築指導
課

都
市
整
備

部
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

背表紙ページ
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 1 6 施設維持管理の適正化

①【常備および非常備消防車輌整備】
　常備および非常備消防車輌について，合併に伴い増加し
た車両を加え，耐用年数や他都市の状況も考慮した新たな
更新基準を設定し，計画的な運用を図るための年次整備計
画の見直しを行う。
②【消防屯所整備】
　消防屯所整備計画について，合併町の消防屯所を加え，
老朽度等緊急度合いや団員の増員状況を加味した計画に
見直し，計画的な新築，改修等の実施を図る。
③【常備および非常備消防ホース整備】
　合併町を含めた常備および非常備消防用ホースの更新に
ついて，耐用年数や保有車輌状況，さらには他都市の状況
等を考慮し，更新計画を策定し，計画的な整備を図る。
④【消防水利の整備】
　合併町を含めた消防水利の指針に基づき，消防水利の不
足場所への計画的な整備を図るため，今までの整備計画を
見直す。
⑤【防火水槽補強改修】
　合併町を含め，経年劣化による漏水等発生防火水槽の計
画的な補強改修を図る。

　１９年度に，年次整備
計画の見直し，更新計画
を策定する。
①　常備消防車輌９５台,
非常備消防車輌１０７台
の計画的な更新整備を
図る。
②　消防屯所９５施設の
計画的な新築・改修等を
実施する。
③　常備消防ホース２，４
７２本，非常備消防ホー
ス２，７２５本の計画的な
更新整備を図る。
④　消防水利の計画的な
整備を図る。　防火水槽
６３３基　消火栓７，１４３
基
⑤　補強改修が不可能な
防火水槽については，消
防水利の整備での代替
施設の確保を図る。

4

①②④　計画
見直し

③　計画策定

⑤　実態把握

B 2 3

①計画見直
し

②計画見直
し

③素案作成

④見直し検
討

⑤実態把握

①常備・非常備消防車輌整備計画を見直した。
②消防屯所整備計画を見直した。
③常備・非常備消防用ホースの整備計画の素案を作成した。
④消火栓は水道管敷設計画に合わせて，また，防火水槽は
　 全体計画の中で合併町での整備について検討している。
⑤防火水槽補強改修についての実態把握を進めている。

①～⑤　実施

総務課
消
防
局

1 2 2 嘱託化等

【応急手当普及啓発活動】
　市応急手当普及啓発活動実施要綱に基づき，一人でも多
くの命を救うため，現在救急隊員が実施しているものを，退
職する職員で資格（応急手当指導員）を有する者を積極的
に活用する。
　また，在職中の職員に対して計画的に資格取得を行う。

　退職職員で有資格者
（応急手当指導員）を積
極的に活用し効率化を図
る。
　救命士を含めて年間７
人の資格取得者を確保
する。

4

・普及啓発活動
を積極的に推
進

・応急手当指導
員の確保再雇
用の促進

Ａ 5

普及啓発活
動の積極的
な実施

応急手当指
導員の確
保，再任用
への取組み

①普及啓発活動については，積極的な推進を実施した。
　（19年度　160回　3,676人受講）
②応急手当指導員については，6名を養成した。

・普及啓発活動
を積極的に推
進

・応急手当指導
員の確保再雇
用の促進

・普及啓発活動
を積極的に推
進

・応急手当指導
員の確保再雇
用の促進

消防防災
課

消
防
局

1 3 1 職員数の適正化

【消防局】
　本署を中心とした消防力を効果的に結集し，効率的な消
防体制の確立を目指すほか，消防署所適正配置事業（南
消防署，東消防署整備）による消防出張所の統廃合をも視
野に入れた定員適正化計画を策定し実施する。

　消防局・消防署・分署・
出張所の機能の見直し
や，消防署所の適正配
置に伴う配置人数の見
直し・精査等を行い，定
員適正化計画を策定し，
適正な消防職員数の管
理に努める。

H19：▲   7,610
H20：▲108,403
H21：▲116,013
累計 ▲232,026

1

計画策定（南消
防署）

計画策定

▲7,610

Ａ 5 ▲ 7,610
定員適正化
計画の策定

　19年度新規採用職員を，平成18年度退職者22人に対し21人と
し，　１人の減員をおこなった。

 新南消防署配置人員の見直しを検討している。

計画策定（南消
防署）

計画策定

▲108,403

計画策定（南消
防署）

計画策定

▲116,013

実施
総務課

消
防
局

1 4 1 外郭団体等の見直し

【高松地区防火安全協会】
　円滑な運営と自立化を促進し，予防課で行っている事務
局の業務負担を軽減する。
　各種会議，行事等の自主運営化，専従事務局員の雇用
の促進に取り組む。
【高松市婦人防火クラブ，高松市幼少年消防クラブ，高松市
自主防災組織連絡協議会】
　円滑な運営と自立化を促進し，予防課で行っている各団
体の事務局の業務負担を軽減する。
　各種会議，行事等の自主運営化に取り組む。

　自立度を高める。
　担当職員の事務の軽
減を図る。

　

4 推進 B 1 3
自主運営の
実践

【高松地区防火安全協会】
①前年度に引続き，各種行事等の自主運営と，専従事務局
　 員の雇用により，予防課職員の負担の軽減を図った。

【高松市婦人防火クラブ，高松市幼少年消防クラブ，高松市自主
防災組織連絡協議会】
①各種行事等の自主運営に取組み，予防課職員の負担の軽
　 減を図った。

予防課
消
防
局

2 1 1 消防署所の適正配置

　昭和４４年に整備された南消防署庁舎は，老朽化が進ん
だことや都市計画道路等の拡充等により移転整備するが，
それに伴い周辺消防出張所の統合に取り組む。
　分署施設の耐震化や東消防署の移転整備等について
は，合併後の消防体制のあり方を踏まえて消防署所の適正
配置計画を策定する。

　下記について検討・精
査し，消防署所適正配置
計画を策定する。
・南消防署の建設工事
・南消防署太田出張所お
よび仏生山出張所の南
消防署への統合
・北消防署朝日分署，南
消防署香川分署，東消
防署牟礼分署の耐震診
断とその後の耐震化およ
び移転整備
・東消防署の移転先等で
の整備

4 計画策定（南消
防署）

Ａ 5

実施設計実
施

耐震診断実
施

【南消防署】
   南消防署建設に係る基本・実施設計を行った。

【香川分署，牟礼分署】
  庁舎の耐震性についての耐震診断を行った，

　
合併後の計画
策定

　
合併後の計画
策定

　
実施（南消防
署）

総務課
消
防
局
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

3 2 2
消防職員の意識改革と
人材育成の推進

　これまで以上に市民に信頼される高松市消防局を目指し
て，消防本来の使命・原点に立ち返り，仕事本位の「人と組
織」を構築するとともに，組織として指揮命令が厳格に機能
し，全消防職員が上司の指揮命令のもとに一致団結して業
務に精励することが重要である。そのようなことから，新規
採用後，定期的なジョブローテーション等を行うことにより，
今，消防職員として何が求められているか，何が必要かを
職員各自が共通のものとして認識するよう意識改革を図る
とともに，複雑・多様化する消防業務に対して，適切に対応
できる消防職員を育成するため，人材育成計画を策定す
る。
　また，職場や外部教育機関等での研修の実施や，国等へ
の職員派遣，県や市長部門との人事交流等を通じて，人材
の育成を図る。

　消防学校研修，消防大
学校研修ならびに消防
大学校教官派遣，消防
学校教官派遣，防災航
空隊隊員派遣，市長部
門との人事交流等を通じ
て，高い洞察力・危機管
理能力および広い視野を
有する消防職員を育成
するとともに，職場研修
などにより意識改革を図
り，部下や後輩を指導・
育成する能力等を持つ，
より良い人材の育成を図
る。また，上記の視点に
立って消防職員の人材
育成計画を策定する。

4
計画策定

実施・推進
B 2 3

計画の未策
定

研修，派遣，
交流の実施

【計画策定】
消防職員人材育成計画の素案を作成した。

【職員研修，派遣，交流】
①職員研修は，消防学校，消防大学校等で計画的な研修を実
   施した。
②職員派遣は，消防大学校教官，消防学校教官，香川県消防
　 航空隊への職員派遣を実施した。
③職員交流は，市長部門との人事交流を実施した。

実施・推進 実施・推進

総務課
消
防
局
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 6 1
水道事業経営（会計を含
む。）の効率的運営

　高松市水道事業基本計画の推進により，安全で安定した
高水準の水道システムを構築するとともに，経営基盤を強
化し持続可能な水道事業を確立する。

　各実施項目欄参照

3 実施 Ｂ 1 4 実施

　安全で安定した高水準の水道システムを構築するとともに，経
営基盤を強化し，持続可能な水道事業を確立するため，高松市
水道事業基本計画に定めた水道事業ガイドラインの活用等によ
る事務事業の目標が達成できるよう，その推進に努めた。

実施 実施
経営企画
課
財務管理
課

水
道
局

1 1 1 企業債借入額の抑制

　企業債残高の漸減による元利金の経費負担の軽減を図
るため，充当率の削減について，１４年度までは起債充当
率を５０％程度，１５・１６年度には４０％程度，１７・１８年度
は３０％を発行しており，１９年度以降は２０％程度とする予
定である。
　今後とも，財政面からの経営基盤の強化を図るため，将
来の負担となる起債の発行額を抑制する。

　起債充当率
　１９年度以降　２０％

H20 ： ▲2,973
H21 ： ▲5,848
累計  ▲8,821

1
起債充当率
２０％以下

Ａ 5
起債充当率
１８．３％

　平成１９年度の起債対象事業費1,369,626千円に対し，251,000
千円を企業債として借り入れ，起債充当率を18.3％とした。 起債充当率

２０％以下
▲2,973

起債充当率
２０％以下
▲5,848

起債充当率
２０％以下

財務管理
課

水
道
局

1 1 2 未利用地の有効活用

　水道局が所有する土地のうち，未利用になっている土地
について，合併町分も含め，当該未利用地の実態を把握
し，有効かつ適正な活用方策を検討する。
①　未利用地の実態調査
②　公募（一般競争入札）による売却
③　ホームページ掲載等による周知

　１８年度末，旧高松市
水道局所有分２箇所６２
２．８m２，合併地区につ
いては，１９年度中に調
査する。
　未利用地の売却・貸付
等により有効活用を図
る。

3

ホームページ
や広報紙への
掲載により，積
極的な売却促
進を図る。
土地鑑定評価
による再度公
売，貸付等有
効活用

Ｂ 1 ２

鑑定評価結
果に基づき，
ホームペー
ジや広報紙
への掲載に
よる積極的
な売却促進
の実施

　旧高松市の２件(香西東町，屋島西町)について，同用地の鑑
定評価に基づき，平成１９年１１月に一般競争入札による公売を
実施したが，いずれも応札がなく売却することができなかった。な
お，公売に当たっては，広報紙，ホームページ等に掲載するとと
もに，支所・出張所にチラシを配布するなど，広く周知宣伝活動
を実施した。また，旧合併町地区の未利用地について，公図およ
び現地で有効利用が可能かどうか調査を実施した。そのうち，国
分寺町内の４件について，いずれも狭隘な土地であり，将来的に
水道局での利用の可能性がないため，同用地の隣接住民と売
買交渉を進めた。

ホームページ
や広報紙への
掲載により，積
極的な売却促
進を図る。
土地鑑定評価
による再度公
売，貸付等有
効活用

ホームページ
や広報紙への
掲載により，積
極的な売却促
進を図る。
土地鑑定評価
による再度公
売，貸付等有
効活用

財務管理
課

水
道
局

1 1 4 債権回収の取組

　滞納整理システムの導入により，センター職員が滞納者
情報を共有化し，係間の連携強化とともに収納業務の円滑
化を図る。
　また，高額・悪質滞納者には，複数職員による休日・夜間
訪問を実施するとともに，支払約束不履行者など特に悪質
な滞納者には迅速かつ厳正な停水執行を実施する。

①　２１年度までに未収
額の20％減を目指す。
(18年度末未収額
166,571千円）
②　高額・悪質滞納者へ
の休日・夜間訪問等料金
収納体制を強化する。
③　滞納者への停水執
行を迅速かつ厳正に実
施する。

H19 ： 11,660
H20 ： 13,326
H21 ：  8,328
累計   33,314

1

19年度末料金
未収額
対18年度末比
▲7％
11,660

Ａ 5 78,614 ▲47％

　滞納整理システムを導入し，センター職員が滞納者情報を共有
化することにより，係間の連携強化とともに収納業務の円滑化を
図った。
　また，高額・悪質滞納者には，複数職員による夜間訪問を実施
するとともに，支払約束不履行者など特に悪質な滞納者には迅
速かつ厳正な停水執行を実施することにより，平成１８年度末未
収額166,571千円のうち78,614千円を回収した。

20年度末料金
未収額
対18年度末比
▲15％
13,326

21年度末料金
未収額
対18年度末比
▲20％
8,328

お客さま
センター

水
道
局

1 2 1 県水依存率の低減

　県水依存率については，６年の渇水以降，渇水に強い町
づくりを推進するため，香川用水を水源とする県営水道は
渇水リスクの高い水源となっていることから，既得水利権の
有効活用を図り，受水比率を５０％まで引き下げ，渇水時の
影響を軽減したが，平成１８年度には県水受水比率１００％
の近隣５町との合併により，県営水道の受水比率が５８％と
再び上昇したため，新たな自己処理水源の確保を図り，目
標の５０％まで低下させることとしている。

①　県水依存率の目標
５０％
②　県水受水量削減に
伴う経費縮減

１９年度 県水５９．７％
　　　　　　自己水４０．
３％
２０年度 県水５８．２％
　　　　　 自己水４１．８％
２１年度 県水５６．２％
　　　　　 自己水４３．８％
３０年度 県水５３．４％

自己水４６ ６％

Ｈ19 ： ▲10,965
Ｈ20 ： ▲17,184
Ｈ21 ： ▲34,930
累計　▲63,079

1
①県水59.7％
自己水40.3％
②▲10,965

B 3 1 ▲ 5,485
①県水61.5%
　自己水
38.5%

11月以降自己水源の貯水率が低下し県水契約量を増量したた
め
①H19年度配水量50,848,164m3のうち県水 31,266,264m3
（61.5％）自己水19,581,900m3（38.5％）であり，目標は達成出来
なかった。
②H18年度の県水予算水量は86,800m3，H19年度の県水契約
水量86,099m3であり
(86,800-86,099)×366×（県水単価71.4-自己水単価50）＝
5,490,500円　約5490千円の経費削減の効果を得た。

①県水58.2％
自己水41.8％

②▲17,184

①県水56.2％
自己水43.8％

②▲34,930

平成３０年度目
標
①県水53.4％
自己水46.6％

浄水課
水
道
局

1 2 2
アウトソーシング（外部
委託化）

　安定給水の確保やお客さまサービスの向上，経営の効率
化のため，公営企業職員が担うべき業務の整理・仕分けを
行い，これらの業務の明確化および重点化を図るとともに，
各種業務の委託や嘱託化（再雇用職員を含む）などアウト
ソーシングを推進する。

　公民役割の分担やアウ
トソーシング検討基準に
基づき，アウトソーシング
に適した業務について，
お客さまサービスの向上
を図るための業務執行
の円滑化や迅速化の観
点から委託，嘱託化（再
雇用職員を含む。）など
導入形態を検証しつつ，
導入時期も考慮しなが
ら，効率的かつ効果的に
アウトソーシングを行う。

4

アウトソーシン
グに適した業務
の仕分けと導
入形態の検
討，実施

Ｂ 1 5

アウトソーシ
ング対象業
務の検討・実
施

　再雇用職員の技術力の活用やシステム入力業務等の委託化
が適した業務について嘱託職員の活用を図るため，料金調定・
図面管理・給水台帳ファイリングの各システム入力業務のアウト
ソーシングを継続的に実施した。１９年度においては他の業務に
ついても，業務の公民役割の分担等を明確化する中で効果的な
アウトソーシングの検討を進めた。なお，具体的には，浄水場の
運転管理業務の委託化に係る調査・検討に着手した。

アウトソーシン
グに適した業務
の仕分けと導
入形態の検
討，実施

アウトソーシン
グに適した業務
の仕分けと導
入形態の検
討，実施

経営企画
課

水
道
局

1 2 6
給水台帳ファイリングシ
ステムの構築

　給水台帳ファイリングシステムについては，事務の省力
化，効率化とともにお客さまサービスの向上を図るため，１６
年度から２か年で合併町を含む既存給水台帳についての
ファイリング作業が完了したことに伴い，１８年度から給水台
帳ファイリングシステムからの閲覧業務を試験稼働し，１９
年度からシステムの本稼働を行う。

　電子ファイリング管理に
よる対応時間の短縮
　・給水装置工事施工申
請書の検索作業時間の
短縮
　・施工申請書審査業務
の効率化

4 本格稼働 Ａ 5 本格稼動

　システム稼働に伴い高松市水道局指定給水装置工事業者に
対してシステム操作手順の研修を順次行ったが，業者数が多い
ことから全ての業者が研修を受けられていないのが現状である。
今後においては，研修の機会を増やして行くとともに執務室の改
善を図り，システム運用が効率良く行えるようにすることが課題
である。

本格稼働 本格稼働 ペーパーレス化
に向けた電子
申請の導入検
討

給水維持
課

水
道
局
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 7 随意契約の見直し

①　随意契約による契約方法について，先進的な取組を参
考に，見直すべき課題と問題点を整理し，計画的に見直し
を実行する取組と方法を検討する。
　現在，各部局が所管している施設の管理委託業務等の契
約方法に競争原理を取り入れるため，競争見積りや入札制
度を採用して経費の削減を図る。
②　清掃委託業務の複数年契約

①　１９年度　調査・分析
　　２０年度　実施
②　１９年度　実施

②
H19 ： ▲2,457
Ｈ20 ： ▲2,457

累計　▲4,914
1

①調査・分析

②実施
▲2,457

Ｂ 2 4 ▲ 2,709

①検討

②実施
▲2,709

　清掃業務等の複数年契約については，平成１８年度から実施し
ており，平成１９年度についても複数年契約の継続実施した。ま
た，他の業務についても業務内容を検討し，複数年契約が可能
なものについては，できるだけ入札等により複数年契約とし，経
費の節減を図るよう検討を進めた。

①実施

▲2,709

①推進

財務管理
課

水
道
局

文言
修正

1 2 8 補助金の見直し

　水質基準改正（平成４年１２月改正）に伴い鉛製給水管の
早期解消を図ることを目的に，１０年度に鉛管引替工事助
成金交付制度（限度額５万円）を創設し，１５年度には「高松
市水道事業鉛製給水管解消基本計画」の策定とともに助成
金交付額の増額（限度額１０万円）を行ってきたが，１９年度
で再度，鉛管引替工事助成金交付制度の要綱を改正し，鉛
製給水管の解消を推進する。

　１９年度から２５年間
で，約９万件１１万７千件
の鉛製給水管全てを解
消する。
　１９年度から２１年度：
助成取替目標件数　助
成件数２，４００ 1,800件

3
助成件数
８００件

Ｂ 3 1 ３３４件

　平成１９年７月に要綱を改正して助成金交付額の増額するとと
もに鉛管取替工事に対する助成金制度の利用促進を図ったが，
鉛管取替工事にはお客さまにも経費負担が伴うことから，計画ど
おりに助成件数を伸ばすことはできなかった。

助成件数
８００件
５００件

助成件数
８００件
５００件

給水維持
課

水
道
局

1 2 11 使用料の見直し

　現在，水道事業経営は黒字を維持しているが，今後は水
需要の減少など収益環境の悪化が見込まれる中，県営水
道料金の改定が想定されているほか，予備水源の確保，老
朽化した浄配水施設の更新，鉛管・石綿管の解消，さらに
は震災等災害対策等に多額の経費が見込まれ，財政状況
は厳しくなる見込みである。
　こうした中，水道事業基本計画に掲げる施策を推進するこ
とにより現在の料金を可能な限り維持することとしている
が，料金体系については，別途，需要構造の変化の分析や
節水に配慮した体系，維持管理時代に対応した体系につい
て検討する。

　新料金体系の検討

4 検討 Ｂ 3 1 検討

　夏季渇水等による節水の浸透に伴い，給水収益は前年度に比
べて減収となったが，本年度については黒字は維持されている。
また，想定されていた香川県営水道用水の料金改定が約４，５
年間据え置かれることが本年２月末に表明されたことから，当面
大幅な経費の増高は回避された。しかしながら，将来的には，同
料金についても改定が予想されることや老朽化した浄配水施設
の大量更新に係る経費が必要となることなどから，平成２０年度
に財政収支計画の見直しを行う予定である。

調査・検討

財務管理
課
お客さま
センター

水
道
局

効果
額修
正

1 2 13 合併協議事項

　合併時に水道料金を高松市に統一したことに伴い，旧庵
治町，旧牟礼町，旧香川町および旧香南町において，負担
が増加する場合に急激な増加を避けるため，その増加額に
ついて，合併後３か年の段階的緩和措置を適用し，４年目
に高松市の料金に統一する。

（１８年度　水道料金増加
額の７５％減免）
１９年度　５０％減免
２０年度　２５％減免
２１年度　制度の統一

H19 ： ▲56,645
H20 ： ▲28,300
累計　▲84,945
H19 ： ▲28,300
H20 ： ▲56,500
累計　▲84,800 1

50％減免措
置 ▲56,645
減免措置縮
小75％→50
％による収入
増 ▲28,300

Ａ 5 ▲ 30,596

　合併時に水道料金を高松市の料金体系に統一したことにより，
料金負担が増加する場合の軽減策として，旧庵治町，旧牟礼
町，旧香川町および旧香南町では，合併後３か年は負担増加額
の段階的緩和措置を適用し，４年目に高松市の料金に統一する
ことことしており，合併後２年目の平成１９年度では，増加額の５
０％減免を実施した。

25％減免措
置 ▲28,300
減免措置縮
小50％→25
％による収入
増 ▲56,500

高松市の料
金に統一
減免措置縮
小25％→0％
による収入
増 ▲28,300

お客さま
センター

水
道
局

1 3 1 職員数の適正化

　合併効果の早期実現や事務事業の整理統合，公民役割
の分担による簡素で効率的な組織体制とするとともに，技
術力の維持や組織の活性化のための人材育成に取り組む
中，長期的に安定した経営・技術基盤を確保するため定員
適正化計画を策定し，実施する。

　第３次水道局職員定員
適正化計画に基づき，１
９年度から２１年度まで
の３年間で，職員数を４
人程度減員する。

Ｈ19 ： ▲5,583
Ｈ20 ： ▲11,166
Ｈ21 ： ▲22,332
累計　▲39,081

1
▲5,583

Ｂ 1 5 ▲ 5,583
職員削減人
数
１人

　第３次水道局職員定員適正化計画に基づき，１８年度（職員数
１８７人）を基準として１９年度から２１年度までの３年間で，職員
数を４人程度減員する計画を立て，１９年度では，１人削減する
成果（職員数１８６人）を得た。

▲11,166

▲22,332
経営企画
課

水
道
局

1 3 2 組織機構の見直し

　良質で安定した給水の確保とお客さまサービスの向上の
ため，公営企業職員として担うべき業務の明確化および重
点化を推進するとともに，各種業務のアウトソーシングや再
雇用・再任用職員，非常勤嘱託職員の活用を図り，維持管
理時代に対応した簡素で効率的・機動的な組織機構を目指
す。

１９年度　給水維持室を
独立した給水維持課とす
る。

4 検討・実施 Ａ 5 実施

　１９年度において，貯水槽水道の適正管理や直圧・増圧給水の
普及，鉛管解消事業の推進，さらには管路老朽度の把握等，お
客さまサービスの向上や水道施設の維持管理に対応した事業
推進体制を強化するため，給水維持室を独立した給水維持課と
する組織の再編を図った。また，下水道事業との統合について
の検討に着手した。

検討

検討

経営企画
課

水
道
局

1 4 1 外郭団体等の見直し

　㈶高松市水道サービス公社は，職員の高年齢化や正規
職員の減少により業務処理体制の維持が困難な状況にあ
り，また，規制緩和や公益法人制度改革など官民の役割の
見直しが求められている中，これらに対応するため，より公
益性の高い業務に縮小し，高水準のお客さまサービスの提
供と効率経営によるコストダウンに努める。

①　公社が担うべきコア
業務への重点化を図る。
②　公社職員の業務処
理能力の開発研修を実
施する。
③　公社組織の在り方に
ついて検討する。

4
公社改革の方
針・手順を作
成・実施

Ｂ 2 4
公社改革方
針の決定

　（財）高松市水道サービス公社について，規制改革や公益法人
制度改革に対応するとともに公社を含めた水道事業運営の効率
化，お客さまサービスの向上に向け，公社業務および組織再編
について検討し，公社改革の方針を決定した。

公社改革の方
針・手順を作
成・実施

公社改革の方
針・手順を作
成・実施 経営企画

課

水
道
局

3 2 2 人材育成の推進

　水道局人材育成計画に基づき，企業職員としての資質向
上と意識改革を図るため，専門実務・接遇研修および講座
等を実施する。
　職員の資質向上および組織の活性化を図るため，他水道
事業への派遣交流や他部門への職場体験研修を行う。

①　研修所（仮称）を活用
した専門技術研修の充
実
②　岡山市水道局との交
流　毎年度５人以上
③　職場体験研修の参
加者増加　毎年度１０人
以上

3

①研修開始

②交流５人

③研修１０人

B 1 2

①研修実施

②交流３人

③研修２人

　水道局人材育成計画に基づき，企業職員としての資質向上と
意識改革を図るため，専門実務研修，専門技術研修，岡山市水
道局との派遣交流，職場体験研修を実施した。なお，年度当初
等に渇水があり，その対応に追われたことから，岡山市水道局と
の派遣交流や職場体験研修の参加者数が計画を下回った。

①研修充実

②交流５人

③研修１０人

①研修充実

②交流５人

③研修１０人

経営企画
課

水
道
局
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

3 3 1
市民にわかりやすい情
報提供

　水道事業経営の透明性・公開性を高めるため，広報紙
「みんなの水」や水道局ホームページで，次の①～⑤の事
項について，引き続き，公表していく。
　また，水道事業の効率化やサービス水準の向上のため，
多方面にわたる業務を定量化し，評価する水道事業ガイド
ラインの業務指標等を活用し，公表する。
　公表は，水道局独自の広報紙やホームページに掲載し，
他の水道事業体との比較や経年比較を行うとともに表やグ
ラフ化により，お客さまに分かりやすく公表する。公表時期
は，個々の内容により速やかに対応する。

①　財政状況（損益計算書，バランスシート，企業債残高，
財政収支計画等）
②　水道料金収入および滞納整理状況
③　施設維持管理コスト
④　業務コスト
⑤　人事・職員給与等の状況

　次の内容について業務
指標等を活用して分かり
やすく，速やかに公表す
る。
①　財政状況（損益計算
書，バランスシート，企業
債残高，財政収支計画な
ど）
②　水道料金収入および
滞納整理状況
③　施設維持管理コスト
④　業務コスト
⑤　人事・職員給与等の
状況

3
検討・実施

Ｂ 1 5
各項目公表
実施

　水道事業経営の透明性・公開性を高めるため，広報紙「みんな
の水」や水道局ホームページで，財政状況（損益計算書，バラン
スシート，企業債残高），水道料金収入および人事・職員給与等
の状況を公表した。
　また，水道事業の効率化やサービス水準の向上のため，多方
面にわたる業務を定量化し，評価する水道事業ガイドラインの業
務指標を公表しているが，今後は平成１８年度の業務指標を公
表するため，データ更新を行った。
　なお，公表に当たっては，他の水道事業体との比較や経年比
較を行うとともに表やグラフを多用することにより，お客さまに分
かりやすい表示に努めた。

検討・実施 検討・実施

経営企画
課

水
道
局

3 3 6 広聴広報体制の見直し

　合併地区を視野に入れた効果的かつ広域的な広報活動
を行うため，合併町で既に運用されている広報媒体の積極
的活用や旧市区域で従来から行ってきた広報活動の拡充
など新たな取組を加味した広報体制の整備・見直しを行う。
　具体的な取組みとして，水道事業経営に関する情報をより
一層積極的に公開・提供するため，広報紙（みんなの水）の
発行回数を増やすなどにより，その公開性・透明性を高め
ていくとともに，危機管理上の広報体制の整備を行うため，
危機管理マニュアルに合併地区で既に運用されている広報
媒体を組み入れ，非常事態における広報体制の整備などを
行う。

①　広報紙（みんなの水）
の発行回数を増やす。年
４回発行→年５回発行
②　発行回数増に伴う経
費の一部を広報紙への
広告掲載による広告料
収入により充当する。
③　危機管理マニュアル
への合併地区における
新たな広報媒体（防災無
線網・CATV網）による広
報体制を登載する。

3
実施

Ｂ 1 4

①実施

②実施

③検討

　水道事業経営に関する情報をより一層積極的に公開・提供し，
その公開性・透明性を高めるため，広報紙（みんなの水）の発行
回数を４回から５回に増刊する見直しを行った。なお，発行回数
増に伴う経費の一部を広告料収入により充当するため，１１月発
刊号から企業広告を掲載した。また，今後の危機管理マニュア
ルの見直しに合わせて，危機管理上の広報体制の整備を行うた
め，合併地区で既に運用されている広報媒体を組み入れること
を検討した。

実施 実施

経営企画
課

水
道
局

3 5 1 広聴広報機能の充実

　水道事業全般にわたりお客さま満足度を把握するため，
水道週間，水道教室，ボランティア清掃等の行事にあわせ
てアンケートを実施する。
　また，水道事業基本計画や財政収支計画，水質検査計画
等の策定に合わせて，経営懇談会および水道事業協力員
から意見・提言をいただくとともに，パブリックコメントを実施
する。

①　水道事業アンケート
の定期的な実施
②　個別事業ごとのアン
ケート実施
③　パブリックコメントの
実施

3 ②③実施 Ｂ 1 4

①検討

②実施

③実施

　水道事業全般にわたりお客さま満足度や意見・要望等を把握
し，お客さまの声を事業運営に反映させるため，水道週間（水と
わたしたち展・水道展，水源・水道施設見学会）や早明浦ダム周
辺ボランティア清掃の行事にあわせて，アンケート調査を実施し
た。また，平成２０年度水質検査計画の策定に当たり，経営懇談
会および水道事業協力員から意見・提言をいただくとともに，パ
ブリックコメントを実施した。

②③実施 ①②③実施

経営企画
課

水
道
局

4 1 2
水道料金収納制度の改
善・効率化

　水道料金収入の確保と収納率向上およびお客さまの利便
性向上の観点から，口座振替制度のより一層の推進に努
めるとともに，クレジット収入制度の導入や収納業務の外部
委託について検討する。
　また，水道料金収納業務の効率化のため，料金調定サイ
クルの見直しを検討する。

①　口座振替制加入率
の向上を目指す。２１年
度　９０％
②　口座振替制度優遇
措置の導入を検討する。
③　費用対効果を考慮し
た上で，クレジット収入制
度の導入を検討する。
④　外部委託の検討を含
めた収納業務の見直しを
検討する。

3

①（口座振替
制）/（調定件
数）　８８％

④　調定サイク
ルの見直し，収
納業務外部委
託検討

B 3 2

①（口座振替
制）/（調定件
数）　86.9％

④　調定サイ
クルの見直
し，収納業務
外部委託検
討

　水道料金収入の確保と収納率向上のため，水道開栓時をはじ
めあらゆる機会を捉え，口座振替制の利用促進に努めている
が，２４時間３６５日納付可能なコンビニエンスストアでの納付割
合が年々増加している一方，口座振替制での納付割合は低下
の一途をたどっている。このため，今後口座振替制の割合を高
めるため，口座振替割引制度の導入の調査・検討を進めた。
　また，クレジット収入制度の導入ついては，お客さまの利便性
向上の観点から，先進都市の取組状況等を参考にしながら，あ
らゆる角度からの検討を行ったが，費用対効果の面等でクリアす
べき課題も多いことから，引き続き調査・検討することとした。
　さらに，水道料金収納業務の効率化のため，収納業務の外部
委託および料金調定サイクルの見直しを検討中であり，この一
環として，収納率の一層の向上を目指し，平成２０年４月から口
座振替日を従来の毎月１４日から年金支給日である１５日に変
更するため，平成１９年度末からその準備作業に着手した。

①（口座振替
制）/（調定件
数）　８９％

④　調定サイク
ルの見直し，収
納業務外部委
託検討

①（口座振替
制）/（調定件
数）　９０％

④　調定サイク
ルの見直し，収
納業務外部委
託検討

お客さま
センター

水
道
局
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

背表紙ページ 一般会計効果額　計

特別・企業会計効果額　計
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 1 4 債権回収の取組

【入学準備金貸付金】
　高等学校等に入学を希望する者の保護者で入学準備金
の調達が困難な者に対し，入学準備金を貸し付けている
が，未償還金を計画的に回収する取組みを検討する。

　債務者への督促，臨戸
訪問等による債権回収
の継続実施

H19  ：   100
H20  ：   100
H21  ：   300
累計      500

1
100

A 5 228

高等学校入学準備金等貸付金償還金について，平成１９年１０
月より口座振替による収納を開始した。未償還金についても，今
後，債務者を臨戸訪問し，返還誓約書の提出を求め，口座振替
による計画的回収を行う。

100 300
学校教育
課

教
育
部

効果
額修
正

1 1 6
新設統合校の電力契約
の見直し

　施設・設備等の関係で，現在の学校では学校本体の電力
と学校開放用の電力を別途契約しているが，新設統合校の
建設に伴い，契約を一本化し，学校開放に係る電気料金の
縮減を図る。

　新設統合第一小・中学
校および第二小学校の，
それぞれの建設時に，電
力契約を一本化し，開校
後の学校開放に係る電
力料金の縮減を図る。
　従来の方式と比較し
て，１校当たり年間３０万
円の縮減を図る。
①第一小・中学校　２１年
度から，実施する。
②第二小学校　　２２年
度から，実施する。

H21 ： ▲300

4

①　工事　設計

②　協議

A 5

①　設計

②　協議

①新設統合第一小・中学校建設工事は入札不調のため当初の
計画に遅れを生じたが，平成２０年３月に議会の議決を得て，２２
年４月の完成を目指し，建設工事に着手した。
②新設統合第二小学校は，平成２２年４月の完成に向け予定ど
おり進んでいる。

①　工事

② 工事

①  ▲300

② 工事

②  実施

総務課
（新設統
合校整備
室）

教
育
部

1 2 1
教育委員会行事にかか
る主催団体の教育委員
会から各団体への移行

　教育文化祭(児童生徒科学体験発表会，音楽会，展覧会
等)，中学校体育大会(総合体育大会，新人大会，駅伝大会
等)，小学校体育活動(陸上記録会，水泳記録会)等の行事
について，より効率的な運営を図るため，教職員の研究団
体への実施主体の移管について検討し，体制の整ったもの
から移管する。

・　中学校体育大会につ
いては，２０年度までに
体制を整備し，２１年度
から段階的に高松市中
学校体育連盟に実施主
体を移管する。
・　教育文化祭・小学校
体育活動については，実
施主体となるべき団体を
育成する。

H21 ： ▲1,522

1
検討

B 2 3 検討

　教育文化祭については，実施主体となるべき団体と移管につい
て協議を進めている。
　中学校体育大会については，平成１９年度に主管団体を高松
市中学校体育部から高松市中学校体育連盟に移行し，実施主
体を整備し明確にした。また，現在の業務に加えて新たに，競技
用品等大会運営の経費の一部を同連盟に補助金として交付し，
一部業務を移管した。
　小学校体育活動については，実施主体となるべき団体と移管
について協議を進めている。

検討 ▲1,522

学校教育
課

教
育
部

1 2 1
テレビ会議システムの見
直し

　へき地の学校の休校等に伴い，へき地の学校等６校を接
続していたテレビ会議システムの運用を見直し，教育情報
通信ネットワークシステム内での代替運用を実施するなど
の見直しを行う。

　１９年度に，代替のシス
テム運用の可能性を探
る。
　２０年度から，現システ
ムの運用を中止する。

H20： ▲1,728
H21： ▲1,728
累計  ▲3,456

1 Ｂ 1 4 ▲ 806

平成20年度の教育情報通信ネットワークシステムの更新に合わ
せた見直しを検討中である。 ▲1,428

▲  300

▲1,428

▲  300
教育研究
所

教
育
部

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

【公民館】
①　コミュニティセンター化されることを視野に入れて整備
し，地域振興課と連携し，地域コミュニティ協議会の構築を
側面から支援する。
②　各公民館の現状，規模に応じ，清掃委託等の回数や内
容を見直す。
③　防災設備等の保守点検委託の内容を見直

②　１９年度から，１８年
度予算比３２％を縮減す
る。
③　１９年度から，１８年
度予算比1５％を縮減す
る。

H19： ▲3,844
H20： ▲3,844
H21： ▲3,844
累計▲11,532

1

①　支援

②▲3,227

③▲617

A 5 ▲ 4,622 ①　支援

【公民館】
①　コミュニティセンター化されることを視野に入れて整備し，地
域振興課と連携し，地域コミュニティ協議会の構築を側面から支
援している。
②　各公民館の現状，規模に応じ，清掃委託等の回数や内容を
見直していく。
③　各公民館の現状，規模に応じ，防災設備等の保守点検委託
の内容を見直していく。

①　支援

②▲3,227

③▲  617

①　支援

②▲3,227

③▲  617

生涯学習
課

教
育
部

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

【生涯学習センター】
①　設備保守点検委託の見直し，効率的運営を図り，貸館
による収入増に取り組む。
②　魅力的な講座等の開催等により，来館者数の増加に取
り組む。

①　貸館による収入（多
目的ホール等使用料）を
１０％増加する。
②　１９年度以降の来館
者数を毎年，前年度実績
の約４％増加させる。

H19： 305
H20： 305
H21： 305
累計  915

1
305

Ｂ 2 4

②　来館者
数，前年度
実績の約
2.8％増加

①生涯学習センターのＰＲに努める傍ら，私立大学の入学試験
会場としての誘致などをはじめ，企業等へのアピールにより貸館
収入の増加を図った結果，１９年度決算額は１８年度に比べて５
９２千円，前年度比６．３％の増となった。
②高齢者から子どもまで幅広い年齢層を対象にした魅力的な講
座やイベントの開催，貸館の利用促進などで来館者数の増加を
図った結果，１９年度来館者数は５４，５０１人と１８年度に比べて
２．８％増となった。

305

305

生涯学習
課
（生涯学
習セン
ター）

教
育
部

効果
額修
正

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

【歴史資料館】
　１８年１０月「歴史資料館等あり方検討委員会」から４館
（歴史資料館，石の民俗資料館，香南歴史民俗郷土館，讃
岐国分寺跡資料館）のあり方について報告書が提出され
た。それに基づき各館を運営するとともに，あわせて施設の
効率的運営および利用率等の向上を図る。
　・「４つの館で一つの館である」を理念に掲げるとともに，
各館に独自色を持たせた上で，所在地域毎の資料館として
位置付けることとする。
　・上記の基本理念のもと，市民サービスの向上と施設の有
効利用を促進し，来館者増，利用者増に努め，収入増を図
る。
　・市民・関係団体の理解と協力を得ながら，無料観覧施設
の展示を一部有料とする。
　・事業の実施方法，重複事業の見直しなど経費の削減す
る一方，施設維持管理契約の一元化を検討し，施設の効率
的運営を図る。
　・合併に伴う常設展示の展示内容・機器等を予算の範囲
内で早急に改修を実施する。

①　観覧者増，利用者数
増を図るとともに，施設に
おける各個人の滞在時
間の延長を図る。
②　展示以外の事業（講
座等の教育普及事業）を
積極的に展開し，利用者
増につなげる。
③　常設展・特別展観覧
料収入の収入増を図る。
④　施設使用料の収入
増を図る。
⑤　運営事業および維持
管理の一元化／施設の
状況を考慮しながら，ソフ
ト面での一元化を推進し
ていく。

H19： 2,650
H20： 2,650
H21： 2,650
累計  7,950
H19： 150
H20： 150
H21： 150
累計  450

1

②教育普及事
業数
　130事業

③観覧料収入
　100

④施設使用料
収入
　50

B 1 4 357 ②131事業

①それぞれの資料館が特色を持った事業（各種展示・講座開催
など）運営を図り，観覧者増や利用者増に努めている。
②「友の会」や市民団体と協力し，共催を行うことで新規事業や
新規来館者増を図っている。（資料館コンサート，企画展の開催
など）
③施設使用料の有料化や無料観覧施設の有料展示を開催する
など収入増に努めている。
④常設展示室の展示・パネルについては，合併に伴い修正の必
要な最少な部分については19年度中に実施した。映像機器老朽
化に伴う機器改修や映像ソフトのＤＶＤ化については，予算獲得
が難しい中ではあるが，順次，改修していく。

②130事業

③100

④50

②130事業

③100

④50

文化財課
教
育
部

-55-



第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

【菊池寛記念館】
　郷土ゆかりの作家コーナーと研究閲覧室の無料開放，館
外での周知活動などにより，市民サービスの向上および施
設の有効活用に取組んでいる。
　事業については，文学展や文芸講座など各種事業を菊池
寛顕彰会等関係団体との協働により実施するとともに，専
門的知識を有する識者との連携強化を図っている。
　・市民サービスの向上と施設の有効利用を促進し，来館
者増，利用者増に努め，収入増を図る。

①　観覧者増，利用者数
増を図るとともに，施設に
おける各個人の滞在時
間の延長を図る。
②　展示以外の事業（講
座等の教育普及事業）を
積極的に展開し，利用者
増につなげる。
③　常設展観覧料収入
増を図る。
④　実行委員会方式によ
る事業推進で観覧者増，
利用者増を図る。

H19 ： 42
H20 ： 42
H21 ： 42
累計  126

1

②教育普及事
業数
　14事業

③観覧料収入
　42

B 1 1
②教育普及
事業数
　14事業

①常設展示以外に，研究・閲覧室において，毎月，菊池寛にゆ
かりのある作家をテーマにミニコレクション展を開催。また，芥
川・直木賞受賞作家のサイン本等の小展示を開催し，観覧者
増，利用者数増を図っている。
②引続き，文芸講座を開催するとともに，小・中学生を対象にし
た新規講座（読書感想文講座）を開催予定。
③記念館を全国にアピールすることを目的に，菊池寛記念館通
信を創刊し，県外からの観覧者増も見込んで収入増に努めてい
る。
④文学展については，菊池寛顕彰会等関係団体との協働によ
り，実行委員会を設置し，各方面の意見を取り入れながら内容
の充実を図り，観覧者増，利用者増に努めている。

②14事業

③42

②14事業

③42

文化財課
教
育
部

1 2 5
施設の効率的運営
および
利用率等の向上

【図書館】
①　中央図書館と地域館（４館）の休館日を異なる曜日に変
更する。
②　地域館４館への資料（図書等）配送業務の嘱託化
③　図書館サービスの充実向上のため，特化したコーナー
の設置やレファレンスをはじめ，判例情報・経済情報・新聞
記事などデータベースによる情報検索システムの構築を行
う。
④　図書館広報紙を市ホームページに掲載するとともに，イ
ンターネットによるレファレンスサービスを行う。
⑤　香川電子自治体システムにより，視聴覚ホールの予
約・貸出を行う。

①　利用者の利便を図
る。
②　資料の安定かつ効
率的な配送に努める。
③　資料（情報）検索の
効率化（調べものが容易
になる。）を図る。
④　利用者の利便を図
る。
⑤　利用者の利便を図
る。

4
④　推進

⑤　推進
B 1 5

④　推進

⑤　推進

①休館日変更について，関係各課等と調整を進めるなど，実施
に向け，検討を進めた。

②２０年度から実施する方向で，準備を進めた。

③１９年度２月の新図書館情報システムの稼動を踏まえ，レファ
レンスの充実を図るとともに，他の項目については２０年度での
実施に向け，検討・準備を進めた。

④１９年度２月の新図書館情報システムの中で，内容等を充実さ
せて運用を開始した。

⑤１９年度から稼動している香川電子自治体システムにより，実
施 している。

④　推進

⑤　推進

①　推進

②　推進

③　推進

④　推進

⑤　推進

①　推進

②　推進

③　推進

中央図書
館

教
育
部

1 2 6
公共施設利用総合情報
システムの拡充

高松市生涯学習情報システムをかがわ電子自治体の施設
利用申込システムへ移行し，運用管理費を削減する。

　１９年度から，移行す
る。

H19：▲ 44,398
H20：▲ 50,342
H21：▲ 50,342
累計
      ▲145,082

1
▲44,398

A 5 ▲ 45,403

平成１９年４月から高松市生涯学習情報システムをかがわ電子
自治体の施設利用申込システムへ移行し，計画通り，運用管理
費を削減した。

▲50,342 ▲50,342 生涯学習
課
（生涯学
習セン
ター）

教
育
部

1 2 11
受益者負担（使用料等）
の見直し

【高松第一高等学校授業料】
　従来，国の地方財政計画における単価について，その翌
年から改定し実施していたが，受益者負担の原則と住民負
担の公平性の確保から，県と同様，新年度入学者から月額
９，６００円を月額９，９００円に改定する。

　１９年度授業料の改定
を行う。

H19 ： 1,080
H20 ： 2,160
H21 ： 3,240
累計   6,480

1
1,080

A 5 1,101

今年度当初１年生の授業料を改定し，納付されている。
2,160 3,240

高松一高
教
育
部

1 2 12 収入増対策（広告料）

　自主財源確保策の一環として，中央図書館管理のサンク
リスタル高松の平面駐車場の市道に面しているフェンス（金
網：長さ１９ｍ，高さ１ｍ）への広告掲載を行う。
　また，移動図書館車ボディのほか，駐車券・貸出レシート
等，あらゆる媒体を活用した広告掲載についても検討を進
める。

　１９年度より，平面駐車
場への広告掲載を行う。

H19：   400
H20：   400
H21：   400
累計 1,200 1 400 Ｃ 0 市全体の広告掲載に係る方針の決定を待つため

400 400

中央図書
館

教
育
部

1 2 12 収入増対策（広告料）

　高松市立第一高等学校の印刷物について広告を載せ広
告料を得る。

　１９年度から，封筒の印
刷依頼時に広告を載せ
る。

H19：  30
H20：  60
H21：  90
累計 180

1
30

Ｂ 3 0

一高の取扱要綱を検討作成中であることおよび封書等の在庫量
の関係から遅れている。 60 90

高松一高
教
育
部

1 2 12
市立小・中学校施設耐
震化実施計画の財源見
直し

　２２年度までの高松市立小・中学校施設耐震化実施計画
において，当初計画案の財源について，合併特例債を活用
するなど，特定財源（国費，市債）の比率を高め，一般財源
の削減を図る。

　１９年度から，実施す
る。

4
実施

A 5 実施

県の補助金等，有利な特定財源を活用するよう努めるとともに，
実施設計や工事監理業務委託にも起債の活用を図るなど，一般
財源の削減に努めた。

実施 実施
総務課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項

【奨学金貸付事業】
　合併時において制度の適用を受けている者に限り，高等
学校・大学等の修学年限に相当する期間，支給するものと
する。

H19 ： ▲2,232
H20 ： ▲3,576
H21 ： ▲  600
累計  ▲ 6,408

1
▲2,232

A 5 ▲ 2,232

合併時において制度の適用を受けている者に限り，高等学校・
大学等の修学年限に相当する期間，支給しており，20年度に1名
に貸付ることにより，貸付は終了する。

▲3,576 ▲600 学校教育
課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項
【高等学校生徒を育てる修学金等補助】
　合併年度およびこれに続く３年度に限り実施する。

　２１年度から，廃止す
る。

H21 ： ▲2,790
1 Ｅ

　２１年度から，廃止する。
▲2,790

学校教育
課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項
【中学校の学校行事等参加補助】
　合併年度およびこれに続く３年度に限り実施する。

　２１年度から，廃止す
る。

H21 ： ▲4,048
1 Ｅ

　２１年度から，廃止する。
▲4,048

学校教育
課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項
【運動部活動生徒派遣補助】
　合併年度およびこれに続く３年度に限り実施する。

　２１年度から，廃止す
る。

H21 ： ▲7,744
1 Ｅ

　２１年度から，廃止する。
▲7,744

保健体育
課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項
【障害児学級活動補助（旧牟礼町）】
　合併年度およびこれに続く３年度に限り実施する。

　２１年度から，廃止す
る。

H21 ： ▲230
1 Ｅ

　２１年度から，廃止する。
▲　230

学校教育
課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項

【学校図書館専任司書配置事業（旧牟礼町）】
　合併年度及びこれに続く３年度に限り，現行のとおり実施
する。

　２１年度から，廃止す
る。

H21 ： ▲4,807

1 Ｅ

２１年度から高松市の学校図書館活性化事業に統一し，高松市
の配置基準に基づき，図書館指導員を配置する。 ▲4,807 学校教育

課

教
育
部
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 13 合併協議事項

【旧庵治町区域におけるスクールバス運行業務】
　２０年度から嘱託化により，効率的な業務の運用を図り，
経費の削減を行う。

　２０年度から，嘱託化す
る。

H20： ▲ 5,985
H21： ▲ 5,985
累計 ▲11,970

1
検討

B 2 2

嘱託化に向けて関係機関と協議中である。
▲5,985 ▲5,985 学校教育

課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項

【牟礼町青年会運営事業補助金】
　高松市青年連絡会への加入を促し，補助金については，
合併年度に続く３年度間で調整し，４年度以降市の制度に
統一する。

①　１８年度（１７年度の
７割）
②　１９年度（１７年度の
５割）
③　２０年度（１７年度の
３割）
　２１年度から，廃止す
る。

H19： ▲ 30
H20： ▲ 60
H21： ▲105
累計 ▲ 195

1
▲30

A 5 ▲ 30

【牟礼町青年会運営事業補助金】
　高松市青年連絡会への加入を促し，補助金については，合併
年度に続く３年度間で調整し，４年度以降市の制度に統一する。

▲60 ▲105

生涯学習
課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項

【国分寺町青年会運営事業補助金】
　高松市青年連絡会への加入を促し，補助金については，
合併年度に続く３年度間で調整し，４年度以降市の制度に
統一する。

①　１８年度（１７年度の
７割）
②　１９年度（１７年度の
５割）
③　２０年度（１７年度の
３割）
　２１年度から，廃止す
る。

H19 ： ▲ 20
H20 ： ▲ 40
H21 ： ▲ 70
累計  ▲130

1
▲20

A 5 ▲ 70

【国分寺町青年会運営事業補助金】
　国分寺町青年会については，平成18年度に運営補助金の交
付申請を促したが，活動が休止状態にあり，今後も再開の目途
がないとのことであった。（平成19年度は予算化していない。）

▲40 ▲70

生涯学習
課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項

【香川地区子ども会補助金】
　校区子ども会の高松市子ども会育成連絡協議会への加
入を促し，補助金については，合併年度に続く３年度間で調
整し，４年度以降市の制度に統一する。

①　１８年度（１７年度の
７割）
②　１９年度（１７年度の
５割）
③　２０年度（１７年度の
３割）
　２１年度から，校区子ど
も会補助金に統一する。

H19： ▲ 72
H20： ▲144
H21： ▲178
累計 ▲ 394

1
▲72

A 5 ▲ 72

【香川地区子ども会補助金】
　校区子ども会の高松市子ども会育成連絡協議会への加入を促
し，補助金については，合併年度に続く３年度間で調整し，４年
度以降市の制度に統一する。

▲144 ▲178

生涯学習
課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項

【国分寺地区子ども会補助金】
　校区子ども会の高松市子ども会育成連絡協議会への加
入を促し，補助金については，合併年度に続く３年度間で調
整し，４年度以降市の制度に統一する。

①　１８年度（１７年度の
７割）
②　１９年度（１７年度の
５割）
③　２０年度（１７年度の
３割）
　２１年度から，校区子ど
も会補助金に統一する。

H19： ▲ 62
H20： ▲124
H21： ▲149
累計 ▲ 335

1
▲62

A 5 ▲ 62

【国分寺地区子ども会補助金】
　校区子ども会の高松市子ども会育成連絡協議会への加入を促
し，補助金については，合併年度に続く３年度間で調整し，４年
度以降市の制度に統一する。

▲124 ▲149

生涯学習
課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項

【香南地区子ども会補助金】
　校区子ども会の高松市子ども会育成連絡協議会への加
入を促し，補助金については，合併年度に続く３年度間で調
整し，４年度以降市の制度に統一する。

①　１８年度（１７年度の
７割）
②　１９年度（１７年度の
５割）
③　２０年度（１７年度の
３割）
　２１年度から，校区子ど
も会補助金に統一する。

H19： ▲  34
H20： ▲  68
H21： ▲  96
累計 ▲ 198

1
▲34

A 5 ▲ 119

【香南地区子ども会補助金】
　校区子ども会の高松市子ども会育成連絡協議会への加入を促
し，補助金については，合併年度に続く３年度間で調整し，４年
度以降市の制度に統一する。

▲68 ▲96

生涯学習
課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項

【庵治地区子ども会補助金】
　校区子ども会の高松市子ども会育成連絡協議会への加
入を促し，補助金については，合併年度に続く３年度間で調
整し，４年度以降市の制度に統一する。

①　１８年度（１７年度の
７割）
②　１９年度（１７年度の
５割）
③　２０年度（１７年度の
３割）
　２１年度から，校区子ど
も会補助金に統一する。

H19： ▲ 30
H20： ▲ 60
H21： ▲ 85
累計 ▲175

1
▲30

A 5 ▲ 30

【庵治地区子ども会補助金】
　校区子ども会の高松市子ども会育成連絡協議会への加入を促
し，補助金については，合併年度に続く３年度間で調整し，４年
度以降市の制度に統一する。

▲60 ▲85

生涯学習
課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項

【牟礼地区子ども会補助金】
　校区子ども会の高松市子ども会育成連絡協議会への加
入を促し，補助金については，合併年度に続く３年度間で調
整し，４年度以降市の制度に統一する。

①　１８年度（１７年度の
７割）
②　１９年度（１７年度の
５割）
③　２０年度（１７年度の
３割）
　２１年度から，校区子ど
も会補助金に統一する。

H19： ▲ 90
H20： ▲180
H21： ▲251
累計 ▲ 521

1
▲90

A 5 ▲ 90

【牟礼地区子ども会補助金】
　校区子ども会の高松市子ども会育成連絡協議会への加入を促
し，補助金については，合併年度に続く３年度間で調整し，４年
度以降市の制度に統一する。

▲180 ▲251

生涯学習
課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項

【牟礼地区ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰｸﾗﾌﾞ補助金】
　高松市ジュニア・リーダー・クラブへの加入を促し，補助金
については，合併年度に続く３年度間で調整し，４年度以降
市の制度に統一する。

①　１８年度（１７年度の
７割）
②　１９年度（１７年度の
５割）
③　２０年度（１７年度の
３割）
　２１年度から，廃止す
る。

H19： ▲  33
H20： ▲  67
H21： ▲117
累計 ▲ 217 1

▲33
A 5 ▲ 33

【牟礼地区ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰｸﾗﾌﾞ補助金】
　高松市ジュニア・リーダー・クラブへの加入を促し，補助金につ
いては，合併年度に続く３年度間で調整し，４年度以降市の制度
に統一する。

▲67 ▲117

生涯学習
課

教
育
部

【香 地 ども会 ども交流大会事業補助金】 年度から 廃止す 【香 地 ども会 ども交流大会事業補助金】

1 2 13 合併協議事項

【香川地区子ども会子ども交流大会事業補助金】
　地区の行事として，合併年度に続く２年度に限り助成す
る。

　２０年度から，廃止す
る。

H20： ▲ 46
H21： ▲ 46
累計 ▲  92

1 E

【香川地区子ども会子ども交流大会事業補助金】
　地区の行事として，合併年度に続く２年度に限り助成する。 ▲46 ▲46 生涯学習

課

教
育
部
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 13 合併協議事項

【香川地区子ども会わんぱく寺子屋事業補助金】
　地区の行事として，合併年度に続く２年度に限り助成す
る。

　２０年度から，廃止す
る。

H20： ▲ 194
H21： ▲ 194
累計  ▲ 388

1 E

【香川地区子ども会わんぱく寺子屋事業補助金】
　地区の行事として，合併年度に続く２年度に限り助成する。 ▲194 ▲194 生涯学習

課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項

【香川地区子ども会凧揚げ大会事業補助金】
　地区の行事として，合併年度に続く２年度に限り助成す
る。

　２０年度から，廃止す
る。

H20： ▲ 46
H21： ▲ 46
累計 ▲  92

1 E

【香川地区子ども会凧揚げ大会事業補助金】
　地区の行事として，合併年度に続く２年度に限り助成する。 ▲46 ▲46 生涯学習

課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項

【香川地区子ども会卓球大会事業補助金】
　地区の行事として，合併年度に続く２年度に限り助成す
る。

　２０年度から，廃止す
る。

H20： ▲  78
H21： ▲  78
累計 ▲ 156

1 E

【香川地区子ども会卓球大会事業補助金】
　地区の行事として，合併年度に続く２年度に限り助成する。 ▲78 ▲78 生涯学習

課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項

【香川地区学校週５日制関連地域づくり補助金】
　学校週５日制関連地域づくり事業として，合併に続く２年
度に限り助成する。

　２０年度から，廃止す
る。

H20： ▲   700
H21： ▲   700
累計 ▲ 1,400

1 E

【香川地区学校週５日制関連地域づくり補助金】
　学校週５日制関連地域づくり事業として，合併に続く２年度に限
り助成する。

▲700 ▲700 生涯学習
課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項

【国分寺地区やってんまいｽﾎﾟﾚｸ事業補助金】
　地区の行事として，合併年度に続く２年度に限り助成す
る。

　２０年度から，廃止す
る。

H20： ▲ 105
H21： ▲ 105
累計 ▲  210

1 E

【国分寺地区やってんまいｽﾎﾟﾚｸ事業補助金】
　地区の行事として，合併年度に続く２年度に限り助成する。 ▲105 ▲105 生涯学習

課

教
育
部

1 2 13 合併協議事項

【国分寺町女性教室開設補助金】
　２１年度より，市女性教室に統一する。

①　１８年度（１７年度の
７割）
②　１９年度（１７年度の
５割）
③　２０年度（１７年度の
３割）
　２１年度から，市制度に
統一する。

H19： ▲ 128
H20： ▲ 256
H21： ▲ 387
累計  ▲ 771

1
▲128

A 5 ▲ 168

【国分寺町女性教室開設補助金】
　２１年度より，市女性教室に統一する。 ▲256 ▲387

生涯学習
課

教
育
部

1 3 1 市長等の給与の見直し

　市長，副市長，水道事業管理者，教育長，識見を有する
者のうちから選任された常勤の監査委員の給料月額につい
て，高松市特別職の職員の報酬等審議会の意見を聴きな
がら適正化を推進する。

　市長等の給料の適正
化に取組む。

4
推進

A 5
推進

高松市特別職の職員の報酬等審議会の答申を尊重し，平成１９
年４月１日からの市長等の給料月額は据え置くこととし，平成１７
年４月１日から実施していた減額措置は実施しないこととした。

推進 推進

総務課
教
育
部

1 3 2
教育委員会の所掌事務
のあり方

　市長部門と教育委員会部門の所掌事務に関し，関係法令
の改正動向に留意し，行政の総合性の確保，効率的な運営
の観点から検討する。

　行政の総合性の実現，
効率的な運営を図る。

4
調査・研究

A 5
実施

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正の趣旨も踏
まえ，高松市長と教育委員会が協議を進め,平成20年度から，文
化およびｽﾎﾟｰﾂに関する事務を市長が管理・執行することとした
ほか，文化部の廃止，保健体育課・文化財課の新設など，教育
委員会の所掌事務や組織機構を改めた。

調査・研究 検討・実施

総務課
教
育
部

1 4 1 外郭団体等の見直し

【高松市学校建設公社】
　自治体が金融機関に対して損失補償を行うことができなく
なり，公社の事業運営が困難となったことから，廃止を検討
する。

　１９年度中に，廃止す
る。
　・今後の活用法等につ
いて検討
　・関係機関（県等）と協
議
　・新公益法人制度にお
ける認定の可能性等検
討

H19 ： 10,000

1
10,000

A 5 10,000

　平成１９年１２月２１日の理事会で解散を議決し，同月２８日に
県の許可を得て，同月３１日に公社を解散した。
　その後，解散公告を経て，平成２０年３月に清算手続きを終了
した。

総務課
（新設統
合校整備
室）

教
育
部

2 1 1
幼稚園・保育所の一体
化の検討

　市立幼稚園・保育所の一体化については，幼稚園と保育
所が隣接する施設を研究指定園・所として，交流保育等を
実施するとともに，１６年８月設置の高松市立幼稚園・保育
所一体化検討会において，あり方を検討する。

　・検討会を，年間２回以
上実施する。
　・幼・保連携に関する研
究指定の取組みを，他の
幼稚園・保育所にも広め
ていく。
　・幼稚園教員・保育所
保育士合同研修会等を
深めていく。

4

幼保一体化検
討

B 1 5 検討

　平成１８年度の教育民生常任委員会所管事務調査での「幼稚
園と保育所一体化について」の報告を踏まえ，「高松市立幼稚園
のあり方に関する懇談会」と並行して検討会を１９年度，４回実施
した。どのような幼稚園と保育所において一体化が必要か，どの
ような方法が適切か，その課題などを具体的に検討していった。
２０年度は，香南幼稚園と保育所の一体化についての基本構想
をまとめる予定である。

幼保一体化検
討

幼保一体化検
討

学校教育
課

教
育
部

2 1 1 幼稚園のあり方の検討

　庁内検討委員会や懇談会を設置し，市立幼稚園・保育所
一体化や連携，民営化や統合など運営形態のあり方，私立
幼稚園とのかかわり方等，市立幼稚園のあり方を検討す
る。

　・高松市立幼稚園・保
育所一体化検討会ととも
に幼児教育のあり方に関
する懇談会を設置し実施
する。
　・幼保一体化，連携，民
営化，統合など運営形態
のあり方，就学前教育の
あり方について方向性を
取りまとめる。

4

懇談会で取りま
とめ

今後の対応方
向について検
討

B 1 5 検討

　１９年度６回，１８年度から９回の懇談会を実施するとともに，文
書での意見聴取を行い，「幼保一体化および幼保連携について」
「民営化や統合などについて」「その他就学前の幼児教育のあり
方に関すること」について，他市の状況を参考に高松市立幼稚
園の実態を踏まえて協議し，懇談会としての高松市立幼稚園の
あり方に関する意見の取りまとめが３月に出された。２０年度は，
この意見の取りまとめを基に，幼保一体化を中心に，幼稚園の
あり方の検討を進めていく予定である。

計画に基づく対
応

計画に基づく対
応

学校教育
課

教
育
部

2 1 1
留守家庭児童会事業と
放課後児童クラブ事業
の所管の一元化

　国において，学童保育事業を含めた総合的な放課後対策
事業の「放課後子どもプラン（仮称）」が示されたことから，
今後，国の動向を見ながら所管の一元化に向け，検討を進
める。

　教育委員会が所管して
いる留守家庭児童会事
業と福祉部門が所管して
いる放課後児童クラブ事
業の所管を 元化する

4
検討

B 3 3 検討

　教育委員会が所管している留守家庭児童会事業と福祉部門が
所管している放課後児童クラブ事業の所管の一元化を検討す
る。

条件整備 一元化
生涯学習
課

教
育
部所管

業の所管を一元化する。
部
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

2 1 1
高松第一高等学校のあ
り方と施設整備の検討

　「高松第一高等学校整備計画庁内検討委員会」で教育の
あるべき姿を含む基本方針を取りまとめ，「（仮称）高松第一
高等学校のあり方検討懇話会」を設置し，幅広く意見を聴
き，市の具体的対応方針を策定する。
①　１９年度に，高松一高のあり方検討についての対応方
針を取りまとめる。
②　２０年度に「（仮称）高松第一高等学校のあり方検討懇
話会」を設置し，２１年度末を目途に提言を受け，具体化に
取組む。

　２１年度末を目途に
「（仮称）高松第一高等学
校のあり方検討懇話会」
の提言を受け，具体化し
て取組む。

4
検討

B 2 4 検討

一高の将来像および施設整備・スケジュール等について検討し，
高松第一高等学校整備計画庁内検討委員会を開催した。しか
し，再度平成20年度に同委員会を開催し，教育委員会の結論を
まとめた上で政策会議に諮ることとなった。

検討 検討 　提言を踏まえ
た具体的対応
方針を策定し，
具体化に取組
む。

高松一高
教
育
部

3 2 2
教職員の資質向上に資
する研修機能の充実

①　研修機能を高めるために，ＴＥＮＳ環境を整備し，カリ
キュラムセンター機能の検討と整備を行う。
　・教育関係情報の収集と活用等に関する機能の充実整備
　・研究紀要，文献，参考書籍等の収集とＴＥＮＳポータルサ
イトの整備（利用しやすいポータルサイトの提供）
②　今日的な教育課題に応える研修支援機能の整備
　・調査研究事業の成果の活用と研修プログラムの開発

①　ＴＥＮＳ（高松市教育
情報通信ネットワークシ
ステム）環境を活用した
研修情報の提供につい
ては，よりよいポータル
サイトの構築に向け，今
後とも継続して充実させ
ていく。
②　参加教員の研修評
価の平均値を３．７点以
上(４点満点中)になるよ
うな研修プログラムの開
発に努める。

3

①TENS環境を
活用した研修
情報の提供と
活用

②研修内容の
不断の見直し

Ｂ 1 4 実施

・ＴＥＮＳ取扱責任者研修会を実施し，担当者のスキル向上を図
るとともに，ＴＥＮＳポータルサイトにおいて情報提供を行ってい
る。

・各研修講座ごとに，参加教員にアンケートで評価をしてもらい，
分析を行っている。

教育研究
所

教
育
部

4 1 1
子ども向けホームページ
の開設

　市の情報を小・中学生にわかりやすく提供し，高松市地域
に対する興味・関心を高めてもらうとともに，自然とのふれあ
いや体験活動をすることができるよう市ホームページに子ど
も向けホームページ「きっずの森」を開設し，管理・運営す
る。

　掲載内容の定期的な更
新や見直しを通じて，より
子どもたちに親しみやす
いホームページとして充
実するとともに，学校等
に広く周知して利用の促
進を図る。

4
実施

B 1 5 実施

　市の情報を小・中学生にわかりやすく提供し，高松市地域に対
する興味・関心を高めてもらうとともに，自然とのふれあいや体験
活動をすることができるよう市ホームページに子ども向けホーム
ページ「きっずの森」を開設し，管理・運営している。
　掲載内容については，定期的に更新し，最新の情報の提供に
努めている。

生涯学習
課

教
育
部

4 1 1
少年相談員養成事業の
推進

　子どもや保護者が気軽に相談できる地域の少年相談員を
養成するために，相談員研修を開催し，受講者を少年相談
員として登録する。

　小学校区ごとに，少年
相談員が配置できるよう
養成を行う。

3

相談員研修受
講登録者数5名
(新規)

Ｂ 1 4 10名

子どもや保護者が気軽に相談できる地域の少年相談員を養成
するために，年間５回程度相談員研修を開催し，受講者を少年
相談員として登録する。

相談員研修受
講登録者数5名
(新規)

相談員研修受
講登録者数5名
(新規)

生涯学習
課
（少年育
成セン

教
育
部

4 1 1 不審者情報提供の拡充

　子どもの安全確保のために，関係機関・団体等に不審者
情報をメール配信して，不審者に対する注意喚起を図るとと
もに，地域で子どもを見守る体制の充実を図る。

　不審者情報メール配信
の迅速化と配信先の拡
大を図る。

3
拡充

Ｂ 1 4 107件

　子どもの安全確保のために，平成19年度末現在で３３７件ある
不審者情報メール配信登録者数を１年度あたり，３０件以上増や
し，不審者対応の迅速化を図る。

拡充 拡充
生涯学習
課
（少年育
成セン

教
育
部

4 1 1
インターネットを利用した
講座の無料公開

インターネットを利用した講座を無料公開し，市民サービス
の向上に努める。

　８講座の公開（１７年度
に公開した６講座の３
３％増）

3
８　講座の公開

Ｂ 1 5 ９講座公開

平成１９年度末までに『新しい高松の魅力を語る講座１』など９講
座を新たに公開している。

８　講座の公開 ８　講座の公開 生涯学習
課
（生涯学
習セン

教
育
部

実施
内容
修正

4 1 1
収蔵品情報システムの
内容拡充

　歴史資料館，菊池寛記念館，美術館，市民文化センター
平和記念室，文化振興課発掘調査担当部門の収蔵品の情
報のうち，公開可能な情報をインターネットで公開しており，
内容を充実する。

①　掲載する収蔵品情報
の入力数の増加を図る。
②　当該インターネットの
アクセス数の増加を図
る。
③　当該システムの変更
時期である２０年５月を
期に，対象施設を拡大
し，ソフトの充実を図る。

3

①　74,565件
　

②　15,000件
（年間）

Ｂ 1 3
①88,514 件

②11,000件

現在のシステムはＨ２０年4月で契約が終了。現在稼動中の施設
（5施設）に加え，合併により新たに高松市の施設となった施設の
収蔵資料についても適正な資料の管理，収蔵品情報の提供等
の観点から，システムの再構築を図り，更なる充実を図っていく
必要がある。

①　90,000件
　
②　11,000件

①95,000件
　
②12,000件

文化財課
市民文化
センター
美術館美
術課

教
育
部

4 1 1
情報を集約したホーム
ページづくり

　人権教育・啓発の促進のために，より市民に利用される，
市民が利用しやすいホームページづくりに取り組む。人権
学習をする人が人権教育課のホームページを見れば，人権
教育に関する情報がすべて得られるように情報を集約した
ホームページづくりをめざす。

　毎年度，表示の改善，
情報の充実を図る。

4
改善・充実

B 1 4

　平成１９年１０月１日から新たに人権教育・啓発図書貸出しコー
ナーを人権教育課に設置したことに伴い，同図書の一覧表等を
人権教育課のホームページに掲載した。
　また人権教育研修講師の人材情報も併せて掲載し，ホーム
ページの情報の充実を図った。

改善・充実 改善・充実
人権教育
課

教
育
部

4 1 1 図書館ｻｰﾋﾞｽの向上

　図書館のレベルアップを図るため，図書館運営体制とし
て，各館における専門職員の確保の観点から，司書職員の
育成を図り，利用者サービスの向上を図る。

　専門性の確保（司書率
４０％） 3 34% B 3 5 34％

司書職員養成に係る長期派遣研修は認められず，司書数の増
員はなかったものの，司書資格を有する職員の異動配置につい
て人事課に対し要望した。

37% 37% 40% 中央図書
館

教
育
部

4 1 1
教育相談等の相談窓口
の多元化

　適応指導教室での不登校に関する適応指導業務（教育相
談業務）にかかわる相談窓口が，適応指導教室への直接
の訪問や電話に限られていることから，相談窓口の多元化
を検討する。

　電子メール・ホーム
ページの積極的な活用

4
推進

Ｂ 1 4 実施

インターネット技術を活用した，相談窓口である「高松市青空ネッ
トワーク」を新規に構築した。 推進 推進 教育研究

所

教
育
部

4 1 2
就学援助費の支給方法
の見直し

　就学援助費の支給事務は，各学校の担当教諭の事務量
が多く，また，教育委員会から学校長，学校長から保護者と
就学援助費を支給するまでに時間を要することから，支給
方法の見直しを検討する。

　１９年度から２０年度に
かけ見直しに向けた検討
を行い，２１年度から保
護者の口座に直接振り
込みする。

4
検討

B 1 2 検討

旧塩江町，牟礼町，香川町においては，合併前から就学援助費
を保護者口座に直接振り込んでいたが，旧高松市も支払方法を
見直すことを前提に，旧高松市の支払方法に統一することなく，
現在も保護者口座に直接振り込んでいる。就学援助費を保護者
口座に直接振込むにあたり，効率的な事務処理を検討中であ

検討 保護者の口座
に直接振込 学校教育

課

教
育
部込 す 。 座 直接振込 あ り，効率 な事務処 を検討中 あ

る。
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区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

4 1 2
留守家庭児童会保護者
負担金の収納方法の見
直し

　保護者負担金の収納については，現在，指導員が各教室
で現金収納しているが，現金を子どもが持参したり，受領金
を教室に保管するなど，公金の管理上好ましい状態でない
ので，指定期日に銀行口座から振り替える口座振替制度を
導入する。

　収納事務を軽減する。
　導入校区数１７校区（導
入率５０％）

3
口座振替制度
の導入 A 5 実施

　保護者負担金の収納について，保護者の希望により，銀行口
座から振り替えできる制度を導入した。
　導入教室数　　１６教室 生涯学習

課

教
育
部

4 1 2
留守家庭児童会指導員
勤務体制の見直し

　留守家庭児童会指導員の勤務体制の見直しを検討する。 　２１年度から，指導員の
勤務体制を見直し，効率
化を図る。

4
検討

B 2 3 検討

補助指導員を含めた勤務体制の見直しを検討してきたところだ
が，留守家庭児童会指導員の勤務体制の見直しについては，国
において，放課後児童クラブの質の向上を図ることを目的に，現
在，放課後児童クラブガイドラインが策定されており，このガイド
ラインが示された中で，勤務体制の見直しを検討する。

検討 実施

生涯学習
課

教
育
部
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第４次高松市行財政改革計画　取組状況調査票 （平成１９年度実績報告）　

区分=３・４

１９年度
【計画内容】

区分=１
効果額

区分=２
効果額

実績値等 内容および理由等
２０年度

【計画内容】
２１年度

【計画内容】
（２２年度以降）

【計画内容】
所属

部
局

　【区分】　１：効果額目標が設定されている　２：年度末に効果額が算出される　３：効果額以外の数値目標を設定している　４：数値等の目標設定ができない
　【取組状況】　Ａ：実施済　Ｂ：着手済　Ｃ：未着手　Ｄ：中止　Ｅ：未到来
　【進捗状況】　１：予定どおり　２：予定よりやや遅れている　３：予定より遅れている
　【目標達成度】　５：１００％以上（達成）　４：８５％以上～１００％未満（おおむね達成）　３：７０％以上～８５％未満（ある程度達成）　２：６０％以上～７０％未満（やや下回っている）　１：６
０％未満（かなり下回る）　０：０％（全くできなかった）

区
分

実施項目名
実施内容（概要）

【計画内容】
体系
番号

個別目標
【計画内容】

効果額目標
　　（千円）

【計画内容】

新設
　・

変更

H20.4.1

取
組
状
況

進
捗
状
況

目
標
達
成
度

１９年度　実施内容および主要な効果
区分=１・２

1 2 1 監査機能の強化

　「最少の経費で最大の効果」および「組織および運営の合
理化等」の趣旨にのっとって事業が行われているかどうか，
また，適法性，効率性および妥当性の観点に留意し，一層，
行財政改革の推進に資する監査に取り組む。

　定期監査および行政監
査の実施に並行し，行財
政改革に係る事務の監
査に取り組む。

4 推進 Ｂ 1 4 ②　実施

平成１９年度年間監査実施計画に基づき，６・７・８月に一般・特
別会計，公営企業会計の決算審査を，９月に消防局の定期監査
を，それぞれ実施し行財政改革に係る事務の監査に取り組ん
だ。

推進 推進
監査課

監
査
事
務

局

4 1 1
選挙事務の地域間
差異の解消

投票区，投票所
　・市町合併により，投票区が大幅に増加した（４８箇所→９
８箇所）が，投票区毎の有権者数，面積等にばらつきがある
ことから，地理的条件も考慮のうえ，合併町の投票区の見
直しを検討する。
　・建物の構造からスロープを設置できない投票所や土足で
入れない投票所については，公共施設に変更し，スロープ
を利用できるようにするなど投票環境の向上を図る。

　１９年度から，見直しを
検討する。

4 検討・見直し Ｂ 1 3 検討・調査

①　投票区の見直しに当たり，合併町の投票区の状況（投票所
からの距離，投票所となる施設の状況，選挙人名簿登録者数
等）を調査し，不均衡の是正および投票環境の向上について検
討中である。
②　他都市の見直し状況について，調査を行った。

素案作成・実施

実施 選挙課

選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局

1 2 13 合併協議事項

【農業経営者協議会等への補助】
　塩江町，香川町および香南町地区において，合併前から
組織・運営されている農業経営者協議会等への補助を廃止
する。

　２１年度から，廃止す
る。

H21:  ▲  516

1  Ｂ 1 3

①農業経営者協議会等への補助は，合併協議に基づき｢合併年
度及びこれに続く3年度について，実施する。｣としており，補助期
間経過後の平成21年度から廃止するが，その後の対応について
は，調整方針で，改めて検討することとしている。
②平成19年3月，香南町農業経営者協議会会長から，平成21年
度以降において，協議会実施事業への職員派遣や事務補助な
どの支援を要請されたが，独自で自主的な管理運営をしていた
だくよう回答している。(農業委員会事務局農政課)
なお，合併前に各協議会等が実施していた，簿記記帳講習や経
営分析，青色申告決算，確定申告書作成などの研修事業は，平
成18年度から，本市の事業に組み入れ，実施している。
③平成20年1月，香南町農業経営者協議会会長と，その後の対
応について，再度の協議を行った。

▲516

農政課

農
業
委
員
会
事
務
局

1 2 1 議会交際費の見直し

　議会交際費の縮減を図る。 　１９年度から，年額５００
千円を縮減する。

H19： ▲  500
H20： ▲  500
H21： ▲  500
累計▲ 1,500

1 ▲500 Ａ 5 ▲ 3,434

平成19年度予算額を500千円縮減するとともに，支出の見直しを
行い，全体で3,434千円縮減した。

▲500 ▲500
総務調査
課

市
議
会
事
務

局

4 1 2
市議会間の儀礼の見直
し

　関係市議会に対する年賀状や議長交代時の挨拶状なら
びに県内市議会議長等の就任時の祝電の送付範囲等の見
直しにより，事務の省力化と経費の節減を図る。

　１９年度から，年賀状を
見直す。
　２０年度から，挨拶状・
祝電を見直す。

H19： ▲     6
H20： ▲    36
H21： ▲    36
累計  ▲    78

1 ①　▲ 6 Ａ 5 ▲ 17

平成19年度から年賀状、平成20年度から挨拶状・祝電の見直し
について送付先である四国内・県内市議会等に対して本市取り
組みを周知し，平成19年度において，計画どおり年賀状の見直
しを行うとともに，周知後の祝電についても見直しを行った。

①　▲ 6
②　▲10
③　▲20

①　▲ 6
②　▲10
③　▲20

総務調査
課

市
議
会
事
務

局
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